






































































様式第二号の八（第八条の四の五関係）

千葉県知事

　熊谷　俊人 殿

　提出者

住　所

氏　名

電話番号

当該事業場において現に行っている事業に関する事項

（日本産業規格　Ａ列４番）

　　 　　代表取締役　髙木　安文

④ 産 業 廃 棄 物 の
一連の処理の工程

別紙①　事業行程図を参照

（第１面）

③ 従 業 員 数 49名（自社42名　派遣7名）

産業廃棄物処理計画書

千葉県山武郡横芝光町長山台1－1

サンヨーエッグ株式会社

0479-80-1511

　廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第９項の規定に基づき、産業廃棄物の減量その他その処
理に関する計画を作成したので、提出します。

サンヨーエッグ株式会社

千葉県山武郡横芝光長山台1－1

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

① 事 業 の 種 類 E09－食料品製造業

② 事 業 の 規 模 前年度製造品出荷額　817.3百万円

事 業 場 の 名 称

事 業 場 の 所 在 地

計 画 期 間

令和 7年 6月 5日

〒289-1751



産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項

（管理体制図）

産業廃棄物の排出の抑制に関する事項

ｔ ｔ

（これまでに実施した取組）

【目標】

ｔ ｔ

（今後実施する予定の取組）

産業廃棄物の分別に関する事項

【前年度（令和6年度）実績】　

（第２面）

①現状

産 業 廃 棄 物 の 種 類 _ 動植物性残さ 汚泥

排出量 1697.5 3400.3

・設備メンテナンスにより、脱水能力向上による汚泥排出量の削減

②計画

産 業 廃 棄 物 の 種 類 _ 動植物性残さ 汚泥

排出量 1650 3350

・歩留向上により、動植物性残さの削減。
・排水処理設備の安定稼働

①現状

（分別している産業廃棄物の種類及び分別に関する取組）

動物性残さ、汚泥に分別しリサイクルされている。

②計画

(今後分別する予定の産業廃棄物の種類及び分別に関する取組)

引き続き分別に努める。

工場長

製造課・供給課 品質管理課 受注課 総務・経理課

環境管理委員会

（統括部長）
処理計画作成担当

廃棄物担当



自ら行う産業廃棄物の再生利用に関する事項

ｔ ｔ

（これまでに実施した取組）

【目標】

ｔ ｔ

（今後実施する予定の取組）

自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項

ｔ ｔ

ｔ ｔ

（これまでに実施した取組）

【目標】

ｔ ｔ

ｔ ｔ

（今後実施する予定の取組）

【前年度（令和6年度）実績】　

【前年度（令和6年度）実績】　

0 0

（第３面）

①現状

産 業 廃 棄 物 の 種 類 _ 動植物性残さ 汚泥

自 ら 再 生 利 用 を 行 っ た
産 業 廃 棄 物 の 量

0 0

・排水処理設備の安定稼働

①現状

産 業 廃 棄 物 の 種 類 _ 動植物性残さ

自 ら 熱 回 収 を 行 っ た
産 業 廃 棄 物 の 量

0 0

自 ら 中 間 処 理 に よ り 減 量 し た
産 業 廃 棄 物 の 量 0 2945.4

定期メンテナンス等、脱水期の維持管理に努めた。

汚泥

産 業 廃 棄 物 の 種 類 _ 動植物性残さ 汚泥

自 ら 熱 回 収 を 行 う
産 業 廃 棄 物 の 量

0 0

自 ら 中 間 処 理 に よ り 減 量 す る
産 業 廃 棄 物 の 量 0 2918

②計画

産 業 廃 棄 物 の 種 類 _ 動植物性残さ 汚泥

自 ら 再 生 利 用 を 行 う
産 業 廃 棄 物 の 量

②計画



自ら行う産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する事項

ｔ ｔ

（これまでに実施した取組）

【目標】

ｔ ｔ

（今後実施する予定の取組）

産業廃棄物の処理の委託に関する事項

ｔ ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

（これまでに実施した取組）

【前年度（令和6年度）実績】　

【前年度（令和6年度）実績】　

認定熱回収業者以外の
熱回収を行う業者への
処 理 委 託 量

0 0

肥料化に努めている。

①現状

産 業 廃 棄 物 の 種 類 _ 動植物性残さ 汚泥

全 処 理 委 託 量 _ 1697.5 454.9

優良認定処理業者への
処 理 委 託 量 1535.4 18.1

再生 利用 業者 への
処 理 委 託 量

1697.5 454.9

認定熱回収業者への
処 理 委 託 量

0 0

（第４面）

①現状

産 業 廃 棄 物 の 種 類 _ 動植物性残さ 汚泥

②計画

産 業 廃 棄 物 の 種 類 動植物性残さ 汚泥

自 ら 埋 立 処 分 又 は
海 洋 投 入 処 分 を 行 う
産 業 廃 棄 物 の 量

0 0

自 ら 埋 立 処 分 又 は
海 洋 投 入 処 分 を 行 っ た
産 業 廃 棄 物 の 量

0 0



【目標】

ｔ ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

（今後実施する予定の取組）

認定熱回収業者への
処 理 委 託 量

0 0

認定熱回収業者以外の
熱回収を行う業者への
処 理 委 託 量

0

（第５面）

②計画

産 業 廃 棄 物 の 種 類 _ 動植物性残さ 汚泥

全 処 理 委 託 量 _ 1650 432

優良認定処理業者への
処 理 委 託 量 1500 0

再 生 利 用 業 者 へ の
処 理 委 託 量

1650

引き続き肥料化を進める。

※事務処理欄

432

0



（第６面）
備考
　１　前年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン以上の事業場ごとに１枚作成すること。
　
　２　当該年度の６月30日までに提出すること。
　
　３　「当該事業場において現に行っている事業に関する事項」の欄は、以下に従って記入するこ
     と。

　　(1)①欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。
　　(2)②欄には、製造業の場合における製造品出荷額（前年度実績）、建設業の場合における元請
　　　完成工事高（前年度実績）、医療機関の場合における病床数（前年度末時点）等の業種に応じ
　　　事業規模が分かるような前年度の実績を記入すること。
　　(3)④欄には、当該事業場において生ずる産業廃棄物についての発生から最終処分が終了するま
　　　での一連の処理の工程（当該処理を委託する場合は、委託の内容を含む。）を記入すること。
　
　４　「自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、自ら中
　　間処理を行うに際して熱回収を行った場合における熱回収を行った産業廃棄物の量と、自ら中間
　　処理を行うことによって減量した量について、前年度の実績、目標及び取組を記入すること。
　
　５　「産業廃棄物の処理の委託に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、全処理委託量
　　を記入するほか、その内数として、優良認定処理業者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行
　　令第６条の11第２号に該当する者）への処理委託量、処理業者への再生利用委託量、認定熱回収
　　施設設置者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の３の３第１項の認定を受けた者）であ
　　る処理業者への焼却処理委託量及び認定熱回収施設設置者以外の熱回収を行っている処理業者へ
　　の焼却処理委託量について、前年度実績、目標及び取組を記入すること。
　
　６　それぞれの欄に記入すべき事項の全てを記入することができないときは、当該欄に「別紙のと
　　おり」と記入し、当該欄に記入すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、産業廃棄物の
　　種類が３以上あるときは、前年度実績及び目標の欄に「別紙のとおり」と記入し、当該欄に記入
　　すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、それぞれの欄に記入すべき事項がないとき
　　は、「―」を記入すること。

　７　※欄は記入しないこと。



別紙①　事業工程図

（１）液卵製造工程図 不良

動植物性残さ

入荷

洗浄 割卵 充填

動植物性残さ

（２）排水処理工程図、A

異物除去 中和 脱水

汚泥 汚泥

アルカリ、酸による洗浄

汚泥

廃酸
注１．作業の工程、製造品目ごとに工程図を作成し、各段階で発生する廃棄物（一般廃棄物を含む。）を性状がわかるように具体的に記入すること。
注２．発生する廃棄物には番号を付け、産業廃棄物にはアンダーラインを付けること。また、５（１）廃棄物処理実績総括表、別表１、別表２、５（２）産業廃棄物
        処理実績フローの廃棄物の番号と連動させること。
注３．この表のほか、５（１）廃棄物処理実績総括表、別表１、別表２については一般廃棄物についても記載してください。

ピット

卵液廃棄

鶏卵 洗卵 液卵 製品

卵殻 脱水粉砕

引き抜き汚泥

排水

工場内排水

脱水汚泥

出荷

排液

洗浄水

微生物処理
引き抜き汚泥

排水（公共排水）

凝集剤



様式第二号の九（第八条の四の六関係）

千葉県知事　  熊谷　俊人 殿

　　　　　　　　　　　 提出者　　

　　　　　　　　　　　　　　　住　所　 千葉県山武郡横芝光町長山台１－１

　　　　　　　　　　　　　　　氏  名　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

　　　　　　　　　　　　　　　電話番号 0479-80-1511

　　

処理計画の実施状況を報告します。

項目 目標値 目標値

排 出 量 5600.0 t 2110.0 t

自 ら 再 生 利 用 を 行 う
産 業 廃 棄 物 の 量

0.0 t 1600.0 t

自 ら 熱 回 収 を 行 う
産 業 廃 棄 物 の 量

0.0 t 2110.0 t

自ら中間処理により減量する
産 業 廃 棄 物 の 量

3490.0 t 0.0 t

自 ら 埋 立 処 分 又 は
海 洋 投 入 処 分 を 行 う
産 業 廃 棄 物 の 量

0.0 t 0.0 t

※事務処理欄

事 業 場 の 所 在 地 千葉県山武郡横芝光町長山台１－１

サンヨーエッグ株式会社

（第1面）

事 業 場 の 名 称

産業廃棄物処理計画実施状況報告書

令和７年　6月　5日  

〒289-1751

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第10項の規定に基づき、令和６年度の産業廃棄物

サンヨーエッグ株式会社
代表取締役　髙木　安文

事 業 の 種 類 E09－食料品製造業

産業廃棄物処理計画における
計 画 期 間

令和６年4月1日から令和７年3月31日まで

 (日本産業規格　Ａ列4番）

　産業廃棄物処理計画における目標値

認 定 熱 回 収 業 者 へ の
処 理 委 託 量

認 定 熱 回 収 業 者 以 外 の
熱 回 収 を 行 う 業 者 へ の
処 理 委 託 量

項目

全 処 理 委 託 量

優 良 認 定 処 理 業 者 へ の
処 理 委 託 量

再 生 利 用 業 者 へ の
処 理 委 託 量



）

排出量

3400.3 t

実績値
自ら中間処理した

後の残さ量
⑩のうち再生利用

業者への処理委託量

3400.3 t 436.8 t 454.9 t

0.0 t

0.0 t

自ら中間処理に
より減量した量

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

2945.4 t 2945.4 t 0.0 t

0.0 t

454.9 t

18.1 t

454.9 t 0.0 t

0.0 t

0.0 t

③＋⑨自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行った量

（産業廃棄物の種類：

(第
２

面
）

汚泥

④のうち熱回収
を行った量

⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量

18.1 t

0.0 t

454.9 t

⑩のうち優良認定処理
業者への処理委託量

3382.2 t

自ら直接
再生利用した量

自ら中間処理した量

⑭熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への処理
委託量

⑩全処理委託量

⑪優良認定処理業者への
処理委託量

⑫再生利用業者への
処理委託量

⑬熱回収認定業者への
処理委託量

計画の実施状況

有償物量

直接 及び 自ら
中間処理した後の

処理委託量

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量

0.0 t

自ら中間処理した後
再生利用した量

0.0 t 0.0 t

①排出量

②＋⑧自ら再生利用を
行った量

不要物等
発生量

項目

自ら直接埋立処分又は
海洋投入処分した量

⑦自ら中間処理により
減量した量

⑤自ら熱回収を行った量

0.0 t

①

②

③

⑪

④

⑩

⑭

⑬

⑫

⑧

⑨⑥

⑦⑤



）

排出量

1697.5 t

実績値
自ら中間処理した

後の残さ量
⑩のうち再生利用

業者への処理委託量

1697.5 t 0.0 t 1697.5 t

0.0 t

0.0 t

自ら中間処理に
より減量した量

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

0.0 t 0.0 t 0.0 t

0.0 t

1697.5 t

1535.4 t

1697.5 t 0.0 t

0.0 t

0.0 t

⑭熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への処理
委託量

③＋⑨自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行った量

1697.5 t
⑩全処理委託量

④のうち熱回収
を行った量 直接 及び 自ら

中間処理した後の
処理委託量⑦自ら中間処理により

減量した量 0.0 t

⑬熱回収認定業者への
処理委託量 1535.4 t

0.0 t 0.0 t

自ら直接埋立処分又は
海洋投入処分した量

0.0 t

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量自ら中間処理した量

(第
２

面
）

計画の実施状況 （産業廃棄物の種類： 動植物性残さ

項目

⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量

⑪優良認定処理業者への
処理委託量

⑫再生利用業者への
処理委託量

⑩のうち優良認定処理
業者への処理委託量

①排出量
0.0 t 0.0 t

②＋⑧自ら再生利用を
行った量

⑤自ら熱回収を行った量

有償物量

不要物等
発生量

自ら直接
再生利用した量

自ら中間処理した後
再生利用した量

①

②

③

⑪

④

⑩

⑭

⑬

⑫

⑧

⑨⑥

⑦⑤



(第3面）

備考

1 　翌年度の6月30日までに提出すること。

2 　「事業の種類」の欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。

3 　「産業廃棄物処理計画における目標値」の欄には、項目ごとに、産業廃棄物処理計画に記載

した目標値を記入すること。

4 　第2面には、前年度の産業廃棄物処理に関して、①～⑭の欄のそれぞれに、(1)から(14)

に掲げる量を記入すること。

(1)　①欄　当該事業場において生じた産業廃棄物の量

(2)  ②欄　(1)の量のうち、中間処理をせず直接自ら再生利用した量

(3)  ③欄　(1)の量のうち、中間処理をせず直接自ら埋立処分又は海洋投入処分した量

(4)　④欄　(1)の量のうち、自ら中間処理をした産業廃棄物の当該中間処理前の量

(5)　⑤欄　(4)の量のうち、熱回収を行った量

(6)　⑥欄　自ら中間処理をした後の量

(７)　⑦欄　(4)の量から(6)の量を差し引いた量

(8)　⑧欄　(6)の量のうち、自ら利用し、又は他人に売却した量

(9)  ⑨欄　(6)の量のうち、自ら埋立処分及び海洋投入処分した量

(10) ⑩欄　中間処理及び最終処分を委託した量

(11) ⑪欄　(10)の量のうち、優良認定処理業者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令

第６条の11第２号に該当する者）への処理委託量

(12) ⑫欄　(10)の量のうち、処理業者への再生利用委託量

(13) ⑬欄  (10)の量のうち、認定熱回収施設設置者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律

第15条の３の３第１項の認定を受けた者）である処理業者への焼却処理委託量

(14) ⑭欄  (10)の量のうち、認定熱回収施設設置者以外の熱回収を行っている処理業者への

焼却処理委託量

5 　第２面の左下の表には、項目ごとに、産業廃棄物処理計画に記載したそれぞれの実績値を記

入すること。

6 　産業廃棄物の種類が２以上あるときは、産業廃棄物の種類ごとに、第２面の例により産業廃

棄物処理計画の実施状況を明らかにした書面を作成し、当該書面を添付すること。

7 　※欄は記入しないこと。



























（第１面）

特別管理産業廃棄物処理計画書

千葉県知事

　熊谷　俊人 殿

　提出者 299-0108

住　所

法人名

代表者 藤 俊和

電話番号 0436-78-5522

事業場の名称

事業場の所在地 千葉県市原市千種海岸５

計画期間 から

当該事業場において現に行っている事業に関する事項

①事業の種類 大分類： 中分類：

②事業の規模

③従業員数

別紙（処理工程）

（日本産業規格　Ａ列４番）　　　

 様式第二号の十三（第八条の十七の二関係）

令和7年6月26日

千葉県市原市千種海岸5

JSR ARTON製造株式会社

　(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)

　廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の２第10項の規定に基づき、特別管理産業廃棄物の減量
その他その処理に関する計画を作成したので、提出します。

JSR ARTON製造株式会社

令和7年4月1日 令和8年3月31日

E16-化学工業

前年度の事業売上　20.7億円

64人　（正社員57名、契約・派遣社員7名）

④特別管理産業廃棄
物の一連の処理の工
程



（第２面）

特別管理産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項

（管理体制図）

別紙（管理体制）

特別管理産業廃棄物の排出の抑制に関する事項

①現状

特別管理産業廃棄物の種類 廃油（引火性）

排出量 348.1ｔ ｔ

（これまでに実施した取組）

品種改良による廃棄物発生量の削減。有価物化（数量）拡大。

②計画

【目標】

特別管理産業廃棄物の種類 廃油（引火性）

排出量 647ｔ ｔ

（今後実施する予定の取組）

特別管理産業廃棄物の分別に関する事項

①現状

（分別している特別管理産業廃棄物の種類及び分別に関する取組）

②計画

【前年度（令和6年度）実績】　

品種改良による廃棄物発生量の削減。有価物化(数量)拡大。
(引火性廃油は製品の生産量に比例して発生するため発生数量の削減ではなく
原単位削減を目標としている。)

引火性廃油の性状に応じて、再生油として処理する業者への委託を優先に選定
。

(今後分別する予定の特別管理産業廃棄物の種類及び分別に関する取組)

引火性廃油の性状に応じて、再生油として処理する業者への委託を優先に選定
。



（第３面）

自ら行う特別管理産業廃棄物の再生利用に関する事項

①現状

特別管理産業廃棄物の種類 廃油（引火性）

0ｔ ｔ

（これまでに実施した取組）

全量外部処理委託

②計画

【目標】

特別管理産業廃棄物の種類 廃油（引火性）

0ｔ ｔ

（今後実施する予定の取組）

全量外部処理委託（継続）

自ら行う特別管理産業廃棄物の中間処理に関する事項

①現状

特別管理産業廃棄物の種類 廃油（引火性）

0ｔ ｔ

0ｔ ｔ

（これまでに実施した取組）

全量外部処理委託

②計画

【目標】

特別管理産業廃棄物の種類 廃油（引火性）

0ｔ ｔ

0ｔ ｔ

（今後実施する予定の取組）

全量外部処理委託（継続）

【前年度（令和6年度）実績】　

自ら再生利用を行った特別管理
産業廃棄物の量

自ら再生利用を行う特別管理産
業廃棄物の量

【前年度（令和6年度）実績】　

自ら熱回収を行った特別管理産
業廃棄物の量

自ら中間処理により減量した特
別管理産業廃棄物の量

自ら熱回収を行う特別管理産業
廃棄物の量

自ら中間処理により減量する特
別管理産業廃棄物の量



（第４面）

自ら行う特別管理産業廃棄物の埋立処分に関する事項

①現状

特別管理産業廃棄物の種類 廃油（引火性）

0ｔ ｔ

（これまでに実施した取組）

これまでに､自社で埋め立て処理を行った事はない。

②計画

【目標】

廃油（引火性）

0ｔ ｔ

（今後実施する予定の取組）

引き続き埋め立て処理を行う予定はない。

特別管理産業廃棄物の処理の委託に関する事項

①現状

特別管理産業廃棄物の種類 廃油（引火性）

全 処 理 委 託 量 348.1ｔ ｔ

348.1ｔ ｔ

184.7ｔ ｔ

163.4ｔ ｔ

0ｔ ｔ

（これまでに実施した取組）

【前年度（令和6年度）実績】　

自ら埋立処分を行った特別管理
産業廃棄物の量

特別管理産業廃棄物の種
類
自ら埋立処分行う特別管理産業
廃棄物の量

【前年度（令和6年度）実績】　

優良認定処理業者への処理
委託量

再生利用業者への処理委託
量

認定熱回収業者への処理委
託量

認定熱回収業者以外の熱回
収を行う業者への処理委託
量

引火性廃油を燃料油として調製する処理業者と､焼却処理を行う処理業者に委
託をおこなっている。



（第５面）

②計画

【目標】

特別管理産業廃棄物の種類 廃油（引火性）

全 処 理 委 託 量 647ｔ ｔ

647ｔ ｔ

344ｔ ｔ

303ｔ ｔ

0ｔ ｔ

（今後実施する予定の取組）

348.1ｔ

（今後実施する予定の取組等）

電子マニフェストの登録を実施し運用中。

※事務処理欄

優良認定処理業者への処理
委託量

再生利用業者への処理委託
量

認定熱回収業者への処理委
託量

認定熱回収業者以外の熱回
収を行う業者への処理委託
量

引き続き､引火性廃油を燃料油として調製する処理業者と､焼却処理を行う処理
業者に委託を行う予定。

電子情報処理組織の
使用に関する事項

【前年度（令和6年度）実績】　

特別管理産業廃棄物排出量
（ポリ塩化ビフェニル廃棄物を除く。）



（第６面）

備考
　１  前年度の特別管理産業廃棄物の発生量が50トン以上の事業場ごとに１枚作成すること。

　２　当該年度の６月30日までに提出すること。

　３　「当該事業場において現に行っている事業に関する事項」の欄は、以下に従って記入する
　　　こと。
　(1)①欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。
　(2)②欄には、製造業の場合における製造品出荷額（前年度実績）、建設業の場合における元請
　　完成工事高（前年度実績）、医療機関の場合における病床数（前年度末時点）等の業種に応じ
　　事業規模が分かるような前年度の実績を記入すること。
　(3)④欄には、当該事業場において生ずる特別管理産業廃棄物についての発生から最終処分が終了
　　するまでの一連の処理の工程（当該処理を委託する場合は、委託の内容を含む｡)を記入するこ
　　と。

　４　「自ら行う特別管理産業廃棄物の中間処理に関する事項」の欄には、特別管理産業廃棄物の
　　種類ごとに、自ら中間処理を行うに際して熱回収を行った場合における熱回収を行った特別管
　　理産業廃棄物の量と、自ら中間処理を行うことによって減量した量について、前年度の実績、
　　目標及び取組を記入すること。

　５　「自ら行う特別管理産業廃棄物の埋立処分に関する事項」の欄には、特別管理産業廃棄物の
　　種類ごとに、埋立処分した量を記入すること。なお、中間処理を行うことにより特別管理産業
　　廃棄物に該当しなくなった産業廃棄物を海洋投入処分するときは、その量も含めて記入するこ
　　と。

　６　「特別管理産業廃棄物の処理の委託に関する事項」の欄には、特別管理産業廃棄物の種類ご
　　とに、全処理委託量を記入するほか、その内数として、優良認定処理業者（廃棄物の処理及び
　　清掃に関する法律施行令（以下「令」という。）第６条の14第２号に該当する者）への処理
　　委託量、処理業者への再生利用委託量、認定熱回収施設設置者（廃棄物の処理及び清掃に関す
　　る法律第15条の３の３第１項の認定を受けた者）である処理業者への焼却処理委託量及び認定
　　熱回収施設設置者以外の熱回収を行っている処理業者への焼却処理委託量について、前年度実
　　績、目標及び取組を記入すること。

　７　「電子情報処理組織の使用に関する事項」の欄には、前年度の特別管理産業廃棄物の全発生
　　量（ポリ塩化ビフェニル廃棄物（令第２条の４第５号イからハまでに掲げるものをいう。）を
　　除く。）を記入すること。その量が50トン以上の者にあっては、今後の電子情報処理組織の使
　　用に関する取組等（情報処理センターへの登録が困難な場合として廃棄物の処理及び清掃に関
　　する法律施行規則第８条の31の４に該当するときは、その旨及び理由を含む。）について記入
　　すること。

　８　それぞれの欄に記入すべき事項の全てを記入することができないときは、当該欄に「別紙の
　　とおり」と記入し、当該欄に記入すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、特別管理
　　産業廃棄物の種類が３以上あるときは、前年度実績及び目標の欄に「別紙のとおり」と記入
　　し、当該欄に記入すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、それぞれの欄に記入すべ
　　き事項がないときは、「―」を記入すること。









様式第二号の十四（第八条の十七の三関係）

千葉県知事　  熊谷　俊人 殿

提出者　　

　　　　　　　　　　　　　　　住　所　

　　　　　　　　　　　　　　　氏  名　

 代表取締役　　藤  俊和

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

　　　　　　　　　　　　　　　電話番号

　　

廃棄物処理計画の実施状況を報告します。

項目 目標値 目標値

排 出 量 487 t 487 t

自 ら 再 生 利 用 を 行 う
特 別 管 理 産 業 廃 棄 物 の 量

0 t 487 t

自 ら 熱 回 収 を 行 う
特 別 管 理 産 業 廃 棄 物 の 量

0 t 183 t

自 ら 中 間 処 理 に よ り 減 量 す る
特 別 管 理 産 業 廃 棄 物 の 量

0 t 304 t

自 ら 埋 立 処 分
を 行 う
特 別 管 理 産 業 廃 棄 物 の 量

0 t 0 t

前々年度 673.7 ｔ

前 年 度 348.1 t

事 業 場 の 所 在 地 千葉県市原市千種海岸5

JSR ARTON製造株式会社

（第1面）

事 業 場 の 名 称

特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第10項の規定に基づき、令和６年度の特別管理産業

令和7年6月20日

〒299-0108

千葉県市原市千種海岸5

 JSR ARTON製造株式会社

0436-78-5522

事 業 の 種 類 E16－化学工業

特 別 管 理産 業廃 棄物 処理 計画
に お け る 計 画 期 間

令和６年4月1日から令和７年3月31日まで

 (日本産業規格　Ａ列4番）

　特別管理産業廃棄物処理計画における目標値

特別管理産業廃棄物排出量

（ポリ塩化ビフェニル廃棄物を除く。）

認 定 熱 回 収 業 者 以 外 の
熱 回 収 を 行 う 業 者 へ の
処 理 委 託 量

　電子情報処理組織の使用に関する事項

（電子情報処理組織の使用に関して実施した取組）

電子マニフェストの登録を実施し運用中

※事務処理欄

項目

全 処 理 委 託 量

優 良 認 定 処 理 業 者 へ の
処 理 委 託 量
再 生 利 用 業 者 へ の
処 理 委 託 量
認 定 熱 回 収 業 者 へ の
処 理 委 託 量



）

排出量

348.1 t

実績値
自ら中間処理した

後の残さ量
⑩のうち再生利用

業者への処理委託量

348.1 t 0.0 t 184.7 t

0.0 t

0.0 t

自ら中間処理に
より減量した量

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

0.0 t 0.0 t 163.4 t

0.0 t

348.1 t

348.1 t

184.7 t 0.0 t

163.4 t

0.0 t

計画の実施状況

有償物量

①排出量

②＋⑧自ら再生利用を
行った量

⑤自ら熱回収を行った量

⑭熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への処理
委託量

348.1 t

⑩のうち優良認定処理
業者への処理委託量

0.0 t

不要物等
発生量

自ら直接
再生利用した量

項目

⑩全処理委託量

⑪優良認定処理業者への
処理委託量

⑫再生利用業者への
処理委託量

⑬熱回収認定業者への
処理委託量

③＋⑨自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行った量

自ら中間処理した量

⑦自ら中間処理により
減量した量

(第
２

面
）

④のうち熱回収
を行った量

⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量

348.1 t

0.0 t

直接 及び 自ら
中間処理した後の

処理委託量

自ら中間処理した後
再生利用した量

0.0 t

0.0 t

自ら直接埋立処分した量

廃油（引火性）（特別管理産業廃棄物の種類：

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量

0.0 t



(第３面)

備考

１　翌年度の６月30日までに提出すること。

２　「事業の種類」の欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。

３　「特別管理産業廃棄物処理計画における目標値」の欄には、項目ごとに、特別管理産業廃
棄物処理計画に記載した目標値を記入すること。

４　第２面には、前年度の特別管理産業廃棄物の処理に関して、①～⑭の欄のそれぞれに、(1)
から(14)に掲げる量を記入すること。

(1) ①欄　当該事業場において生じた特別管理産業廃棄物の量

(2) ②欄　(1)の量のうち、中間処理をせず直接自ら再生利用した量

(3) ③欄　(1)の量のうち、中間処理をせず直接自ら埋立処分した量

(4) ④欄　(1)の量のうち、自ら中間処理をした特別管理産業廃棄物の当該中間処理前の量

(5) ⑤欄　(4)の量のうち、熱回収を行った量

(6) ⑥欄　自ら中間処理をした後の量

(7) ⑦欄　(4)の量から(6)の量を差し引いた量

(8) ⑧欄　(6)の量のうち、自ら利用し、又は他人に売却した量

(9) ⑨欄　(6)の量のうち、自ら埋立処分又は海洋投入処分した量

(10) ⑩欄　中間処理及び最終処分を委託した量

(11) ⑪欄　(10)の量のうち、優良認定処理業者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令
（以下「令」という。）第6条の11第2号に該当する者）への処理委託量

(12) ⑫欄　(10)の量のうち、処理業者への再生利用委託量

(13) ⑬欄  (10)の量のうち、認定熱回収施設設置者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律第
15条の3の3第1項の認定を受けた者）である処理業者への焼却処理委託量

(14) ⑭欄  (10)の量のうち、認定熱回収施設設置者以外の熱回収を行っている処理業者への
焼却処理委託量

５　第２面の左下の表には、項目ごとに、特別管理産業廃棄物処理計画に記載したそれぞれの
実績値を記入すること。

６　特別管理産業廃棄物の種類が２以上あるときは、特別管理産業廃棄物の種類ごとに、第２
面の例により特別管理産業廃棄物処理計画の実施状況を明らかにした書面を作成し、当該書面
を添付すること。

７　「電子情報処理組織の使用に関する事項」の欄には、前々年度及び前年度における特別管
理産業廃棄物の排出量（ポリ塩化ビフェニル廃棄物（令第２条の４第５号イからハまでに掲げ
るものをいう。）を除く。）並びに電子情報処理組織使用義務者にあっては前年度に実施した
電子情報処理組織の使用に関する取組（情報処理センターへの登録が困難な場合として廃棄物
の処理及び清掃に関する法律施行規則第８条の31の４に該当したときは、その旨及び理由を含
む。）について記入すること。

８　※欄は記入しないこと。



















































































































































（第１面）

産業廃棄物処理計画書

千葉県知事

　熊谷　俊人 殿

　提出者 297-8622

住　所

法人名

代表者 福田 晃一

電話番号 0475-23-1111

事業場の名称 株式会社ジャパンディスプレイ茂原工場

事業場の所在地

計画期間 から

当該事業場において現に行っている事業に関する事項

①事業の種類 大分類： 製造業 中分類：電子部品・デバイス・電子回路製造業

②事業の規模

③従業員数

（日本産業規格　Ａ列４番）　　　

 様式第二号の八（第八条の四の五関係）

令和7年6月4日

千葉県茂原市早野3300番地

株式会社ジャパンディスプレイ茂原
工場

　(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)

　廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第９項の規定に基づき、産業廃棄物の減量その他その処
理に関する計画を作成したので、提出します。

千葉県茂原市早野3300番地

令和7年4月1日 令和8年3月31日

前年度の製造品出荷額308億円

1388人（正社員1162人、常勤関係職員226人）

④産業廃棄物の
　一連の処理の工程

別紙1のとおり



（第２面）

産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項

（管理体制図）

添付管理体制図のとおり

産業廃棄物の排出の抑制に関する事項

①現状

産業廃棄物の種類

排出量 -ｔ ｔ

（これまでに実施した取組）

②計画

【目標】

産業廃棄物の種類

排出量 -ｔ ｔ

（今後実施する予定の取組）

産業廃棄物の分別に関する事項

①現状

（分別している産業廃棄物の種類及び分別に関する取組）

②計画
上記の取組を継続する。

【前年度（令和6年度）実績】　

別紙2のとおり

別紙2のとおり

別紙2のとおり

別紙2のとおり

全ての種類の産業廃棄物は分別し、できる限り再生利用につなげている。
分別ガイド、掲示、処理依頼票の運用などにより、分別の維持を図っている
。

(今後分別する予定の産業廃棄物の種類及び分別に関する取組)



（第３面）

自ら行う産業廃棄物の再生利用に関する事項

①現状

産業廃棄物の種類

0ｔ ｔ

（これまでに実施した取組）

なし

②計画

【目標】

産業廃棄物の種類

0ｔ ｔ

（今後実施する予定の取組）

なし

自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項

①現状

産業廃棄物の種類

0ｔ ｔ

0ｔ ｔ

（これまでに実施した取組）

なし

②計画

【目標】

産業廃棄物の種類

0ｔ ｔ

0ｔ ｔ

（今後実施する予定の取組）

なし

【前年度（令和6年度）実績】　

別紙2のとおり

自ら再生利用を行った産業廃棄
物の量

別紙2のとおり

自ら再生利用を行う産業廃棄物
の量

【前年度（令和6年度）実績】　

別紙2のとおり

自ら熱回収を行った産業廃棄物
の量

自ら中間処理により減量した産
業廃棄物の量

別紙2のとおり

自ら熱回収を行う産業廃棄物の
量

自ら中間処理により減量する産
業廃棄物の量



（第４面）

自ら行う産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する事項

①現状

産業廃棄物の種類

0ｔ ｔ

（これまでに実施した取組）

なし

②計画

【目標】

産業廃棄物の種類

0ｔ ｔ

（今後実施する予定の取組）

なし

産業廃棄物の処理の委託に関する事項

①現状

産業廃棄物の種類

全 処 理 委 託 量 -ｔ ｔ

-ｔ ｔ

-ｔ ｔ

-ｔ ｔ

-ｔ ｔ

（これまでに実施した取組）

【前年度（令和6年度）実績】　

別紙2のとおり

自ら埋立処分又は海洋投入処分
を行った産業廃棄物の量

別紙2のとおり

自ら埋立処分又は海洋投入処分
を行う産業廃棄物の量

【前年度（令和6年度）実績】　

別紙2のとおり

優良認定処理業者への処理
委託量

再生利用業者への処理委託
量

認定熱回収業者への処理委
託量

認定熱回収業者以外の熱回
収を行う業者への処理委託
量

別紙2のとおり



（第５面）

②計画

【目標】

産業廃棄物の種類

全 処 理 委 託 量 -ｔ ｔ

-ｔ ｔ

-ｔ ｔ

-ｔ ｔ

-ｔ ｔ

（今後実施する予定の取組）

※事務処理欄

別紙2のとおり

優良認定処理業者への処理
委託量

再生利用業者への処理委託
量

認定熱回収業者への処理委
託量

認定熱回収業者以外の熱回
収を行う業者への処理委託
量

別紙2のとおり



（第６面）

備考
１　前年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン以上の事業場ごとに１枚作成すること。　
２　当該年度の６月30日までに提出すること。
３　「当該事業場において現に行っている事業に関する事項」の欄は、以下に従って記入すること。
(1)①欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。
(2)②欄には、製造業の場合における製造品出荷額（前年度実績）、建設業の場合における元請完成工事高（前
年度実績）、医療機関の場合における病床数（前年度末時点）等の業種に応じ事業規模が分かるような前年度の
実績を記入すること。
(3)④欄には、当該事業場において生ずる産業廃棄物についての発生から最終処分が終了するまでの一連の処理
の工程（当該処理を委託する場合は、委託の内容を含む。）を記入すること。
４　「自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、自ら中間処理を行う
に際して熱回収を行った場合における熱回収を行った産業廃棄物の量と、自ら中間処理を行うことによって減量
した量について、前年度の実績、目標及び取組を記入すること。
５　「産業廃棄物の処理の委託に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、全処理委託量を記入するほ
か、その内数として、優良認定処理業者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第６条の11第２号に該当す
る者）への処理委託量、処理業者への再生利用委託量、認定熱回収施設設置者（廃棄物の処理及び清掃に関する
法律第15条の３の３第１項の認定を受けた者）である処理業者への焼却処理委託量及び認定熱回収施設設置者以
外の熱回収を行っている処理業者への焼却処理委託量について、前年度実績、目標及び取組を記入すること。
６　それぞれの欄に記入すべき事項の全てを記入することができないときは、当該欄に「別紙のとおり」と記入
し、当該欄に記入すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、産業廃棄物の種類が３以上あるときは、前
年度実績及び目標の欄に「別紙のとおり」と記入し、当該欄に記入すべき内容を記入した別紙を添付すること。
また、それぞれの欄に記入すべき事項がないときは、「―」を記入すること。
７　※欄は記入しないこと。











様式第二号の九（第八条の四の六関係）

産業廃棄物処理計画実施状況報告書

千葉県知事　  熊谷　俊人　殿

提出者 297-8622

住所

法人名 株式会社ジャパンディスプレイ 茂原工場

代表者 福田 晃一

 （法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

電話番号 0475-23-1111

事  業  場  の  名  称 株式会社ジャパンディスプレイ 茂原工場

事 業 場 の 所 在 地

事   業   の   種   類 大分類 製造業 中分類

から

　産業廃棄物処理計画における目標値

項目 目標値 項目 目標値

排出量 4701.3 t 全処理委託量 4701.3 t

0 t 4545.2 t

0 t 3917.2 t

0 t 0 t

0 t 38 t

（第1面）

令和7年6月4日

千葉県茂原市早野3300番地

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第10項の規定に基づき、令和 6 年度の産業廃棄
物処理計画の実施状況を報告します。

千葉県茂原市早野3300番地

電子部品・デバイス・電子
回路製造業

産業廃棄物処理計画にお
ける計画期間

令和6年4月1日 令和7年3月31日

自ら再生利用を行う
産業廃棄物の量

優良認定処理業者
への処理委託量

自ら熱回収を行う
産業廃棄物の量

再生利用業者への
処理委託量

自ら中間処理により減
量する産業廃棄物の
量

認定熱回収業者へ
の処理委託量

自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行う
産業廃棄物の量

認定熱回収業者以
外の熱回収を行う業
者への処理委託量

 (日本産業規格　Ａ列4番）



N0.1

計画の実施状況 （産業廃棄物の種類： 汚泥 ）

※単位はｔです。半角数字のみ入力してください。

有償物量

①排出量

2921.2t

項目 実績値

①排出量 2921.2 t 2473.3 t

0.0 t

0.0 t

0.0 t 0.0 t

0.0 t

2921.2 t

⑩全処理委託量 2921.2 t

2915.4 t

2473.3 t 12.1 t

0.0 t 2915.4 t

12.1 t

（第2面）　　　　　　　　　　　

不
要
物
等
発
生
量

②自ら直接再生利
用した量

⑧自ら中間処理した後再生
利用した量

③自ら直接埋立処
分又は海洋投入処

分した量

⑥自ら中間処理
した後の残さ量

⑨自ら中間処理した後自ら
埋立処分又は

海洋投入処分した量

⑫ ⑩のうち再生
利用業者への処

理委託量
④自ら中間処理した

量

②＋⑧自ら再生利用
を行った量

⑤自ら熱回収を行っ
た量

⑤ ④のうち熱回収を
行った量

⑦自ら中間処理
により減量した量

⑬ ⑩のうち熱回
収認定業者への

処理委託量

⑦自ら中間処理により
減量した量

⑩直接及び自ら中間処理し
た後の処理委託量

③＋⑨自ら埋立処分
又は海洋投入処分を
行った量

⑭ ⑩のうち熱回
収認定業者以外
の熱回収を行う
業者への処理委

託量
⑪優良認定処理業者
への処理委託量

⑫再生利用業者への
処理委託量

⑪ ⑩のうち優良認定処理業
者への処理委託量

⑬熱回収認定業者へ
の処理委託量

⑭熱回収認定業者以
外の熱回収を行う業
者への処理委託量



N0.2

計画の実施状況 （産業廃棄物の種類： 廃油 ）

※単位はｔです。半角数字のみ入力してください。

有償物量

①排出量

17.6t

項目 実績値

①排出量 17.6 t

0.0 t

0.0 t

0.0 t 0.0 t

0.0 t

17.6 t

⑩全処理委託量 17.6 t

17.6 t

0.0 t 17.6 t

0.0 t 17.6 t

17.6 t

（第2面）　　　　　　　　　　　

不
要
物
等
発
生
量

②自ら直接再生利
用した量

⑧自ら中間処理した後再生
利用した量

③自ら直接埋立処
分又は海洋投入処

分した量

⑥自ら中間処理
した後の残さ量

⑨自ら中間処理した後自ら
埋立処分又は

海洋投入処分した量

⑫ ⑩のうち再生
利用業者への処

理委託量
④自ら中間処理した

量

②＋⑧自ら再生利用
を行った量

⑤自ら熱回収を行っ
た量

⑤ ④のうち熱回収を
行った量

⑦自ら中間処理
により減量した量

⑬ ⑩のうち熱回
収認定業者への

処理委託量

⑦自ら中間処理により
減量した量

⑩直接及び自ら中間処理し
た後の処理委託量

③＋⑨自ら埋立処分
又は海洋投入処分を
行った量

⑭ ⑩のうち熱回
収認定業者以外
の熱回収を行う
業者への処理委

託量
⑪優良認定処理業者
への処理委託量

⑫再生利用業者への
処理委託量

⑪ ⑩のうち優良認定処理業
者への処理委託量

⑬熱回収認定業者へ
の処理委託量

⑭熱回収認定業者以
外の熱回収を行う業
者への処理委託量



N0.3

計画の実施状況 （産業廃棄物の種類： 廃酸 ）

※単位はｔです。半角数字のみ入力してください。

有償物量

①排出量

0.1t

項目 実績値

①排出量 0.1 t 0.1 t

0.0 t

0.0 t

0.0 t 0.0 t

0.0 t

0.1 t

⑩全処理委託量 0.1 t

0.1 t

0.1 t

0.0 t 0.1 t

0.0 t

（第2面）　　　　　　　　　　　

不
要
物
等
発
生
量

②自ら直接再生利
用した量

⑧自ら中間処理した後再生
利用した量

③自ら直接埋立処
分又は海洋投入処

分した量

⑥自ら中間処理
した後の残さ量

⑨自ら中間処理した後自ら
埋立処分又は

海洋投入処分した量

⑫ ⑩のうち再生
利用業者への処

理委託量
④自ら中間処理した

量

②＋⑧自ら再生利用
を行った量

⑤自ら熱回収を行っ
た量

⑤ ④のうち熱回収を
行った量

⑦自ら中間処理
により減量した量

⑬ ⑩のうち熱回
収認定業者への

処理委託量

⑦自ら中間処理により
減量した量

⑩直接及び自ら中間処理し
た後の処理委託量

③＋⑨自ら埋立処分
又は海洋投入処分を
行った量

⑭ ⑩のうち熱回
収認定業者以外
の熱回収を行う
業者への処理委

託量
⑪優良認定処理業者
への処理委託量

⑫再生利用業者への
処理委託量

⑪ ⑩のうち優良認定処理業
者への処理委託量

⑬熱回収認定業者へ
の処理委託量

⑭熱回収認定業者以
外の熱回収を行う業
者への処理委託量



N0.4

計画の実施状況 （産業廃棄物の種類： 廃アルカリ ）

※単位はｔです。半角数字のみ入力してください。

有償物量

①排出量

0.5t

項目 実績値

①排出量 0.5 t

0.0 t

0.0 t

0.0 t 0.0 t

0.0 t

0.5 t

⑩全処理委託量 0.5 t

0.5 t

0.0 t

0.0 t 0.5 t

0.0 t

（第2面）　　　　　　　　　　　

不
要
物
等
発
生
量

②自ら直接再生利
用した量

⑧自ら中間処理した後再生
利用した量

③自ら直接埋立処
分又は海洋投入処

分した量

⑥自ら中間処理
した後の残さ量

⑨自ら中間処理した後自ら
埋立処分又は

海洋投入処分した量

⑫ ⑩のうち再生
利用業者への処

理委託量
④自ら中間処理した

量

②＋⑧自ら再生利用
を行った量

⑤自ら熱回収を行っ
た量

⑤ ④のうち熱回収を
行った量

⑦自ら中間処理
により減量した量

⑬ ⑩のうち熱回
収認定業者への

処理委託量

⑦自ら中間処理により
減量した量

⑩直接及び自ら中間処理し
た後の処理委託量

③＋⑨自ら埋立処分
又は海洋投入処分を
行った量

⑭ ⑩のうち熱回
収認定業者以外
の熱回収を行う
業者への処理委

託量
⑪優良認定処理業者
への処理委託量

⑫再生利用業者への
処理委託量

⑪ ⑩のうち優良認定処理業
者への処理委託量

⑬熱回収認定業者へ
の処理委託量

⑭熱回収認定業者以
外の熱回収を行う業
者への処理委託量



N0.5

計画の実施状況 （産業廃棄物の種類： 廃プラスチック ）

※単位はｔです。半角数字のみ入力してください。

有償物量

①排出量

50.8t

項目 実績値

①排出量 50.8 t 47.4 t

0.0 t

0.0 t

0.0 t 0.0 t

0.0 t

50.8 t

⑩全処理委託量 50.8 t

33.1 t

47.4 t 3.4 t

0.0 t 33.1 t

3.4 t

（第2面）　　　　　　　　　　　

不
要
物
等
発
生
量

②自ら直接再生利
用した量

⑧自ら中間処理した後再生
利用した量

③自ら直接埋立処
分又は海洋投入処

分した量

⑥自ら中間処理
した後の残さ量

⑨自ら中間処理した後自ら
埋立処分又は

海洋投入処分した量

⑫ ⑩のうち再生
利用業者への処

理委託量
④自ら中間処理した

量

②＋⑧自ら再生利用
を行った量

⑤自ら熱回収を行っ
た量

⑤ ④のうち熱回収を
行った量

⑦自ら中間処理
により減量した量

⑬ ⑩のうち熱回
収認定業者への

処理委託量

⑦自ら中間処理により
減量した量

⑩直接及び自ら中間処理し
た後の処理委託量

③＋⑨自ら埋立処分
又は海洋投入処分を
行った量

⑭ ⑩のうち熱回
収認定業者以外
の熱回収を行う
業者への処理委

託量
⑪優良認定処理業者
への処理委託量

⑫再生利用業者への
処理委託量

⑪ ⑩のうち優良認定処理業
者への処理委託量

⑬熱回収認定業者へ
の処理委託量

⑭熱回収認定業者以
外の熱回収を行う業
者への処理委託量



N0.6

計画の実施状況 （産業廃棄物の種類： 木くず ）

※単位はｔです。半角数字のみ入力してください。

有償物量

①排出量

2.3t

項目 実績値

①排出量 2.3 t 2.3 t

0.0 t

0.0 t

0.0 t 0.0 t

0.0 t

2.3 t

⑩全処理委託量 2.3 t

2.3 t

2.3 t

0.0 t 2.3 t

0.0 t

（第2面）　　　　　　　　　　　

不
要
物
等
発
生
量

②自ら直接再生利
用した量

⑧自ら中間処理した後再生
利用した量

③自ら直接埋立処
分又は海洋投入処

分した量

⑥自ら中間処理
した後の残さ量

⑨自ら中間処理した後自ら
埋立処分又は

海洋投入処分した量

⑫ ⑩のうち再生
利用業者への処

理委託量
④自ら中間処理した

量

②＋⑧自ら再生利用
を行った量

⑤自ら熱回収を行っ
た量

⑤ ④のうち熱回収を
行った量

⑦自ら中間処理
により減量した量

⑬ ⑩のうち熱回
収認定業者への

処理委託量

⑦自ら中間処理により
減量した量

⑩直接及び自ら中間処理し
た後の処理委託量

③＋⑨自ら埋立処分
又は海洋投入処分を
行った量

⑭ ⑩のうち熱回
収認定業者以外
の熱回収を行う
業者への処理委

託量
⑪優良認定処理業者
への処理委託量

⑫再生利用業者への
処理委託量

⑪ ⑩のうち優良認定処理業
者への処理委託量

⑬熱回収認定業者へ
の処理委託量

⑭熱回収認定業者以
外の熱回収を行う業
者への処理委託量



N0.7

計画の実施状況 （産業廃棄物の種類： 金属くず ）

※単位はｔです。半角数字のみ入力してください。

有償物量

①排出量

1.7t

項目 実績値

①排出量 1.7 t 1.7 t

0.0 t

0.0 t

0.0 t 0.0 t

0.0 t

1.7 t

⑩全処理委託量 1.7 t

1.7 t

1.7 t

0.0 t 1.7 t

0.0 t

（第2面）　　　　　　　　　　　

不
要
物
等
発
生
量

②自ら直接再生利
用した量

⑧自ら中間処理した後再生
利用した量

③自ら直接埋立処
分又は海洋投入処

分した量

⑥自ら中間処理
した後の残さ量

⑨自ら中間処理した後自ら
埋立処分又は

海洋投入処分した量

⑫ ⑩のうち再生
利用業者への処

理委託量
④自ら中間処理した

量

②＋⑧自ら再生利用
を行った量

⑤自ら熱回収を行っ
た量

⑤ ④のうち熱回収を
行った量

⑦自ら中間処理
により減量した量

⑬ ⑩のうち熱回
収認定業者への

処理委託量

⑦自ら中間処理により
減量した量

⑩直接及び自ら中間処理し
た後の処理委託量

③＋⑨自ら埋立処分
又は海洋投入処分を
行った量

⑭ ⑩のうち熱回
収認定業者以外
の熱回収を行う
業者への処理委

託量
⑪優良認定処理業者
への処理委託量

⑫再生利用業者への
処理委託量

⑪ ⑩のうち優良認定処理業
者への処理委託量

⑬熱回収認定業者へ
の処理委託量

⑭熱回収認定業者以
外の熱回収を行う業
者への処理委託量



N0.8

計画の実施状況 （産業廃棄物の種類： ガラス・コンクリート・陶磁器くず ）

※単位はｔです。半角数字のみ入力してください。

有償物量

①排出量

251.2t

項目 実績値

①排出量 251.2 t 200.6 t

0.0 t

0.0 t

0.0 t 0.0 t

0.0 t

251.2 t

⑩全処理委託量 251.2 t

232.7 t

200.6 t

0.0 t 232.7 t

0.0 t

（第2面）　　　　　　　　　　　

不
要
物
等
発
生
量

②自ら直接再生利
用した量

⑧自ら中間処理した後再生
利用した量

③自ら直接埋立処
分又は海洋投入処

分した量

⑥自ら中間処理
した後の残さ量

⑨自ら中間処理した後自ら
埋立処分又は

海洋投入処分した量

⑫ ⑩のうち再生
利用業者への処

理委託量
④自ら中間処理した

量

②＋⑧自ら再生利用
を行った量

⑤自ら熱回収を行っ
た量

⑤ ④のうち熱回収を
行った量

⑦自ら中間処理
により減量した量

⑬ ⑩のうち熱回
収認定業者への

処理委託量

⑦自ら中間処理により
減量した量

⑩直接及び自ら中間処理し
た後の処理委託量

③＋⑨自ら埋立処分
又は海洋投入処分を
行った量

⑭ ⑩のうち熱回
収認定業者以外
の熱回収を行う
業者への処理委

託量
⑪優良認定処理業者
への処理委託量

⑫再生利用業者への
処理委託量

⑪ ⑩のうち優良認定処理業
者への処理委託量

⑬熱回収認定業者へ
の処理委託量

⑭熱回収認定業者以
外の熱回収を行う業
者への処理委託量



N0.9

計画の実施状況 （産業廃棄物の種類： 安定型混合廃棄物 ）

※単位はｔです。半角数字のみ入力してください。

有償物量

①排出量

0.4t

項目 実績値

①排出量 0.4 t

0.0 t

0.0 t

0.0 t 0.0 t

0.0 t

0.4 t

⑩全処理委託量 0.4 t

0.4 t

0.0 t

0.0 t 0.4 t

0.0 t

（第2面）　　　　　　　　　　　

不
要
物
等
発
生
量

②自ら直接再生利
用した量

⑧自ら中間処理した後再生
利用した量

③自ら直接埋立処
分又は海洋投入処

分した量

⑥自ら中間処理
した後の残さ量

⑨自ら中間処理した後自ら
埋立処分又は

海洋投入処分した量

⑫ ⑩のうち再生
利用業者への処

理委託量
④自ら中間処理した

量

②＋⑧自ら再生利用
を行った量

⑤自ら熱回収を行っ
た量

⑤ ④のうち熱回収を
行った量

⑦自ら中間処理
により減量した量

⑬ ⑩のうち熱回
収認定業者への

処理委託量

⑦自ら中間処理により
減量した量

⑩直接及び自ら中間処理し
た後の処理委託量

③＋⑨自ら埋立処分
又は海洋投入処分を
行った量

⑭ ⑩のうち熱回
収認定業者以外
の熱回収を行う
業者への処理委

託量
⑪優良認定処理業者
への処理委託量

⑫再生利用業者への
処理委託量

⑪ ⑩のうち優良認定処理業
者への処理委託量

⑬熱回収認定業者へ
の処理委託量

⑭熱回収認定業者以
外の熱回収を行う業
者への処理委託量



N0.10

計画の実施状況 （産業廃棄物の種類： 照明機器 ）

※単位はｔです。半角数字のみ入力してください。

有償物量

①排出量

1.2t

項目 実績値

①排出量 1.2 t 1.2 t

0.0 t

0.0 t

0.0 t 0.0 t

0.0 t

1.2 t

⑩全処理委託量 1.2 t

0.0 t

1.2 t

0.0 t

0.0 t

（第2面）　　　　　　　　　　　

不
要
物
等
発
生
量

②自ら直接再生利
用した量

⑧自ら中間処理した後再生
利用した量

③自ら直接埋立処
分又は海洋投入処

分した量

⑥自ら中間処理
した後の残さ量

⑨自ら中間処理した後自ら
埋立処分又は

海洋投入処分した量

⑫ ⑩のうち再生
利用業者への処

理委託量
④自ら中間処理した

量

②＋⑧自ら再生利用
を行った量

⑤自ら熱回収を行っ
た量

⑤ ④のうち熱回収を
行った量

⑦自ら中間処理
により減量した量

⑬ ⑩のうち熱回
収認定業者への

処理委託量

⑦自ら中間処理により
減量した量

⑩直接及び自ら中間処理し
た後の処理委託量

③＋⑨自ら埋立処分
又は海洋投入処分を
行った量

⑭ ⑩のうち熱回
収認定業者以外
の熱回収を行う
業者への処理委

託量
⑪優良認定処理業者
への処理委託量

⑫再生利用業者への
処理委託量

⑪ ⑩のうち優良認定処理業
者への処理委託量

⑬熱回収認定業者へ
の処理委託量

⑭熱回収認定業者以
外の熱回収を行う業
者への処理委託量



N0.11

計画の実施状況 （産業廃棄物の種類： 廃電気機械器具 ）

※単位はｔです。半角数字のみ入力してください。

有償物量

①排出量

27.5t

項目 実績値

①排出量 27.5 t 27.5 t

0.0 t

0.0 t

0.0 t 0.0 t

0.0 t

27.5 t

⑩全処理委託量 27.5 t

0.0 t

27.5 t

0.0 t

0.0 t

（第2面）　　　　　　　　　　　

不
要
物
等
発
生
量

②自ら直接再生利
用した量

⑧自ら中間処理した後再生
利用した量

③自ら直接埋立処
分又は海洋投入処

分した量

⑥自ら中間処理
した後の残さ量

⑨自ら中間処理した後自ら
埋立処分又は

海洋投入処分した量

⑫ ⑩のうち再生
利用業者への処

理委託量
④自ら中間処理した

量

②＋⑧自ら再生利用
を行った量

⑤自ら熱回収を行っ
た量

⑤ ④のうち熱回収を
行った量

⑦自ら中間処理
により減量した量

⑬ ⑩のうち熱回
収認定業者への

処理委託量

⑦自ら中間処理により
減量した量

⑩直接及び自ら中間処理し
た後の処理委託量

③＋⑨自ら埋立処分
又は海洋投入処分を
行った量

⑭ ⑩のうち熱回
収認定業者以外
の熱回収を行う
業者への処理委

託量
⑪優良認定処理業者
への処理委託量

⑫再生利用業者への
処理委託量

⑪ ⑩のうち優良認定処理業
者への処理委託量

⑬熱回収認定業者へ
の処理委託量

⑭熱回収認定業者以
外の熱回収を行う業
者への処理委託量



 

(第3面）
備考
１　翌年度の6月30日までに提出すること。
２　「事業の種類」の欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。　
３　「産業廃棄物処理計画における目標値」の欄には、項目ごとに、産業廃棄物処理計画に記載した目標値を記入
すること。
４　第2面には、前年度の産業廃棄物処理に関して、①～⑭の欄のそれぞれに、(1)から(14)に掲げる量を記入する
こと。
(1)　①欄　当該事業場において生じた産業廃棄物の量
(2)　②欄　(1)の量のうち、中間処理をせず直接自ら再生利用した量
(3)　③欄　(1)の量のうち、中間処理をせず直接自ら埋立処分又は海洋投入処分した量
(4)　④欄　(1)の量のうち、自ら中間処理をした産業廃棄物の当該中間処理前の量
(5)　⑤欄　(4)の量のうち、熱回収を行った量
(6)　⑥欄　自ら中間処理をした後の量
(7)　⑦欄　(4)の量から(6)の量を差し引いた量
(8)　⑧欄　(6)の量のうち、自ら利用し、又は他人に売却した量
(9)　⑨欄　(6)の量のうち、自ら埋立処分及び海洋投入処分した量
(10) ⑩欄　中間処理及び最終処分を委託した量
(11) ⑪欄　(10)の量のうち、優良認定処理業者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第６条の１１第２号に
該当する者）への処理委託量
(12) ⑫欄　(10)の量のうち、処理業者への再生利用委託量
(13) ⑬欄  (10)の量のうち、認定熱回収施設設置者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の３の３第１項の
認定を受けた者）である処理業者への焼却処理委託量
(14) ⑭欄  (10)の量のうち、認定熱回収施設設置者以外の熱回収を行っている処理業者への焼却処理委託量　
５　第２面の左下の表には、項目ごとに、産業廃棄物処理計画に記載したそれぞれの実績値を記入すること。
６　産業廃棄物の種類が２以上あるときは、産業廃棄物の種類ごとに、第２面の例により産業廃棄物処理計画の実
施状況を明らかにした書面を作成し、当該書面を添付すること。



（第１面）

特別管理産業廃棄物処理計画書

千葉県知事

　熊谷　俊人 殿

　提出者 297-8622

住　所

法人名

代表者 福田 晃一

電話番号 0475-23-1111

事業場の名称 株式会社ジャパンディスプレイ茂原工場

事業場の所在地

計画期間 から

当該事業場において現に行っている事業に関する事項

①事業の種類 大分類： 製造業 中分類：

②事業の規模

③従業員数

（日本産業規格　Ａ列４番）　　　

 様式第二号の十三（第八条の十七の二関係）

令和7年6月4日

千葉県茂原市早野3300番地

株式会社ジャパンディスプレイ茂原工
場

　(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)

　廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の２第10項の規定に基づき、特別管理産業廃棄物の減量
その他その処理に関する計画を作成したので、提出します。

千葉県茂原市早野3300番地

令和7年4月1日 令和8年3月31日

電子部品・デバイス・電
子回路製造業

前年度の製造品出荷額308億円

1388人（正社員1162人、常勤関係職員226人）

④特別管理産業廃棄
物の一連の処理の工
程

別紙1のとおり



（第２面）

特別管理産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項

（管理体制図）

添付管理体制図のとおり

特別管理産業廃棄物の排出の抑制に関する事項

①現状

特別管理産業廃棄物の種類

排出量 -ｔ ｔ

（これまでに実施した取組）

②計画

【目標】

特別管理産業廃棄物の種類

排出量 -ｔ ｔ

（今後実施する予定の取組）

特別管理産業廃棄物の分別に関する事項

①現状

（分別している特別管理産業廃棄物の種類及び分別に関する取組）

②計画
上記の取り組みを継続する。

【前年度（令和6年度）実績】　

別紙2のとおり

別紙2のとおり

別紙2のとおり

別紙2のとおり

全ての種類の特別管理産業廃棄物は分別し、できる限り再生利用につなげてい
る。
処理依頼票の運用などにより、分別の維持を図っている。

(今後分別する予定の特別管理産業廃棄物の種類及び分別に関する取組)



（第３面）

自ら行う特別管理産業廃棄物の再生利用に関する事項

①現状

特別管理産業廃棄物の種類

0ｔ ｔ

（これまでに実施した取組）

なし

②計画

【目標】

特別管理産業廃棄物の種類

0ｔ ｔ

（今後実施する予定の取組）

なし

自ら行う特別管理産業廃棄物の中間処理に関する事項

①現状

特別管理産業廃棄物の種類

0ｔ ｔ

0ｔ ｔ

（これまでに実施した取組）

なし

②計画

【目標】

特別管理産業廃棄物の種類

0ｔ ｔ

0ｔ ｔ

（今後実施する予定の取組）

なし

【前年度（令和6年度）実績】　

別紙2のとおり

自ら再生利用を行った特別管理
産業廃棄物の量

別紙2のとおり

自ら再生利用を行う特別管理産
業廃棄物の量

【前年度（令和6年度）実績】　

別紙2のとおり

自ら熱回収を行った特別管理産
業廃棄物の量

自ら中間処理により減量した特
別管理産業廃棄物の量

別紙2のとおり

自ら熱回収を行う特別管理産業
廃棄物の量

自ら中間処理により減量する特
別管理産業廃棄物の量



（第４面）

自ら行う特別管理産業廃棄物の埋立処分に関する事項

①現状

特別管理産業廃棄物の種類

0ｔ ｔ

（これまでに実施した取組）

なし

②計画

【目標】

0ｔ ｔ

（今後実施する予定の取組）

なし

特別管理産業廃棄物の処理の委託に関する事項

①現状

特別管理産業廃棄物の種類

全 処 理 委 託 量 -ｔ ｔ

-ｔ ｔ

-ｔ ｔ

-ｔ ｔ

-ｔ ｔ

（これまでに実施した取組）

【前年度（令和6年度）実績】　

別紙2のとおり

自ら埋立処分を行った特別管理
産業廃棄物の量

特別管理産業廃棄物の種
類

別紙2のとおり

自ら埋立処分行う特別管理産業
廃棄物の量

【前年度（令和6年度）実績】　

別紙2のとおり

優良認定処理業者への処理
委託量

再生利用業者への処理委託
量

認定熱回収業者への処理委
託量

認定熱回収業者以外の熱回
収を行う業者への処理委託
量

別紙2のとおり



（第５面）

②計画

【目標】

特別管理産業廃棄物の種類

全 処 理 委 託 量 -ｔ ｔ

-ｔ ｔ

-ｔ ｔ

-ｔ ｔ

-ｔ ｔ

（今後実施する予定の取組）

420ｔ

（今後実施する予定の取組等）

※事務処理欄

別紙2のとおり

優良認定処理業者への処理
委託量

再生利用業者への処理委託
量

認定熱回収業者への処理委
託量

認定熱回収業者以外の熱回
収を行う業者への処理委託
量

別紙2のとおり

電子情報処理組織の
使用に関する事項

【前年度（令和6年度）実績】　

特別管理産業廃棄物排出量
（ポリ塩化ビフェニル廃棄物を除く。）

電子マニフェスト100％使用を継続する。



（第６面）

備考
　１  前年度の特別管理産業廃棄物の発生量が50トン以上の事業場ごとに１枚作成すること。

　２　当該年度の６月30日までに提出すること。

　３　「当該事業場において現に行っている事業に関する事項」の欄は、以下に従って記入する
　　　こと。
　(1)①欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。
　(2)②欄には、製造業の場合における製造品出荷額（前年度実績）、建設業の場合における元請
　　完成工事高（前年度実績）、医療機関の場合における病床数（前年度末時点）等の業種に応じ
　　事業規模が分かるような前年度の実績を記入すること。
　(3)④欄には、当該事業場において生ずる特別管理産業廃棄物についての発生から最終処分が終了
　　するまでの一連の処理の工程（当該処理を委託する場合は、委託の内容を含む｡)を記入するこ
　　と。

　４　「自ら行う特別管理産業廃棄物の中間処理に関する事項」の欄には、特別管理産業廃棄物の
　　種類ごとに、自ら中間処理を行うに際して熱回収を行った場合における熱回収を行った特別管
　　理産業廃棄物の量と、自ら中間処理を行うことによって減量した量について、前年度の実績、
　　目標及び取組を記入すること。

　５　「自ら行う特別管理産業廃棄物の埋立処分に関する事項」の欄には、特別管理産業廃棄物の
　　種類ごとに、埋立処分した量を記入すること。なお、中間処理を行うことにより特別管理産業
　　廃棄物に該当しなくなった産業廃棄物を海洋投入処分するときは、その量も含めて記入するこ
　　と。

　６　「特別管理産業廃棄物の処理の委託に関する事項」の欄には、特別管理産業廃棄物の種類ご
　　とに、全処理委託量を記入するほか、その内数として、優良認定処理業者（廃棄物の処理及び
　　清掃に関する法律施行令（以下「令」という。）第６条の14第２号に該当する者）への処理
　　委託量、処理業者への再生利用委託量、認定熱回収施設設置者（廃棄物の処理及び清掃に関す
　　る法律第15条の３の３第１項の認定を受けた者）である処理業者への焼却処理委託量及び認定
　　熱回収施設設置者以外の熱回収を行っている処理業者への焼却処理委託量について、前年度実
　　績、目標及び取組を記入すること。

　７　「電子情報処理組織の使用に関する事項」の欄には、前年度の特別管理産業廃棄物の全発生
　　量（ポリ塩化ビフェニル廃棄物（令第２条の４第５号イからハまでに掲げるものをいう。）を
　　除く。）を記入すること。その量が50トン以上の者にあっては、今後の電子情報処理組織の使
　　用に関する取組等（情報処理センターへの登録が困難な場合として廃棄物の処理及び清掃に関
　　する法律施行規則第８条の31の４に該当するときは、その旨及び理由を含む。）について記入
　　すること。

　８　それぞれの欄に記入すべき事項の全てを記入することができないときは、当該欄に「別紙の
　　とおり」と記入し、当該欄に記入すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、特別管理
　　産業廃棄物の種類が３以上あるときは、前年度実績及び目標の欄に「別紙のとおり」と記入
　　し、当該欄に記入すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、それぞれの欄に記入すべ
　　き事項がないときは、「―」を記入すること。











様式第二号の十四（第八条の十七の三関係）

特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書

千葉県知事　  熊谷　俊人　殿

提出者 297-8622

住所

法人名 株式会社ジャパンディスプレイ茂原工場

代表者 福田 晃一

 （法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

電話番号 0475-23-1111

事  業  場  の  名  称 株式会社ジャパンディスプレイ茂原工場

事 業 場 の 所 在 地

事   業   の   種   類 大分類 製造業 中分類

から

　特別管理産業廃棄物処理計画における目標値

項目 目標値 項目 目標値

排出量 571.4 t 全処理委託量 571.4 t

0 t 122.8 t

0 t 561.9 t

0 t 0 t

0 t 7.5 t

電子情報処理組織の使用に関する事項

特別管理産業廃棄物排出量 571.4 ｔ
（ポリ塩化ビフェニル廃棄物を除く。） 420 ｔ

（電子情報処理組織の使用に関して実施した取組）

（第1面）

令和7年6月4日

千葉県茂原市早野3300番地

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の２第11項の規定に基づき、令和 ５ 年度の特別
管理産業廃棄物処理計画の実施状況を報告します。

千葉県茂原市早野3300番地

電子部品・デバイス・電子
回路製造業

特別管理産業廃棄物処理
計画における計画期間

令和6年4月1日 令和7年3月31日

自ら再生利用を行う特別
管理産業廃棄物の量

優良認定処理業者
への処理委託量

自ら熱回収を行う特別管
理産業廃棄物の量

再生利用業者への
処理委託量

自ら中間処理により減量
する特別管理産業廃棄物
の量

認定熱回収業者へ
の処理委託量

自ら埋立処分を行う特別
管理産業廃棄物の量

認定熱回収業者以
外の熱回収を行う業
者への処理委託量

全前年度（令和5年度）

前年度（令和6年度）

電子マニフェスト100％使用を継続した。

 (日本産業規格　Ａ列4番）



N0.1

計画の実施状況 （特別管理産業廃棄物の種類： 廃油（引火性） ）

有償物量

①排出量

6.1t

項目 実績値

①排出量 6.1 t 0.4 t

0.0 t

0.0 t

0.0 t 0.0 t

0.0 t

6.1 t

⑩全処理委託量 6.1 t

6.1 t

0.4 t 5.7 t

0.0 t 6.1 t

5.7 t

（第2面）　　　　　　　　　　　

不
要
物
等
発
生
量

②自ら直接再生利
用した量

⑧自ら中間処理した後再生
利用した量

③自ら直接埋立処
分した量

⑥自ら中間処理
した後の残さ量

⑨自ら中間処理した後自ら
埋立処分又は

海洋投入処分した量

⑫ ⑩のうち再生
利用業者への処

理委託量
④自ら中間処理した

量

②＋⑧自ら再生利用
を行った量

⑤自ら熱回収を行っ
た量

⑤ ④のうち熱回収を
行った量

⑦自ら中間処理
により減量した量

⑬ ⑩のうち熱回
収認定業者への

処理委託量

⑦自ら中間処理により
減量した量

⑩直接及び自ら中間処理し
た後の処理委託量

③＋⑨自ら埋立処分
又は海洋投入処分を
行った量

⑭ ⑩のうち熱回
収認定業者以外
の熱回収を行う
業者への処理委

託量
⑪優良認定処理業者
への処理委託量

⑫再生利用業者への
処理委託量

⑪ ⑩のうち優良認定処理業
者への処理委託量

⑬熱回収認定業者へ
の処理委託量

⑭熱回収認定業者以
外の熱回収を行う業
者への処理委託量



N0.2

計画の実施状況 （特別管理産業廃棄物の種類： 廃酸（強酸） ）

有償物量

①排出量

127.0t

項目 実績値

①排出量 127.0 t 127.0 t

0.0 t

0.0 t

0.0 t 0.0 t

0.0 t

127.0 t

⑩全処理委託量 127.0 t

75.5 t

127.0 t

0.0 t 75.5 t

0.0 t

（第2面）　　　　　　　　　　　

不
要
物
等
発
生
量

②自ら直接再生利
用した量

⑧自ら中間処理した後再生
利用した量

③自ら直接埋立処
分した量

⑥自ら中間処理
した後の残さ量

⑨自ら中間処理した後自ら
埋立処分又は

海洋投入処分した量

⑫ ⑩のうち再生
利用業者への処

理委託量
④自ら中間処理した

量

②＋⑧自ら再生利用
を行った量

⑤自ら熱回収を行っ
た量

⑤ ④のうち熱回収を
行った量

⑦自ら中間処理
により減量した量

⑬ ⑩のうち熱回
収認定業者への

処理委託量

⑦自ら中間処理により
減量した量

⑩直接及び自ら中間処理し
た後の処理委託量

③＋⑨自ら埋立処分
又は海洋投入処分を
行った量

⑭ ⑩のうち熱回
収認定業者以外
の熱回収を行う
業者への処理委

託量
⑪優良認定処理業者
への処理委託量

⑫再生利用業者への
処理委託量

⑪ ⑩のうち優良認定処理業
者への処理委託量

⑬熱回収認定業者へ
の処理委託量

⑭熱回収認定業者以
外の熱回収を行う業
者への処理委託量



N0.3

計画の実施状況 （特別管理産業廃棄物の種類： 廃アルカリ（強アルカリ） ）

有償物量

①排出量

286.9t

項目 実績値

①排出量 286.9 t 284.5 t

0.0 t

0.0 t

0.0 t 0.0 t

0.0 t

286.9 t

⑩全処理委託量 286.9 t

282.5 t

284.5 t

0.0 t 282.5 t

0.0 t

（第2面）　　　　　　　　　　　

不
要
物
等
発
生
量

②自ら直接再生利
用した量

⑧自ら中間処理した後再生
利用した量

③自ら直接埋立処
分した量

⑥自ら中間処理
した後の残さ量

⑨自ら中間処理した後自ら
埋立処分又は

海洋投入処分した量

⑫ ⑩のうち再生
利用業者への処

理委託量
④自ら中間処理した

量

②＋⑧自ら再生利用
を行った量

⑤自ら熱回収を行っ
た量

⑤ ④のうち熱回収を
行った量

⑦自ら中間処理
により減量した量

⑬ ⑩のうち熱回
収認定業者への

処理委託量

⑦自ら中間処理により
減量した量

⑩直接及び自ら中間処理し
た後の処理委託量

③＋⑨自ら埋立処分
又は海洋投入処分を
行った量

⑭ ⑩のうち熱回
収認定業者以外
の熱回収を行う
業者への処理委

託量
⑪優良認定処理業者
への処理委託量

⑫再生利用業者への
処理委託量

⑪ ⑩のうち優良認定処理業
者への処理委託量

⑬熱回収認定業者へ
の処理委託量

⑭熱回収認定業者以
外の熱回収を行う業
者への処理委託量



 

(第3面）
備考 
１ 翌年度の６月30日までに提出すること。 
２ 「事業の種類」の欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。 
３ 「特別管理産業廃棄物処理計画における目標値」の欄には、項目ごとに、特別管理産業廃棄物処理計画に記載
した目標値を記入すること。 
４ 第２面には、前年度の特別管理産業廃棄物の処理に関して、①～⑭の欄のそれぞれに、(1)から(14)に掲げる量
を記入すること。 
(1) ①欄 当該事業場において生じた特別管理産業廃棄物の量 
(2) ②欄 (1)の量のうち、中間処理をせず直接自ら再生利用した量 
(3) ③欄 (1)の量のうち、中間処理をせず直接自ら埋立処分した量 
(4) ④欄 (1)の量のうち、自ら中間処理をした特別管理産業廃棄物の当該中間処理前の量 
(5) ⑤欄 (4)の量のうち、熱回収を行った量 
(6) ⑥欄 自ら中間処理をした後の量  
(7) ⑦欄 (4)の量から(6)の量を差し引いた量 
(8) ⑧欄 (6)の量のうち、自ら利用し、又は他人に売却した量 
(9) ⑨欄 (6)の量のうち、自ら埋立処分又は海洋投入処分した量 
(10) ⑩欄 中間処理及び最終処分を委託した量 
(11) ⑪欄 (10)の量のうち、優良認定処理業者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（以下「令」という。）第
6条の11第2号に該当する者）への処理委託量 
(12) ⑫欄 (10)の量のうち、処理業者への再生利用委託量 
(13) ⑬欄  (10)の量のうち、認定熱回収施設設置者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の3の3第1項の
認定を受けた者）である処理業者への焼却処理委託量 
(14) ⑭欄  (10)の量のうち、認定熱回収施設設置者以外の熱回収を行っている処理業者への焼却処理委託量 
５ 第２面の左下の表には、項目ごとに、特別管理産業廃棄物処理計画に記載したそれぞれの実績値を記入するこ
と。 
６ 特別管理産業廃棄物の種類が２以上あるときは、特別管理産業廃棄物の種類ごとに、第２面の例により特別管
理産業廃棄物処理計画の実施状況を明らかにした書面を作成し、当該書面を添付すること。 
７ 「電子情報処理組織の使用に関する事項」の欄には、前々年度及び前年度における特別管理産業廃棄物の排
出量（ポリ塩化ビフェニル廃棄物（令第２条の４第５号イからハまでに掲げるものをいう。）を除く。）並びに電子情報
処理組織使用義務者にあっては前年度に実施した電子情報処理組織の使用に関する取組（情報処理センターへ
の登録が困難な場合として廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第８条の31の４に該当したときは、その
旨及び理由を含む。）について記入すること























































（第１面）

特別管理産業廃棄物処理計画書

千葉県知事

　熊谷　俊人 殿

　提出者 283-0112

住　所

法人名 昭永ケミカル株式会社　千葉工場

代表者 山見 浩

電話番号 0475-76-4121

事業場の名称 昭永ケミカル株式会社　千葉工場

事業場の所在地

計画期間 から

当該事業場において現に行っている事業に関する事項

①事業の種類 大分類： 製造業 中分類：

②事業の規模

③従業員数

「別紙（処理工程）」

（日本産業規格　Ａ列４番）　　　

 様式第二号の十三（第八条の十七の二関係）

令和7年5月19日

千葉県山武郡九十九里町藤下773-1

　(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)

　廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の２第10項の規定に基づき、特別管理産業廃棄物の減量
その他その処理に関する計画を作成したので、提出します。

千葉県山武郡九十九里町藤下773-1

令和7年4月1日 令和8年3月31日

E16-化学工業

前年度の製造品出荷額　35億円

65人　(正社員61人、常勤関係職員4人)

④特別管理産業廃棄
物の一連の処理の工
程



（第２面）

特別管理産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項

（管理体制図）

「別紙（管理体制）」

特別管理産業廃棄物の排出の抑制に関する事項

①現状

特別管理産業廃棄物の種類 燃えやすい廃油

排出量 179.2ｔ ｔ

（これまでに実施した取組）

②計画

【目標】

特別管理産業廃棄物の種類 燃えやすい廃油

排出量 170ｔ ｔ

（今後実施する予定の取組）

特別管理産業廃棄物の分別に関する事項

①現状

（分別している特別管理産業廃棄物の種類及び分別に関する取組）

②計画

【前年度（令和6年度）実績】　

・工程内洗浄溶剤のリサイクル推進
・不良品発生の防止の為のヒューマンエラー防止教育
・濾過機変更によるロス削減
・同一製品の異ロットを連続製造可能な様に
　得意先への交渉、工程組みの工夫を行い、
　製品切り替え時の塗料ロス、洗浄溶剤を削減

製造所の稼働に大きな変動があるので、製造所間での溶剤リサイクルが損なわ
れることが無い様に配慮するとともに、燃料の原料としての有価物にし廃棄物
の排出を削減できるように努めていく。

廃塗料と洗浄溶剤の分別、洗浄溶剤のクリヤー系と油性塗料系の分別が上手く
いき排出先の選定に役立っている。

(今後分別する予定の特別管理産業廃棄物の種類及び分別に関する取組)

これまでの分別方法を確実に継続する事で、再生利用業者への排出量の増と有
価物としての扱いを目指す。



（第３面）

自ら行う特別管理産業廃棄物の再生利用に関する事項

①現状

特別管理産業廃棄物の種類 燃えやすい廃油

ｔ ｔ

（これまでに実施した取組）

②計画

【目標】

特別管理産業廃棄物の種類 燃えやすい廃油

ｔ ｔ

（今後実施する予定の取組）

自ら行う特別管理産業廃棄物の中間処理に関する事項

①現状

特別管理産業廃棄物の種類 燃えやすい廃油

ｔ ｔ

ｔ ｔ

（これまでに実施した取組）

②計画

【目標】

特別管理産業廃棄物の種類 燃えやすい廃油

ｔ ｔ

ｔ ｔ

（今後実施する予定の取組）

【前年度（令和6年度）実績】　

自ら再生利用を行った特別管理
産業廃棄物の量

自ら再生利用を行う特別管理産
業廃棄物の量

【前年度（令和6年度）実績】　

自ら熱回収を行った特別管理産
業廃棄物の量

自ら中間処理により減量した特
別管理産業廃棄物の量

自ら熱回収を行う特別管理産業
廃棄物の量

自ら中間処理により減量する特
別管理産業廃棄物の量



（第４面）

自ら行う特別管理産業廃棄物の埋立処分に関する事項

①現状

特別管理産業廃棄物の種類 燃えやすい廃油

ｔ ｔ

（これまでに実施した取組）

②計画

【目標】

燃えやすい廃油

ｔ ｔ

（今後実施する予定の取組）

特別管理産業廃棄物の処理の委託に関する事項

①現状

特別管理産業廃棄物の種類 燃えやすい廃油

全 処 理 委 託 量 179.2ｔ ｔ

179.2ｔ ｔ

171.6ｔ ｔ

ｔ ｔ

7.6ｔ ｔ

（これまでに実施した取組）

【前年度（令和6年度）実績】　

自ら埋立処分を行った特別管理
産業廃棄物の量

特別管理産業廃棄物の種
類
自ら埋立処分行う特別管理産業
廃棄物の量

【前年度（令和6年度）実績】　

優良認定処理業者への処理
委託量

再生利用業者への処理委託
量

認定熱回収業者への処理委
託量

認定熱回収業者以外の熱回
収を行う業者への処理委託
量

焼却処分している廃棄物を再生利用業者への委託に変更し焼却処分量を減らす
事ができた。



（第５面）

②計画

【目標】

特別管理産業廃棄物の種類 燃えやすい廃油

全 処 理 委 託 量 170ｔ ｔ

170ｔ ｔ

165ｔ ｔ

ｔ ｔ

5ｔ ｔ

（今後実施する予定の取組）

179.2ｔ

（今後実施する予定の取組等）

※事務処理欄

優良認定処理業者への処理
委託量

再生利用業者への処理委託
量

認定熱回収業者への処理委
託量

認定熱回収業者以外の熱回
収を行う業者への処理委託
量

再生利用業者への委託量を増やすと共に、引き続き有価物として扱う業者をさ
がしていく。

電子情報処理組織の
使用に関する事項

【前年度（令和6年度）実績】　

特別管理産業廃棄物排出量
（ポリ塩化ビフェニル廃棄物を除く。）

電子マニフェストは導入済みだが、利用100％を確実にするために、新規取引
時にも条件の一つとする。



（第６面）

備考
　１  前年度の特別管理産業廃棄物の発生量が50トン以上の事業場ごとに１枚作成すること。

　２　当該年度の６月30日までに提出すること。

　３　「当該事業場において現に行っている事業に関する事項」の欄は、以下に従って記入する
　　　こと。
　(1)①欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。
　(2)②欄には、製造業の場合における製造品出荷額（前年度実績）、建設業の場合における元請
　　完成工事高（前年度実績）、医療機関の場合における病床数（前年度末時点）等の業種に応じ
　　事業規模が分かるような前年度の実績を記入すること。
　(3)④欄には、当該事業場において生ずる特別管理産業廃棄物についての発生から最終処分が終了
　　するまでの一連の処理の工程（当該処理を委託する場合は、委託の内容を含む｡)を記入するこ
　　と。

　４　「自ら行う特別管理産業廃棄物の中間処理に関する事項」の欄には、特別管理産業廃棄物の
　　種類ごとに、自ら中間処理を行うに際して熱回収を行った場合における熱回収を行った特別管
　　理産業廃棄物の量と、自ら中間処理を行うことによって減量した量について、前年度の実績、
　　目標及び取組を記入すること。

　５　「自ら行う特別管理産業廃棄物の埋立処分に関する事項」の欄には、特別管理産業廃棄物の
　　種類ごとに、埋立処分した量を記入すること。なお、中間処理を行うことにより特別管理産業
　　廃棄物に該当しなくなった産業廃棄物を海洋投入処分するときは、その量も含めて記入するこ
　　と。

　６　「特別管理産業廃棄物の処理の委託に関する事項」の欄には、特別管理産業廃棄物の種類ご
　　とに、全処理委託量を記入するほか、その内数として、優良認定処理業者（廃棄物の処理及び
　　清掃に関する法律施行令（以下「令」という。）第６条の14第２号に該当する者）への処理
　　委託量、処理業者への再生利用委託量、認定熱回収施設設置者（廃棄物の処理及び清掃に関す
　　る法律第15条の３の３第１項の認定を受けた者）である処理業者への焼却処理委託量及び認定
　　熱回収施設設置者以外の熱回収を行っている処理業者への焼却処理委託量について、前年度実
　　績、目標及び取組を記入すること。

　７　「電子情報処理組織の使用に関する事項」の欄には、前年度の特別管理産業廃棄物の全発生
　　量（ポリ塩化ビフェニル廃棄物（令第２条の４第５号イからハまでに掲げるものをいう。）を
　　除く。）を記入すること。その量が50トン以上の者にあっては、今後の電子情報処理組織の使
　　用に関する取組等（情報処理センターへの登録が困難な場合として廃棄物の処理及び清掃に関
　　する法律施行規則第８条の31の４に該当するときは、その旨及び理由を含む。）について記入
　　すること。

　８　それぞれの欄に記入すべき事項の全てを記入することができないときは、当該欄に「別紙の
　　とおり」と記入し、当該欄に記入すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、特別管理
　　産業廃棄物の種類が３以上あるときは、前年度実績及び目標の欄に「別紙のとおり」と記入
　　し、当該欄に記入すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、それぞれの欄に記入すべ
　　き事項がないときは、「―」を記入すること。







様式第二号の十四（第八条の十七の三関係）

特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書

千葉県知事　  熊谷　俊人　殿

提出者 283-0112

住所

法人名 昭永ケミカル株式会社　千葉工場

代表者 山見 浩

 （法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

電話番号 0475-76-4121

事  業  場  の  名  称 昭永ケミカル株式会社　千葉工場

事 業 場 の 所 在 地

事   業   の   種   類 大分類 製造業 中分類 化学工業

から

　特別管理産業廃棄物処理計画における目標値

項目 目標値 項目 目標値

排出量 175 t 全処理委託量 175 t

t 175 t

t 165 t

t t

t 10 t

電子情報処理組織の使用に関する事項

特別管理産業廃棄物排出量 185 ｔ
（ポリ塩化ビフェニル廃棄物を除く。） 179.2 ｔ

（電子情報処理組織の使用に関して実施した取組）

特別管理産業廃棄物について電子マニフェスト化できている

（第1面）

令和7年5月19日

千葉県山武郡九十九里町藤下773-1

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の２第11項の規定に基づき、令和  ６年度の特別
管理産業廃棄物処理計画の実施状況を報告します。

千葉県山武郡九十九里町藤下773-1

特別管理産業廃棄物処理
計画における計画期間

令和6年4月1日 令和7年3月31日

自ら再生利用を行う特別
管理産業廃棄物の量

優良認定処理業者
への処理委託量

自ら熱回収を行う特別管
理産業廃棄物の量

再生利用業者への
処理委託量

自ら中間処理により減量
する特別管理産業廃棄物
の量

認定熱回収業者へ
の処理委託量

自ら埋立処分を行う特別
管理産業廃棄物の量

認定熱回収業者以
外の熱回収を行う業
者への処理委託量

全前年度（令和5年度）

前年度（令和6年度）

 (日本産業規格　Ａ列4番）



N0.1

計画の実施状況 （特別管理産業廃棄物の種類： 廃油（引火性） ）

有償物量

①排出量

179.2t

項目 実績値

①排出量 179.2 t 171.6 t

0.0 t

0.0 t

0.0 t 0.0 t

0.0 t

179.2 t

⑩全処理委託量 179.2 t

179.2 t

171.6 t 7.6 t

0.0 t 179.2 t

7.6 t

（第2面）　　　　　　　　　　　

不
要
物
等
発
生
量

②自ら直接再生利
用した量

⑧自ら中間処理した後再生
利用した量

③自ら直接埋立処
分した量

⑥自ら中間処理
した後の残さ量

⑨自ら中間処理した後自ら
埋立処分又は

海洋投入処分した量

⑫ ⑩のうち再生
利用業者への処

理委託量
④自ら中間処理した

量

②＋⑧自ら再生利用
を行った量

⑤自ら熱回収を行っ
た量

⑤ ④のうち熱回収を
行った量

⑦自ら中間処理
により減量した量

⑬ ⑩のうち熱回
収認定業者への

処理委託量

⑦自ら中間処理により
減量した量

⑩直接及び自ら中間処理し
た後の処理委託量

③＋⑨自ら埋立処分
又は海洋投入処分を
行った量

⑭ ⑩のうち熱回
収認定業者以外
の熱回収を行う
業者への処理委

託量
⑪優良認定処理業者
への処理委託量

⑫再生利用業者への
処理委託量

⑪ ⑩のうち優良認定処理業
者への処理委託量

⑬熱回収認定業者へ
の処理委託量

⑭熱回収認定業者以
外の熱回収を行う業
者への処理委託量



 

(第3面）
備考 
１ 翌年度の６月30日までに提出すること。 
２ 「事業の種類」の欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。 
３ 「特別管理産業廃棄物処理計画における目標値」の欄には、項目ごとに、特別管理産業廃棄物処理計画に記載
した目標値を記入すること。 
４ 第２面には、前年度の特別管理産業廃棄物の処理に関して、①～⑭の欄のそれぞれに、(1)から(14)に掲げる量
を記入すること。 
(1) ①欄 当該事業場において生じた特別管理産業廃棄物の量 
(2) ②欄 (1)の量のうち、中間処理をせず直接自ら再生利用した量 
(3) ③欄 (1)の量のうち、中間処理をせず直接自ら埋立処分した量 
(4) ④欄 (1)の量のうち、自ら中間処理をした特別管理産業廃棄物の当該中間処理前の量 
(5) ⑤欄 (4)の量のうち、熱回収を行った量 
(6) ⑥欄 自ら中間処理をした後の量  
(7) ⑦欄 (4)の量から(6)の量を差し引いた量 
(8) ⑧欄 (6)の量のうち、自ら利用し、又は他人に売却した量 
(9) ⑨欄 (6)の量のうち、自ら埋立処分又は海洋投入処分した量 
(10) ⑩欄 中間処理及び最終処分を委託した量 
(11) ⑪欄 (10)の量のうち、優良認定処理業者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（以下「令」という。）第
6条の11第2号に該当する者）への処理委託量 
(12) ⑫欄 (10)の量のうち、処理業者への再生利用委託量 
(13) ⑬欄  (10)の量のうち、認定熱回収施設設置者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の3の3第1項の
認定を受けた者）である処理業者への焼却処理委託量 
(14) ⑭欄  (10)の量のうち、認定熱回収施設設置者以外の熱回収を行っている処理業者への焼却処理委託量 
５ 第２面の左下の表には、項目ごとに、特別管理産業廃棄物処理計画に記載したそれぞれの実績値を記入するこ
と。 
６ 特別管理産業廃棄物の種類が２以上あるときは、特別管理産業廃棄物の種類ごとに、第２面の例により特別管
理産業廃棄物処理計画の実施状況を明らかにした書面を作成し、当該書面を添付すること。 
７ 「電子情報処理組織の使用に関する事項」の欄には、前々年度及び前年度における特別管理産業廃棄物の排
出量（ポリ塩化ビフェニル廃棄物（令第２条の４第５号イからハまでに掲げるものをいう。）を除く。）並びに電子情報
処理組織使用義務者にあっては前年度に実施した電子情報処理組織の使用に関する取組（情報処理センターへ
の登録が困難な場合として廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第８条の31の４に該当したときは、その
旨及び理由を含む。）について記入すること



（第１面）

特別管理産業廃棄物処理計画書

千葉県知事

　熊谷　俊人 殿

　提出者 270-1406

住　所

法人名 株式会社シルド

代表者 八木 克敏

電話番号 047-492-0912

事業場の名称 株式会社シルド　千葉工場

事業場の所在地

計画期間 から

当該事業場において現に行っている事業に関する事項

①事業の種類 大分類： 製造業 中分類： 鉄鋼業

②事業の規模

③従業員数

酸洗及び皮膜処理→収集運搬→中間処理→最終処分

（日本産業規格　Ａ列４番）　　　

 様式第二号の十三（第八条の十七の二関係）

令和7年6月30日

千葉県白井市中402-1

　(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)

　廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の２第10項の規定に基づき、特別管理産業廃棄物の減量
その他その処理に関する計画を作成したので、提出します。

千葉県白井市中402-1

令和7年4月1日 令和8年3月31日

前年度製造出荷額　3,975百万円

67名

④特別管理産業廃棄
物の一連の処理の工
程



（第２面）

特別管理産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項

（管理体制図）

特別管理産業廃棄物の排出の抑制に関する事項

①現状

特別管理産業廃棄物の種類 廃酸

排出量 32.62ｔ ｔ

（これまでに実施した取組）

②計画

【目標】

特別管理産業廃棄物の種類 廃酸

排出量 51.7ｔ ｔ

（今後実施する予定の取組）

特別管理産業廃棄物の分別に関する事項

①現状

（分別している特別管理産業廃棄物の種類及び分別に関する取組）

酸洗処理、潤滑被膜処理共に種類別で処理槽を設けている。

②計画
引き続き分別回収を継続する。

社長→製造部→環境管理室：1.特別管理産業廃棄物処理計画書の作成2.産業廃棄物業者との契約
3.産業廃棄物管理票（マニフェスト）の管理4.行政及び産業廃棄物業者からの情報収集及び社内
伝達5.排水処理施設の運用管理

【前年度（令和6年度）実績】　

硫酸廃液の自己処理（平成15年度に1度実施）→排水処理施設に少量ずつ送っ
た→石灰液では中和能力が足りず、苛性ソーダフレークを追加投入→凝集沈殿
に長時間を要し、断念

令和7年度の景気動向は不明確であるが、2年前と比較すると製造出荷額は2割
減と芳しくない為、前年度1割減の計画とした。

(今後分別する予定の特別管理産業廃棄物の種類及び分別に関する取組)



（第３面）

自ら行う特別管理産業廃棄物の再生利用に関する事項

①現状

特別管理産業廃棄物の種類 廃酸

ｔ ｔ

（これまでに実施した取組）

②計画

【目標】

特別管理産業廃棄物の種類 廃酸

ｔ ｔ

（今後実施する予定の取組）

自ら行う特別管理産業廃棄物の中間処理に関する事項

①現状

特別管理産業廃棄物の種類 廃酸

ｔ ｔ

ｔ ｔ

（これまでに実施した取組）

②計画

【目標】

特別管理産業廃棄物の種類 廃酸

ｔ ｔ

ｔ ｔ

（今後実施する予定の取組）

【前年度（令和6年度）実績】　

自ら再生利用を行った特別管理
産業廃棄物の量

自ら再生利用を行う特別管理産
業廃棄物の量

【前年度（令和6年度）実績】　

自ら熱回収を行った特別管理産
業廃棄物の量

自ら中間処理により減量した特
別管理産業廃棄物の量

自ら熱回収を行う特別管理産業
廃棄物の量

自ら中間処理により減量する特
別管理産業廃棄物の量



（第４面）

自ら行う特別管理産業廃棄物の埋立処分に関する事項

①現状

特別管理産業廃棄物の種類 廃酸

ｔ ｔ

（これまでに実施した取組）

②計画

【目標】

廃酸

ｔ ｔ

（今後実施する予定の取組）

特別管理産業廃棄物の処理の委託に関する事項

①現状

特別管理産業廃棄物の種類 廃酸

全 処 理 委 託 量 32.62ｔ ｔ

12.87ｔ ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

（これまでに実施した取組）

優良認定事業者への委託を心掛けている。

【前年度（令和6年度）実績】　

自ら埋立処分を行った特別管理
産業廃棄物の量

特別管理産業廃棄物の種
類
自ら埋立処分行う特別管理産業
廃棄物の量

【前年度（令和6年度）実績】　

優良認定処理業者への処理
委託量

再生利用業者への処理委託
量

認定熱回収業者への処理委
託量

認定熱回収業者以外の熱回
収を行う業者への処理委託
量



（第５面）

②計画

【目標】

特別管理産業廃棄物の種類 廃酸

全 処 理 委 託 量 51.7ｔ ｔ

20.4ｔ ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

（今後実施する予定の取組）

今後も優良認定事業者への委託を継続する。

62.74ｔ

（今後実施する予定の取組等）

電子マニフェストを導入済。

※事務処理欄

優良認定処理業者への処理
委託量

再生利用業者への処理委託
量

認定熱回収業者への処理委
託量

認定熱回収業者以外の熱回
収を行う業者への処理委託
量

電子情報処理組織の
使用に関する事項

【前年度（令和6年度）実績】　

特別管理産業廃棄物排出量
（ポリ塩化ビフェニル廃棄物を除く。）



（第６面）

備考
　１  前年度の特別管理産業廃棄物の発生量が50トン以上の事業場ごとに１枚作成すること。

　２　当該年度の６月30日までに提出すること。

　３　「当該事業場において現に行っている事業に関する事項」の欄は、以下に従って記入する
　　　こと。
　(1)①欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。
　(2)②欄には、製造業の場合における製造品出荷額（前年度実績）、建設業の場合における元請
　　完成工事高（前年度実績）、医療機関の場合における病床数（前年度末時点）等の業種に応じ
　　事業規模が分かるような前年度の実績を記入すること。
　(3)④欄には、当該事業場において生ずる特別管理産業廃棄物についての発生から最終処分が終了
　　するまでの一連の処理の工程（当該処理を委託する場合は、委託の内容を含む｡)を記入するこ
　　と。

　４　「自ら行う特別管理産業廃棄物の中間処理に関する事項」の欄には、特別管理産業廃棄物の
　　種類ごとに、自ら中間処理を行うに際して熱回収を行った場合における熱回収を行った特別管
　　理産業廃棄物の量と、自ら中間処理を行うことによって減量した量について、前年度の実績、
　　目標及び取組を記入すること。

　５　「自ら行う特別管理産業廃棄物の埋立処分に関する事項」の欄には、特別管理産業廃棄物の
　　種類ごとに、埋立処分した量を記入すること。なお、中間処理を行うことにより特別管理産業
　　廃棄物に該当しなくなった産業廃棄物を海洋投入処分するときは、その量も含めて記入するこ
　　と。

　６　「特別管理産業廃棄物の処理の委託に関する事項」の欄には、特別管理産業廃棄物の種類ご
　　とに、全処理委託量を記入するほか、その内数として、優良認定処理業者（廃棄物の処理及び
　　清掃に関する法律施行令（以下「令」という。）第６条の14第２号に該当する者）への処理
　　委託量、処理業者への再生利用委託量、認定熱回収施設設置者（廃棄物の処理及び清掃に関す
　　る法律第15条の３の３第１項の認定を受けた者）である処理業者への焼却処理委託量及び認定
　　熱回収施設設置者以外の熱回収を行っている処理業者への焼却処理委託量について、前年度実
　　績、目標及び取組を記入すること。

　７　「電子情報処理組織の使用に関する事項」の欄には、前年度の特別管理産業廃棄物の全発生
　　量（ポリ塩化ビフェニル廃棄物（令第２条の４第５号イからハまでに掲げるものをいう。）を
　　除く。）を記入すること。その量が50トン以上の者にあっては、今後の電子情報処理組織の使
　　用に関する取組等（情報処理センターへの登録が困難な場合として廃棄物の処理及び清掃に関
　　する法律施行規則第８条の31の４に該当するときは、その旨及び理由を含む。）について記入
　　すること。

　８　それぞれの欄に記入すべき事項の全てを記入することができないときは、当該欄に「別紙の
　　とおり」と記入し、当該欄に記入すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、特別管理
　　産業廃棄物の種類が３以上あるときは、前年度実績及び目標の欄に「別紙のとおり」と記入
　　し、当該欄に記入すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、それぞれの欄に記入すべ
　　き事項がないときは、「―」を記入すること。



セルが足りない場合は右側に追加をお願いします。

産業廃棄物の排出の抑制に関する事項

32.62 ｔ 27.81 ｔ 2.31 ｔ ｔ ｔ ｔ ｔ ｔ

51.7 ｔ 56.8 ｔ 17.6 ｔ ｔ ｔ ｔ ｔ ｔ

廃アルカリ

自ら中間処理により減量する

ｔ ｔ

【目標】

産業廃棄物の種類

自ら熱回収を行う
ｔ ｔ

ｔ

廃酸 廃酸（有害）

廃酸 廃酸（有害） 廃アルカリ

ｔ ｔ ｔ ｔ

②計画

【目標】

ｔ ｔ

自ら再生利用を行った
産業廃棄物の量

産業廃棄物の種類

自ら再生利用を行う
産業廃棄物の量

廃酸

ｔ

廃酸（有害）

ｔ

ｔ

ｔ

産業廃棄物の量

自ら中間処理により減量した

産業廃棄物の量

産業廃棄物の種類

ｔ ｔ

廃アルカリ

①現状

②計画

【目標】

廃酸 廃酸（有害） 廃アルカリ

廃酸 廃酸（有害） 廃アルカリ

産業廃棄物の種類

排　　出　　量

産業廃棄物の種類

排　　出　　量

【前年度（令和6年度）実績】　

ｔ ｔｔ

廃酸（有害） 廃アルカリ

ｔ

自ら行う産業廃棄物の再生利用に関する事項

①現状

ｔ ｔ

産業廃棄物の種類

ｔ

【前年度（令和6年度）実績】　

ｔ

廃酸

ｔ

ｔ

②計画
ｔ

ｔ

産業廃棄物の種類

産業廃棄物の量
ｔ ｔ

【前年度（令和6年度）実績】　

自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項

自ら熱回収を行った①現状

ｔ ｔ ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ



32.62 ｔ 27.81 ｔ 2.31 ｔ ｔ ｔ ｔ ｔ ｔ

51.7 ｔ 56.8 ｔ 17.6 ｔ ｔ ｔ ｔ ｔ ｔ

熱回収を行う業者への

処理委託量

処理委託量

産業廃棄物の種類

全処理委託量

優良認定処理業者への

処理委託量

再生利用業者への

ｔ

廃酸

認定熱回収業者への

認定熱回収業者以外の

処理委託量

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

海洋投入処分を行う

産業廃棄物の量

産業廃棄物の種類

全処理委託量

優良認定処理業者への

処理委託量

産業廃棄物の処理の委託に関する事項

①現状

12.87

②計画

廃酸

ｔ

27.81 2.31

ｔ ｔ

ｔ

ｔ ｔ

廃酸（有害）

ｔ

廃アルカリ

ｔ

ｔ

廃アルカリ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

ｔ

ｔ ｔ

ｔ

20.4 56.8 17.6 ｔｔ ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

処理委託量

認定熱回収業者への

処理委託量

自ら行う産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する事項

①現状
自ら埋立処分又は

海洋投入処分を行った
産業廃棄物の量

産業廃棄物の種類

産業廃棄物の種類

【目標】

廃酸 廃酸（有害） 廃アルカリ

廃酸（有害）

ｔ

ｔ

【前年度（令和6年度）実績】　

【前年度（令和6年度）実績】　

再生利用業者への
処理委託量

ｔ

自ら埋立処分又は

ｔ ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

【目標】

廃酸 廃酸（有害） 廃アルカリ

ｔ

ｔ
②計画

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

ｔ

ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ



様式第二号の十四（第八条の十七の三関係）

特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書

千葉県知事　  熊谷　俊人　殿

提出者 270-1406

住所

法人名 株式会社シルド

代表者 石川 幸男

 （法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

電話番号 047-492-0912

事  業  場  の  名  称 株式会社シルド　千葉工場

事 業 場 の 所 在 地

事   業   の   種   類 大分類 製造業 中分類 鉄鋼業

から

　特別管理産業廃棄物処理計画における目標値

項目 目標値 項目 目標値

排出量 140.1 t 全処理委託量 140.1 t

t 109.5 t

t t

t t

t t

電子情報処理組織の使用に関する事項

特別管理産業廃棄物排出量 100.59 ｔ
（ポリ塩化ビフェニル廃棄物を除く。） 62.74 ｔ

（電子情報処理組織の使用に関して実施した取組）

電子マニフェストを推進している。

（第1面）

令和7年６月30日

千葉県白井市中402-1

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の２第11項の規定に基づき、令和６年度の特別管
理産業廃棄物処理計画の実施状況を報告します。

千葉県白井市中402-1

特別管理産業廃棄物処理
計画における計画期間

令和6年4月1日 令和7年3月31日

自ら再生利用を行う特別
管理産業廃棄物の量

優良認定処理業者
への処理委託量

自ら熱回収を行う特別管
理産業廃棄物の量

再生利用業者への
処理委託量

自ら中間処理により減量
する特別管理産業廃棄物
の量

認定熱回収業者へ
の処理委託量

自ら埋立処分を行う特別
管理産業廃棄物の量

認定熱回収業者以
外の熱回収を行う業
者への処理委託量

全前年度（令和5年度）

前年度（令和6年度）

 (日本産業規格　Ａ列4番）



N0.1

計画の実施状況 （特別管理産業廃棄物の種類： 廃酸 ）

有償物量

①排出量

32.6t

項目 実績値

①排出量 32.6 t

0.0 t

0.0 t

0.0 t 0.0 t

0.0 t

32.6 t

⑩全処理委託量 32.6 t

12.9 t

0.0 t

0.0 t 12.9 t

0.0 t

（第2面）　　　　　　　　　　　

不
要
物
等
発
生
量

②自ら直接再生利
用した量

⑧自ら中間処理した後再生
利用した量

③自ら直接埋立処
分した量

⑥自ら中間処理
した後の残さ量

⑨自ら中間処理した後自ら
埋立処分又は

海洋投入処分した量

⑫ ⑩のうち再生
利用業者への処

理委託量
④自ら中間処理した

量

②＋⑧自ら再生利用
を行った量

⑤自ら熱回収を行っ
た量

⑤ ④のうち熱回収を
行った量

⑦自ら中間処理
により減量した量

⑬ ⑩のうち熱回
収認定業者への

処理委託量

⑦自ら中間処理により
減量した量

⑩直接及び自ら中間処理し
た後の処理委託量

③＋⑨自ら埋立処分
又は海洋投入処分を
行った量

⑭ ⑩のうち熱回
収認定業者以外
の熱回収を行う
業者への処理委

託量
⑪優良認定処理業者
への処理委託量

⑫再生利用業者への
処理委託量

⑪ ⑩のうち優良認定処理業
者への処理委託量

⑬熱回収認定業者へ
の処理委託量

⑭熱回収認定業者以
外の熱回収を行う業
者への処理委託量



N0.2

計画の実施状況 （特別管理産業廃棄物の種類： 廃酸（有害） ）

有償物量

①排出量

27.8t

項目 実績値

①排出量 27.8 t

0.0 t

0.0 t

0.0 t 0.0 t

0.0 t

27.8 t

⑩全処理委託量 27.8 t

27.8 t

0.0 t

0.0 t 27.8 t

0.0 t

（第2面）　　　　　　　　　　　

不
要
物
等
発
生
量

②自ら直接再生利
用した量

⑧自ら中間処理した後再生
利用した量

③自ら直接埋立処
分した量

⑥自ら中間処理
した後の残さ量

⑨自ら中間処理した後自ら
埋立処分又は

海洋投入処分した量

⑫ ⑩のうち再生
利用業者への処

理委託量
④自ら中間処理した

量

②＋⑧自ら再生利用
を行った量

⑤自ら熱回収を行っ
た量

⑤ ④のうち熱回収を
行った量

⑦自ら中間処理
により減量した量

⑬ ⑩のうち熱回
収認定業者への

処理委託量

⑦自ら中間処理により
減量した量

⑩直接及び自ら中間処理し
た後の処理委託量

③＋⑨自ら埋立処分
又は海洋投入処分を
行った量

⑭ ⑩のうち熱回
収認定業者以外
の熱回収を行う
業者への処理委

託量
⑪優良認定処理業者
への処理委託量

⑫再生利用業者への
処理委託量

⑪ ⑩のうち優良認定処理業
者への処理委託量

⑬熱回収認定業者へ
の処理委託量

⑭熱回収認定業者以
外の熱回収を行う業
者への処理委託量



N0.3

計画の実施状況 （特別管理産業廃棄物の種類： 廃アルカリ（強アルカリ） ）

有償物量

①排出量

2.3t

項目 実績値

①排出量 2.3 t

0.0 t

0.0 t

0.0 t 0.0 t

0.0 t

2.3 t

⑩全処理委託量 2.3 t

2.3 t

0.0 t

0.0 t 2.3 t

0.0 t

（第2面）　　　　　　　　　　　

不
要
物
等
発
生
量

②自ら直接再生利
用した量

⑧自ら中間処理した後再生
利用した量

③自ら直接埋立処
分した量

⑥自ら中間処理
した後の残さ量

⑨自ら中間処理した後自ら
埋立処分又は

海洋投入処分した量

⑫ ⑩のうち再生
利用業者への処

理委託量
④自ら中間処理した

量

②＋⑧自ら再生利用
を行った量

⑤自ら熱回収を行っ
た量

⑤ ④のうち熱回収を
行った量

⑦自ら中間処理
により減量した量

⑬ ⑩のうち熱回
収認定業者への

処理委託量

⑦自ら中間処理により
減量した量

⑩直接及び自ら中間処理し
た後の処理委託量

③＋⑨自ら埋立処分
又は海洋投入処分を
行った量

⑭ ⑩のうち熱回
収認定業者以外
の熱回収を行う
業者への処理委

託量
⑪優良認定処理業者
への処理委託量

⑫再生利用業者への
処理委託量

⑪ ⑩のうち優良認定処理業
者への処理委託量

⑬熱回収認定業者へ
の処理委託量

⑭熱回収認定業者以
外の熱回収を行う業
者への処理委託量



 

(第3面）
備考 
１ 翌年度の６月30日までに提出すること。 
２ 「事業の種類」の欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。 
３ 「特別管理産業廃棄物処理計画における目標値」の欄には、項目ごとに、特別管理産業廃棄物処理計画に記載
した目標値を記入すること。 
４ 第２面には、前年度の特別管理産業廃棄物の処理に関して、①～⑭の欄のそれぞれに、(1)から(14)に掲げる量
を記入すること。 
(1) ①欄 当該事業場において生じた特別管理産業廃棄物の量 
(2) ②欄 (1)の量のうち、中間処理をせず直接自ら再生利用した量 
(3) ③欄 (1)の量のうち、中間処理をせず直接自ら埋立処分した量 
(4) ④欄 (1)の量のうち、自ら中間処理をした特別管理産業廃棄物の当該中間処理前の量 
(5) ⑤欄 (4)の量のうち、熱回収を行った量 
(6) ⑥欄 自ら中間処理をした後の量  
(7) ⑦欄 (4)の量から(6)の量を差し引いた量 
(8) ⑧欄 (6)の量のうち、自ら利用し、又は他人に売却した量 
(9) ⑨欄 (6)の量のうち、自ら埋立処分又は海洋投入処分した量 
(10) ⑩欄 中間処理及び最終処分を委託した量 
(11) ⑪欄 (10)の量のうち、優良認定処理業者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（以下「令」という。）第
6条の11第2号に該当する者）への処理委託量 
(12) ⑫欄 (10)の量のうち、処理業者への再生利用委託量 
(13) ⑬欄  (10)の量のうち、認定熱回収施設設置者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の3の3第1項の
認定を受けた者）である処理業者への焼却処理委託量 
(14) ⑭欄  (10)の量のうち、認定熱回収施設設置者以外の熱回収を行っている処理業者への焼却処理委託量 
５ 第２面の左下の表には、項目ごとに、特別管理産業廃棄物処理計画に記載したそれぞれの実績値を記入するこ
と。 
６ 特別管理産業廃棄物の種類が２以上あるときは、特別管理産業廃棄物の種類ごとに、第２面の例により特別管
理産業廃棄物処理計画の実施状況を明らかにした書面を作成し、当該書面を添付すること。 
７ 「電子情報処理組織の使用に関する事項」の欄には、前々年度及び前年度における特別管理産業廃棄物の排
出量（ポリ塩化ビフェニル廃棄物（令第２条の４第５号イからハまでに掲げるものをいう。）を除く。）並びに電子情報
処理組織使用義務者にあっては前年度に実施した電子情報処理組織の使用に関する取組（情報処理センターへ
の登録が困難な場合として廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第８条の31の４に該当したときは、その
旨及び理由を含む。）について記入すること







































































産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項

（管理体制図）

産業廃棄物の排出の抑制に関する事項

【前年度（　 6 年度）実績】

ｔ ｔ

（これまでに実施した取組）

【目標】

ｔ ｔ

（今後実施する予定の取組）

産業廃棄物の分別に関する事項

（第２面）

別紙１のとおり

①現状

産業廃棄物の種類 _ 別紙２のとおり

排 出 量 _ 1163.1

②計画

産業廃棄物の種類 _ 別紙２のとおり

排 出 量 _ 1151.5

①現状

（分別している産業廃棄物の種類及び分別に関する取組）

動植物性残さ：ビニールなどの飼料化できないものの混入を排除し、再
資源化率を上げた。

②計画

(今後分別する予定の産業廃棄物の種類及び分別に関する取組)

動植物性残さ：ビニールなどの飼料化できないものの混入を排除し、
再資源化率をさらに上げる。



自ら行う産業廃棄物の再生利用に関する事項

【前年度（　 6 年度）実績】

ｔ ｔ

（これまでに実施した取組）

【目標】

ｔ ｔ

（今後実施する予定の取組）

自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項

【前年度（　 6 年度）実績】

ｔ ｔ

ｔ ｔ

（これまでに実施した取組）

【目標】

ｔ ｔ

ｔ ｔ

（今後実施する予定の取組）

破砕機により破砕を行い脱水を行う

②計画

産業廃棄物の種類 _ 動植物性残渣

自 ら 熱 回 収 を 行 う
産 業 廃 棄 物 の 量

自ら中間処理により減量する
産 業 廃 棄 物 の 量 107.93

自ら再生利用を行った
産 業 廃 棄 物 の 量

0

自ら再生利用を行った事はない

①現状

産業廃棄物の種類 _ 動植物性残渣

自ら熱回収を行った
産 業 廃 棄 物 の 量

自ら中間処理により減量した
産 業 廃 棄 物 の 量 109.02

破砕機により破砕を行い脱水を行っている

②計画

産業廃棄物の種類 _
動植物性残渣、廃プラ

スチックほか

自ら再生利用を行う
産 業 廃 棄 物 の 量

0

予定はない

（第３面）

①現状

産業廃棄物の種類 _
動植物性残渣、廃プラ

スチックほか



自ら行う産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する事項

【前年度（　 6 年度）実績】

ｔ ｔ

（これまでに実施した取組）

【目標】

ｔ ｔ

（今後実施する予定の取組）

産業廃棄物の処理の委託に関する事項

【前年度（　 6 年度）実績】 別紙３のとおり

ｔ ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

（これまでに実施した取組）

（第４面）

①現状

産業廃棄物の種類 _
動植物性残渣、廃プラ

スチックほか

自 ら 埋 立 処 分 又 は
海洋投入処分を行った
産 業 廃 棄 物 の 量

0

自ら再生利用を行った事はない

②計画

産 業 廃 棄 物 の 種 類
動植物性残渣、廃プラ

スチックほか

自 ら 埋 立 処 分 又 は
海洋投入処分を行う
産 業 廃 棄 物 の 量

0

予定はない

認定熱回収業者以外の
熱回収を行う業者への
処 理 委 託 量

①現状

産業廃棄物の種類 _

全 処 理 委 託 量 _

優良認定処理業者への
処 理 委 託 量

再生利用業者への
処 理 委 託 量

認定熱回収業者への
処 理 委 託 量



【目標】 別紙３のとおり

ｔ ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

（今後実施する予定の取組）

認定熱回収業者への
処 理 委 託 量

認定熱回収業者以外の
熱回収を行う業者への
処 理 委 託 量

（第５面）

②計画

産業廃棄物の種類 _

全 処 理 委 託 量 _

優良認定処理業者への
処 理 委 託 量

再生利用業者への
処 理 委 託 量

※事務処理欄



（第６面）
備考
　１　前年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン以上の事業場ごとに１枚作成すること。
　
　２　当該年度の６月30日までに提出すること。
　
　３　「当該事業場において現に行っている事業に関する事項」の欄は、以下に従って記入するこ
     と。

　　(1)①欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。
　　(2)②欄には、製造業の場合における製造品出荷額（前年度実績）、建設業の場合における元請
　　　完成工事高（前年度実績）、医療機関の場合における病床数（前年度末時点）等の業種に応じ
　　　事業規模が分かるような前年度の実績を記入すること。
　　(3)④欄には、当該事業場において生ずる産業廃棄物についての発生から最終処分が終了するま
　　　での一連の処理の工程（当該処理を委託する場合は、委託の内容を含む。）を記入すること。
　
　４　「自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、自ら中
　　間処理を行うに際して熱回収を行った場合における熱回収を行った産業廃棄物の量と、自ら中間
　　処理を行うことによって減量した量について、前年度の実績、目標及び取組を記入すること。
　
　５　「産業廃棄物の処理の委託に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、全処理委託量
　　を記入するほか、その内数として、優良認定処理業者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行
　　令第６条の11第２号に該当する者）への処理委託量、処理業者への再生利用委託量、認定熱回収
　　施設設置者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の３の３第１項の認定を受けた者）であ
　　る処理業者への焼却処理委託量及び認定熱回収施設設置者以外の熱回収を行っている処理業者へ
　　の焼却処理委託量について、前年度実績、目標及び取組を記入すること。
　
　６　それぞれの欄に記入すべき事項の全てを記入することができないときは、当該欄に「別紙のと
　　おり」と記入し、当該欄に記入すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、産業廃棄物の
　　種類が３以上あるときは、前年度実績及び目標の欄に「別紙のとおり」と記入し、当該欄に記入
　　すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、それぞれの欄に記入すべき事項がないとき
　　は、「―」を記入すること。

　７　※欄は記入しないこと。



別紙1 管理体制図

総務

（環境負荷低減主任者）

組立１ライン

組立２ライン

非加熱１ライン

非加熱２ライン

非加熱３ライン

非加熱４ライン
製造技術

（環境負荷低減主任者）

加熱１ライン

加熱２ライン

加熱３ライン

生産技術

（環境負荷低減主任者）

SVディレクター

（廃棄物処理統括責任者）

センターMgr

（廃棄物処理統括代理責任者）

生産管理

（環境負荷低減主任者）



別紙2 産業廃棄物の排出の抑制に関する事項

【前年度（ 6年度 ）実績】 【前年度（ 6年度 ）実績】
産業廃棄物の種類 動植物性残渣 産業廃棄物の種類 汚泥
排出量 346.42 ｔ ｔ 排出量 232.4 ｔ ｔ
（これまでに実施した取込み） （これまでに実施した取込み）
・工程ごとの落下対策 ・工程ごとの落下対策

【目標】 【目標】
産業廃棄物の種類 動植物性残渣 産業廃棄物の種類 汚泥
排出量 342.93 ｔ ｔ 排出量 230.1 ｔ ｔ
（今後実施する予定の取組） （今後実施する予定の取組）
・工程ごとの落下対策の強化 ・工程ごとの落下対策

【前年度（ 6年度 ）実績】 【前年度（ 6年度 ）実績】
産業廃棄物の種類 廃プラスチック 産業廃棄物の種類 廃油
排出量 564.6 ｔ ｔ 排出量 7.3 ｔ ｔ
（これまでに実施した取込み） （これまでに実施した取込み）
・社内にて分別・計量し排出量の把握及び抑制を実施 ・社内にて分別・計量し排出量の把握及び抑制を実施
・通い容器使用によるビニール関連の使用量低減

【目標】 【目標】
産業廃棄物の種類 廃プラスチック 産業廃棄物の種類 廃油
排出量 559.0 ｔ ｔ 排出量 7.2 ｔ ｔ
（今後実施する予定の取組） （今後実施する予定の取組）
・社内にて分別・計量し排出量の把握及び抑制を実施 ・社内にて分別・計量し排出量の把握及び抑制を実施
・通い容器使用によるビニール関連の使用量低減

② 計画 ② 計画

① 現状

② 計画

① 現状

② 計画

① 現状 ① 現状



【前年度（ 6年度 ）実績】 【前年度（ 6年度 ）実績】
産業廃棄物の種類 金属くず 産業廃棄物の種類 廃乾電池
排出量 8.6 ｔ ｔ 排出量 0.2 ｔ ｔ
（これまでに実施した取込み） （これまでに実施した取込み）
・廃棄物にならぬように分別廃棄の徹底。 ・廃棄物にならぬように分別廃棄の徹底。

【目標】 【目標】
産業廃棄物の種類 金属くず 産業廃棄物の種類 廃乾電池
排出量 8.5 ｔ ｔ 排出量 0.2 ｔ ｔ
（今後実施する予定の取組） （今後実施する予定の取組）
・分別廃棄の徹底 ・分別廃棄の徹底

【前年度（ 6年度 ）実績】 【前年度（ 6年度 ）実績】
産業廃棄物の種類 その他混合廃棄物 産業廃棄物の種類 蛍光灯類
排出量 3.6 ｔ ｔ 排出量 0.0 ｔ ｔ
（これまでに実施した取込み） （これまでに実施した取込み）

【目標】 【目標】
産業廃棄物の種類 その他混合廃棄物 産業廃棄物の種類 蛍光灯類
排出量 3.6 ｔ ｔ 排出量 0.0 ｔ ｔ
（今後実施する予定の取組） （今後実施する予定の取組）

① 現状

② 計画

① 現状

② 計画

① 現状

① 現状

② 計画

② 計画



別紙3 産業廃棄物処理の委託に関する事項

【前年度（ 6年度 ）実績】 【前年度（ 6年度 ）実績】
産業廃棄物の種類 動植物性残渣 産業廃棄物の種類 廃プラスチック

全処理委託量 237.4 ｔ ｔ 全処理委託量 564.6 t ｔ

優良認定処理業者へ
の処理委託量

ｔ ｔ
優良認定処理業者
への処理委託量

564.6 t ｔ

再生利用業者への
処理委託量

237.4 ｔ ｔ
再生利用業者への
処理委託量

ｔ ｔ

認定熱回収業者への
処理委託量

ｔ ｔ
認定熱回収業者へ
の処理委託量

ｔ ｔ

熱回収認定業者以外
の熱回収を行う業者
への処理委託量

ｔ ｔ
熱回収認定業者以
外の熱回収を行う業
者への処理委託量

ｔ ｔ

（これまでに実施した取組み） （これまでに実施した取組み）
自社内で野菜ゴミの脱水処理
工程ごとの落下防止
排出された残差について分別化

【目標】 【目標】
産業廃棄物の種類 動植物性残渣 産業廃棄物の種類 廃プラスチック

全処理委託量 235.0 ｔ ｔ 全処理委託量 559.0 ｔ ｔ
優良認定処理業者へ
の処理委託量

ｔ ｔ
優良認定処理業者
への処理委託量

559.0 ｔ ｔ

再生利用業者への
処理委託量

235.0 ｔ ｔ
再生利用業者への
処理委託量

ｔ ｔ

認定熱回収業者への
処理委託量

ｔ ｔ
認定熱回収業者へ
の処理委託量

ｔ ｔ

熱回収認定業者以外
の熱回収を行う業者
への処理委託量

ｔ ｔ
熱回収認定業者以
外の熱回収を行う業
者への処理委託量

ｔ ｔ

（今後実施する予定の取組み） （今後実施する予定の取組み）
自社内で野菜ゴミの脱水処理
工程ごとの落下防止
排出された残差について分別化

① 現状 ① 現状

② 計画 ② 計画



【前年度（ 6年度 ）実績】 【前年度（ 6年度 ）実績】
産業廃棄物の種類 廃油 産業廃棄物の種類 汚泥

全処理委託量 7.3 ｔ ｔ 全処理委託量 232.4 ｔ ｔ

優良認定処理業者へ
の処理委託量

ｔ ｔ
優良認定処理業者
への処理委託量

232.4 ｔ ｔ

再生利用業者への
処理委託量

7.3 ｔ ｔ
再生利用業者への
処理委託量

ｔ ｔ

認定熱回収業者への
処理委託量

ｔ ｔ
認定熱回収業者へ
の処理委託量

ｔ ｔ

熱回収認定業者以外
の熱回収を行う業者
への処理委託量

ｔ ｔ
熱回収認定業者以
外の熱回収を行う業
者への処理委託量

ｔ ｔ

（これまでに実施した取組み） （これまでに実施した取組み）

【目標】 【目標】
産業廃棄物の種類 廃油 産業廃棄物の種類 汚泥

全処理委託量 7.2 ｔ ｔ 全処理委託量 230.1 ｔ ｔ
優良認定処理業者へ
の処理委託量

ｔ ｔ
優良認定処理業者
への処理委託量

230.1 ｔ ｔ

再生利用業者への
処理委託量

7.2 ｔ ｔ
再生利用業者への
処理委託量

ｔ ｔ

認定熱回収業者への
処理委託量

ｔ ｔ
認定熱回収業者へ
の処理委託量

ｔ ｔ

熱回収認定業者以外
の熱回収を行う業者
への処理委託量

ｔ ｔ
熱回収認定業者以
外の熱回収を行う業
者への処理委託量

ｔ ｔ

（今後実施する予定の取組み） （今後実施する予定の取組み）

② 計画② 計画

① 現状① 現状



【前年度（ 6年度 ）実績】 【前年度（ 6年度 ）実績】
産業廃棄物の種類 金属くず 産業廃棄物の種類 その他混合廃棄物

全処理委託量 8.6 ｔ ｔ 全処理委託量 3.6 ｔ ｔ

優良認定処理業者へ
の処理委託量

ｔ ｔ
優良認定処理業者
への処理委託量

3.6 ｔ ｔ

再生利用業者への
処理委託量

8.6 ｔ ｔ
再生利用業者への
処理委託量

ｔ ｔ

認定熱回収業者への
処理委託量

ｔ ｔ
認定熱回収業者へ
の処理委託量

ｔ ｔ

熱回収認定業者以外
の熱回収を行う業者
への処理委託量

ｔ ｔ
熱回収認定業者以
外の熱回収を行う業
者への処理委託量

ｔ ｔ

（これまでに実施した取組み） （これまでに実施した取組み）

排出された残差について分別化

【目標】 【目標】
産業廃棄物の種類 金属くず 産業廃棄物の種類 その他混合廃棄物

全処理委託量 8.5 ｔ ｔ 全処理委託量 3.6 ｔ ｔ
優良認定処理業者へ
の処理委託量

ｔ ｔ
優良認定処理業者
への処理委託量

3.6 ｔ ｔ

再生利用業者への
処理委託量

8.5 ｔ ｔ
再生利用業者への
処理委託量

ｔ ｔ

認定熱回収業者への
処理委託量

ｔ ｔ
認定熱回収業者へ
の処理委託量

ｔ ｔ

熱回収認定業者以外
の熱回収を行う業者
への処理委託量

ｔ ｔ
熱回収認定業者以
外の熱回収を行う業
者への処理委託量

ｔ ｔ

（今後実施する予定の取組み） （今後実施する予定の取組み）

排出された残差について分別化

① 現状 ① 現状

② 計画 ② 計画



【前年度（ 6年度 ）実績】 【前年度（ 6年度 ）実績】
産業廃棄物の種類 廃乾電池 産業廃棄物の種類 蛍光灯類

全処理委託量 0.2 ｔ ｔ 全処理委託量 0.0 ｔ ｔ

優良認定処理業者へ
の処理委託量

0.2 ｔ ｔ
優良認定処理業者
への処理委託量

ｔ ｔ

再生利用業者への
処理委託量

ｔ ｔ
再生利用業者への
処理委託量

0.0 ｔ ｔ

認定熱回収業者への
処理委託量

ｔ ｔ
認定熱回収業者へ
の処理委託量

ｔ ｔ

熱回収認定業者以外
の熱回収を行う業者
への処理委託量

ｔ ｔ
熱回収認定業者以
外の熱回収を行う業
者への処理委託量

ｔ ｔ

（これまでに実施した取組み） （これまでに実施した取組み）

【目標】 【目標】
産業廃棄物の種類 廃乾電池 産業廃棄物の種類 蛍光灯類

全処理委託量 0.2 ｔ ｔ 全処理委託量 0.0 ｔ ｔ
優良認定処理業者へ
の処理委託量

0.2 ｔ ｔ
優良認定処理業者
への処理委託量

ｔ ｔ

再生利用業者への
処理委託量

ｔ ｔ
再生利用業者への
処理委託量

0.0 ｔ ｔ

認定熱回収業者への
処理委託量

ｔ ｔ
認定熱回収業者へ
の処理委託量

ｔ ｔ

熱回収認定業者以外
の熱回収を行う業者
への処理委託量

ｔ ｔ
熱回収認定業者以
外の熱回収を行う業
者への処理委託量

ｔ ｔ

（今後実施する予定の取組み） （今後実施する予定の取組み）

② 計画 ② 計画

① 現状 ① 現状





）

排出量

346.42 t

実績値
自ら中間処理した

後の残さ量
⑩のうち再生利用

業者への処理委託量

346.42 t 237.40 t

0.00 t

0.00 t

自ら中間処理に
より減量した量

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

109.02 t 109.02 t

0.00 t

0

237.40 t
###

0.00 t

237.40 t

0.00 t

0.00 t

計画の実施状況

有償物量

直接 及び 自ら
中間処理した後の

処理委託量

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量

自ら中間処理した後
再生利用した量

①排出量

②＋⑧自ら再生利用を
行った量

⑭熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への処理
委託量

⑩全処理委託量

⑪優良認定処理業者への
処理委託量

⑫再生利用業者への
処理委託量

⑬熱回収認定業者への
処理委託量

③＋⑨自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行った量

⑤自ら熱回収を行った量

（産業廃棄物の種類：

(第
２

面
）

動植物性残さ

④のうち熱回収
を行った量

⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量

237.40 t

⑩のうち優良認定処理
業者への処理委託量

109.02 t

不要物等
発生量

自ら直接
再生利用した量

項目 自ら中間処理した量

自ら直接埋立処分又は
海洋投入処分した量

⑦自ら中間処理により
減量した量

①

②

③

⑪

④

⑩

⑭

⑬

⑫

⑧

⑨⑥

⑦⑤



）

排出量

564.6 t

実績値
自ら中間処理した

後の残さ量
⑩のうち再生利用

業者への処理委託量

564.6 t

0.0 t

0.0 t

自ら中間処理に
より減量した量

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

0.0 t 0.0 t

0.0 t

0

564.6 t
###

564.6 t

0.0 t

0.0 t

0.0 t

（産業廃棄物の種類：

(第
２

面
）

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量

自ら直接埋立処分又は
海洋投入処分した量

直接 及び 自ら
中間処理した後の

処理委託量

不要物等
発生量

項目

廃プラスチック類

⑤自ら熱回収を行った量

計画の実施状況

有償物量

自ら直接
再生利用した量

自ら中間処理した後
再生利用した量

③＋⑨自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行った量

564.6 t

自ら中間処理した量

⑦自ら中間処理により
減量した量

①排出量

②＋⑧自ら再生利用を
行った量

④のうち熱回収
を行った量

⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量

564.6 t

⑩のうち優良認定処理
業者への処理委託量

⑭熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への処理
委託量

⑩全処理委託量

⑪優良認定処理業者への
処理委託量

⑫再生利用業者への
処理委託量

⑬熱回収認定業者への
処理委託量

①

②

③

⑪

④

⑩

⑭

⑬

⑫

⑧

⑨⑥

⑦⑤



）

排出量

7.3 t

実績値
自ら中間処理した

後の残さ量
⑩のうち再生利用

業者への処理委託量

7.3 t 7.3 t

0.0 t

0.0 t

自ら中間処理に
より減量した量

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

0.0 t 0.0 t

0.0 t

0

7.3 t
7

0.0 t

7.3 t

0.0 t

0.0 t

計画の実施状況

有償物量

直接 及び 自ら
中間処理した後の

処理委託量

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量

自ら中間処理した後
再生利用した量

①排出量

②＋⑧自ら再生利用を
行った量

⑭熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への処理
委託量

⑩全処理委託量

⑪優良認定処理業者への
処理委託量

⑫再生利用業者への
処理委託量

⑬熱回収認定業者への
処理委託量

③＋⑨自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行った量

⑤自ら熱回収を行った量

（産業廃棄物の種類：

(第
２

面
）

廃油

④のうち熱回収
を行った量

⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量

7.3 t

⑩のうち優良認定処理
業者への処理委託量

不要物等
発生量

自ら直接
再生利用した量

項目 自ら中間処理した量

自ら直接埋立処分又は
海洋投入処分した量

⑦自ら中間処理により
減量した量

①

②

③

⑪

④

⑩

⑭

⑬

⑫

⑧

⑨⑥

⑦⑤



）

排出量

232.4 t

実績値
自ら中間処理した

後の残さ量
⑩のうち再生利用

業者への処理委託量

232.4 t

0.0 t

0.0 t

自ら中間処理に
より減量した量

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

0.0 t 0.0 t

0.0 t

0

232.4 t
###

232.4 t

0.0 t

0.0 t

0.0 t

（産業廃棄物の種類：

(第
２

面
）

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量

自ら直接埋立処分又は
海洋投入処分した量

直接 及び 自ら
中間処理した後の

処理委託量

不要物等
発生量

項目

汚泥

⑤自ら熱回収を行った量

計画の実施状況

有償物量

自ら直接
再生利用した量

自ら中間処理した後
再生利用した量

③＋⑨自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行った量

232.4 t

自ら中間処理した量

⑦自ら中間処理により
減量した量

①排出量

②＋⑧自ら再生利用を
行った量

④のうち熱回収
を行った量

⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量

232.4 t

⑩のうち優良認定処理
業者への処理委託量

⑭熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への処理
委託量

⑩全処理委託量

⑪優良認定処理業者への
処理委託量

⑫再生利用業者への
処理委託量

⑬熱回収認定業者への
処理委託量

①

②

③

⑪

④

⑩

⑭

⑬

⑫

⑧

⑨⑥

⑦⑤



）

排出量

8.6 t

実績値
自ら中間処理した

後の残さ量
⑩のうち再生利用

業者への処理委託量

8.6 t 8.6 t

0.0 t

0.0 t

自ら中間処理に
より減量した量

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

0.0 t 0.0 t

0.0 t

0

8.6 t
9

0.0 t

8.6 t

0.0 t

0.0 t

計画の実施状況

有償物量

直接 及び 自ら
中間処理した後の

処理委託量

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量

自ら中間処理した後
再生利用した量

①排出量

②＋⑧自ら再生利用を
行った量

⑭熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への処理
委託量

⑩全処理委託量

⑪優良認定処理業者への
処理委託量

⑫再生利用業者への
処理委託量

⑬熱回収認定業者への
処理委託量

③＋⑨自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行った量

⑤自ら熱回収を行った量

（産業廃棄物の種類：

(第
２

面
）

金属くず

④のうち熱回収
を行った量

⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量

8.6 t

⑩のうち優良認定処理
業者への処理委託量

不要物等
発生量

自ら直接
再生利用した量

項目 自ら中間処理した量

自ら直接埋立処分又は
海洋投入処分した量

⑦自ら中間処理により
減量した量

①

②

③

⑪

④

⑩

⑭

⑬

⑫

⑧

⑨⑥

⑦⑤



）

排出量

3.6 t

実績値
自ら中間処理した

後の残さ量
⑩のうち再生利用

業者への処理委託量

3.6 t

0.0 t

0.0 t

自ら中間処理に
より減量した量

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

0.0 t 0.0 t

0.0 t

0

3.6 t
4

3.6 t

0.0 t

0.0 t

0.0 t

（産業廃棄物の種類：

(第
２

面
）

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量

自ら直接埋立処分又は
海洋投入処分した量

直接 及び 自ら
中間処理した後の

処理委託量

不要物等
発生量

項目

その他混合廃棄物

⑤自ら熱回収を行った量

計画の実施状況

有償物量

自ら直接
再生利用した量

自ら中間処理した後
再生利用した量

③＋⑨自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行った量

3.6 t

自ら中間処理した量

⑦自ら中間処理により
減量した量

①排出量

②＋⑧自ら再生利用を
行った量

④のうち熱回収
を行った量

⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量

3.6 t

⑩のうち優良認定処理
業者への処理委託量

⑭熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への処理
委託量

⑩全処理委託量

⑪優良認定処理業者への
処理委託量

⑫再生利用業者への
処理委託量

⑬熱回収認定業者への
処理委託量

①

②

③

⑪

④

⑩

⑭

⑬

⑫

⑧

⑨⑥

⑦⑤



）

排出量

0.2 t

実績値
自ら中間処理した

後の残さ量
⑩のうち再生利用

業者への処理委託量

0.2 t

0.0 t

0.0 t

自ら中間処理に
より減量した量

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

0.0 t 0.0 t

0.0 t

0

0.2 t
0

0.2 t

0.0 t

0.0 t

0.0 t

計画の実施状況

有償物量

直接 及び 自ら
中間処理した後の

処理委託量

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量

自ら中間処理した後
再生利用した量

①排出量

②＋⑧自ら再生利用を
行った量

⑭熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への処理
委託量

⑩全処理委託量

⑪優良認定処理業者への
処理委託量

⑫再生利用業者への
処理委託量

⑬熱回収認定業者への
処理委託量

③＋⑨自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行った量

⑤自ら熱回収を行った量

（産業廃棄物の種類：

(第
２

面
）

廃乾電池

④のうち熱回収
を行った量

⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量

0.2 t

0.2 t

⑩のうち優良認定処理
業者への処理委託量

不要物等
発生量

自ら直接
再生利用した量

項目 自ら中間処理した量

自ら直接埋立処分又は
海洋投入処分した量

⑦自ら中間処理により
減量した量

①

②

③

⑪

④

⑩

⑭

⑬

⑫

⑧

⑨⑥

⑦⑤



）

排出量

0.0 t

実績値
自ら中間処理した

後の残さ量
⑩のうち再生利用

業者への処理委託量

0.0 t 0.0 t

0.0 t

0.0 t

自ら中間処理に
より減量した量

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

0.0 t 0.0 t

0.0 t

0

0.0 t
0

0.0 t

0.0 t

0.0 t

0.0 t

（産業廃棄物の種類：

(第
２

面
）

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量

自ら直接埋立処分又は
海洋投入処分した量

直接 及び 自ら
中間処理した後の

処理委託量

不要物等
発生量

項目

蛍光灯類

⑤自ら熱回収を行った量

計画の実施状況

有償物量

自ら直接
再生利用した量

自ら中間処理した後
再生利用した量

③＋⑨自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行った量

0.0 t

自ら中間処理した量

⑦自ら中間処理により
減量した量

①排出量

②＋⑧自ら再生利用を
行った量

④のうち熱回収
を行った量

⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量

⑩のうち優良認定処理
業者への処理委託量

⑭熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への処理
委託量

⑩全処理委託量

⑪優良認定処理業者への
処理委託量

⑫再生利用業者への
処理委託量

⑬熱回収認定業者への
処理委託量

①

②

③

⑪

④

⑩

⑭

⑬

⑫

⑧

⑨⑥

⑦⑤





































様式第二号の十四（第八条の十七の三関係）

特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書

千葉県知事　  熊谷　俊人　殿

提出者 274-8601

住所

法人名 住友大阪セメント株式会社

代表者 高機能品事務所長 井賀　智

 （法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

電話番号 047-457-0350

事  業  場  の  名  称 住友大阪セメント株式会社　市川事業所

事 業 場 の 所 在 地

事   業   の   種   類 大分類 製造業 中分類 窯業・土石製品製造業

から

　特別管理産業廃棄物処理計画における目標値

項目 目標値 項目 目標値

排出量 42.8 t 全処理委託量 42.8 t

0 t 42.8 t

0 t 0 t

0 t 0 t

0 t 0 t

電子情報処理組織の使用に関する事項

特別管理産業廃棄物排出量 61.2 ｔ
（ポリ塩化ビフェニル廃棄物を除く。） 40.02 ｔ

（電子情報処理組織の使用に関して実施した取組）

（第1面）

令和7年6月26日

千葉県船橋市豊富町585番地

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の２第11項の規定に基づき、令和 6 年度の特別
管理産業廃棄物処理計画の実施状況を報告します。

千葉県市川市二俣新町22－1

特別管理産業廃棄物処理
計画における計画期間

令和6年4月1日 令和7年3月31日

自ら再生利用を行う特別
管理産業廃棄物の量

優良認定処理業者
への処理委託量

自ら熱回収を行う特別管
理産業廃棄物の量

再生利用業者への
処理委託量

自ら中間処理により減量
する特別管理産業廃棄物
の量

認定熱回収業者へ
の処理委託量

自ら埋立処分を行う特別
管理産業廃棄物の量

認定熱回収業者以
外の熱回収を行う業
者への処理委託量

全前年度（令和5年度）

前年度（令和6年度）

 (日本産業規格　Ａ列4番）



N0.1

計画の実施状況 （特別管理産業廃棄物の種類： 廃油（引火性） ）

有償物量

0.0 t 0.0 t

①排出量

8.6t 0.0 t

項目 実績値

①排出量 8.6 t 0.0 t 0.0 t 0.0t 0.0 t

0.0 t

0.0 t

0.0 t 0.0 t 0.0 t 0.0 t

0.0 t

8.6 t

⑩全処理委託量 8.6 t

8.6 t

0.0 t 0.0 t

0.0 t 8.6 t

0.0 t

（第2面）　　　　　　　　　　　

不
要
物
等
発
生
量

②自ら直接再生利
用した量

⑧自ら中間処理した後再生
利用した量

③自ら直接埋立処
分した量

⑥自ら中間処理
した後の残さ量

⑨自ら中間処理した後自ら
埋立処分又は

海洋投入処分した量

⑫ ⑩のうち再生
利用業者への処

理委託量
④自ら中間処理した

量

②＋⑧自ら再生利用
を行った量

⑤自ら熱回収を行っ
た量

⑤ ④のうち熱回収を
行った量

⑦自ら中間処理
により減量した量

⑬ ⑩のうち熱回
収認定業者への

処理委託量

⑦自ら中間処理により
減量した量

⑩直接及び自ら中間処理し
た後の処理委託量

③＋⑨自ら埋立処分
又は海洋投入処分を
行った量

⑭ ⑩のうち熱回
収認定業者以外
の熱回収を行う
業者への処理委

託量
⑪優良認定処理業者
への処理委託量

⑫再生利用業者への
処理委託量

⑪ ⑩のうち優良認定処理業
者への処理委託量

⑬熱回収認定業者へ
の処理委託量

⑭熱回収認定業者以
外の熱回収を行う業
者への処理委託量



N0.2

計画の実施状況 （特別管理産業廃棄物の種類： 廃酸（強酸） ）

有償物量

0.0 t 0.0 t

①排出量

31.0t 0.0 t

項目 実績値

①排出量 31.0 t 0.0 t 0.0 t 0.0t 0.0 t

0.0 t

0.0 t

0.0 t 0.0 t 0.0 t 0.0 t

0.0 t

31.0 t

⑩全処理委託量 31.0 t

31.0 t

0.0 t 0.0 t

0.0 t 31.0 t

0.0 t

（第2面）　　　　　　　　　　　

不
要
物
等
発
生
量

②自ら直接再生利
用した量

⑧自ら中間処理した後再生
利用した量

③自ら直接埋立処
分した量

⑥自ら中間処理
した後の残さ量

⑨自ら中間処理した後自ら
埋立処分又は

海洋投入処分した量

⑫ ⑩のうち再生
利用業者への処

理委託量
④自ら中間処理した

量

②＋⑧自ら再生利用
を行った量

⑤自ら熱回収を行っ
た量

⑤ ④のうち熱回収を
行った量

⑦自ら中間処理
により減量した量

⑬ ⑩のうち熱回
収認定業者への

処理委託量

⑦自ら中間処理により
減量した量

⑩直接及び自ら中間処理し
た後の処理委託量

③＋⑨自ら埋立処分
又は海洋投入処分を
行った量

⑭ ⑩のうち熱回
収認定業者以外
の熱回収を行う
業者への処理委

託量
⑪優良認定処理業者
への処理委託量

⑫再生利用業者への
処理委託量

⑪ ⑩のうち優良認定処理業
者への処理委託量

⑬熱回収認定業者へ
の処理委託量

⑭熱回収認定業者以
外の熱回収を行う業
者への処理委託量



N0.3

計画の実施状況 （特別管理産業廃棄物の種類：廃酸（強酸）（基準値を超える有害物質を含むもの））

有償物量

0.0 t 0.0 t

①排出量

0.1t 0.0 t

項目 実績値

①排出量 0.1 t 0.0 t 0.0 t 0.0t 0.0 t

0.0 t

0.0 t

0.0 t 0.0 t 0.0 t 0.0 t

0.0 t

0.1 t

⑩全処理委託量 0.1 t

0.1 t

0.0 t 0.0 t

0.0 t 0.1 t

0.0 t

（第2面）　　　　　　　　　　　

不
要
物
等
発
生
量

②自ら直接再生利
用した量

⑧自ら中間処理した後再生
利用した量

③自ら直接埋立処
分した量

⑥自ら中間処理
した後の残さ量

⑨自ら中間処理した後自ら
埋立処分又は

海洋投入処分した量

⑫ ⑩のうち再生
利用業者への処

理委託量
④自ら中間処理した

量

②＋⑧自ら再生利用
を行った量

⑤自ら熱回収を行っ
た量

⑤ ④のうち熱回収を
行った量

⑦自ら中間処理
により減量した量

⑬ ⑩のうち熱回
収認定業者への

処理委託量

⑦自ら中間処理により
減量した量

⑩直接及び自ら中間処理し
た後の処理委託量

③＋⑨自ら埋立処分
又は海洋投入処分を
行った量

⑭ ⑩のうち熱回
収認定業者以外
の熱回収を行う
業者への処理委

託量
⑪優良認定処理業者
への処理委託量

⑫再生利用業者への
処理委託量

⑪ ⑩のうち優良認定処理業
者への処理委託量

⑬熱回収認定業者へ
の処理委託量

⑭熱回収認定業者以
外の熱回収を行う業
者への処理委託量



N0.4

計画の実施状況 （特別管理産業廃棄物の種類：汚泥（基準値を超える有害物質を含むもの））

有償物量

0.0 t 0.0 t

①排出量

0.3t 0.0 t

項目 実績値

①排出量 0.3 t 0.0 t 0.0 t 0.0t 0.0 t

0.0 t

0.0 t

0.0 t 0.0 t 0.0 t 0.0 t

0.0 t

0.3 t

⑩全処理委託量 0.3 t

0.3 t

0.0 t 0.0 t

0.0 t 0.3 t

0.0 t

（第2面）　　　　　　　　　　　

不
要
物
等
発
生
量

②自ら直接再生利
用した量

⑧自ら中間処理した後再生
利用した量

③自ら直接埋立処
分した量

⑥自ら中間処理
した後の残さ量

⑨自ら中間処理した後自ら
埋立処分又は

海洋投入処分した量

⑫ ⑩のうち再生
利用業者への処

理委託量
④自ら中間処理した

量

②＋⑧自ら再生利用
を行った量

⑤自ら熱回収を行っ
た量

⑤ ④のうち熱回収を
行った量

⑦自ら中間処理
により減量した量

⑬ ⑩のうち熱回
収認定業者への

処理委託量

⑦自ら中間処理により
減量した量

⑩直接及び自ら中間処理し
た後の処理委託量

③＋⑨自ら埋立処分
又は海洋投入処分を
行った量

⑭ ⑩のうち熱回
収認定業者以外
の熱回収を行う
業者への処理委

託量
⑪優良認定処理業者
への処理委託量

⑫再生利用業者への
処理委託量

⑪ ⑩のうち優良認定処理業
者への処理委託量

⑬熱回収認定業者へ
の処理委託量

⑭熱回収認定業者以
外の熱回収を行う業
者への処理委託量



 

(第3面）
備考 
１ 翌年度の６月30日までに提出すること。 
２ 「事業の種類」の欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。 
３ 「特別管理産業廃棄物処理計画における目標値」の欄には、項目ごとに、特別管理産業廃棄物処理計画に記載
した目標値を記入すること。 
４ 第２面には、前年度の特別管理産業廃棄物の処理に関して、①～⑭の欄のそれぞれに、(1)から(14)に掲げる量
を記入すること。 
(1) ①欄 当該事業場において生じた特別管理産業廃棄物の量 
(2) ②欄 (1)の量のうち、中間処理をせず直接自ら再生利用した量 
(3) ③欄 (1)の量のうち、中間処理をせず直接自ら埋立処分した量 
(4) ④欄 (1)の量のうち、自ら中間処理をした特別管理産業廃棄物の当該中間処理前の量 
(5) ⑤欄 (4)の量のうち、熱回収を行った量 
(6) ⑥欄 自ら中間処理をした後の量  
(7) ⑦欄 (4)の量から(6)の量を差し引いた量 
(8) ⑧欄 (6)の量のうち、自ら利用し、又は他人に売却した量 
(9) ⑨欄 (6)の量のうち、自ら埋立処分又は海洋投入処分した量 
(10) ⑩欄 中間処理及び最終処分を委託した量 
(11) ⑪欄 (10)の量のうち、優良認定処理業者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（以下「令」という。）第
6条の11第2号に該当する者）への処理委託量 
(12) ⑫欄 (10)の量のうち、処理業者への再生利用委託量 
(13) ⑬欄  (10)の量のうち、認定熱回収施設設置者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の3の3第1項の
認定を受けた者）である処理業者への焼却処理委託量 
(14) ⑭欄  (10)の量のうち、認定熱回収施設設置者以外の熱回収を行っている処理業者への焼却処理委託量 
５ 第２面の左下の表には、項目ごとに、特別管理産業廃棄物処理計画に記載したそれぞれの実績値を記入するこ
と。 
６ 特別管理産業廃棄物の種類が２以上あるときは、特別管理産業廃棄物の種類ごとに、第２面の例により特別管
理産業廃棄物処理計画の実施状況を明らかにした書面を作成し、当該書面を添付すること。 
７ 「電子情報処理組織の使用に関する事項」の欄には、前々年度及び前年度における特別管理産業廃棄物の排
出量（ポリ塩化ビフェニル廃棄物（令第２条の４第５号イからハまでに掲げるものをいう。）を除く。）並びに電子情報
処理組織使用義務者にあっては前年度に実施した電子情報処理組織の使用に関する取組（情報処理センターへ
の登録が困難な場合として廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第８条の31の４に該当したときは、その
旨及び理由を含む。）について記入すること



 

 

様式第二号の十三(第八条の十七の二関係) 

(第１面) 

特別管理産業廃棄物処理計画書 

  令和 ７年 ６月 １３日 

千葉県知事  熊谷 俊人  様 

 

提出者 

住 所 千葉県市原市姉崎海岸５番地１ 

住友化学株式会社 千葉工場（姉崎地区） 

氏 名 常務執行役員千葉工場長 奥 憲章 

(法人にあっては、名称及び代表者の氏名) 

電話番号 ０４３６－６１－１３１９ 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 12条の２第 10項の規定に基づき、特別管理産業廃棄物の

減量その他その処理に関する計画を作成したので、提出します。 

事 業 場 の 名 称  住友化学株式会社 千葉工場（姉崎地区） 

事 業 場 の 所 在 地  千葉県市原市姉崎海岸５番地１ 

計 画 期 間  令和 ７年 ４月 １日 から 令和 ８年 ３月 ３１日 

当該事業場において現に行っている事業に関する事項 

 
① 事 業 の 種 類 大分類：製造業  中分類：化学工業 

② 事 業 の 規 模 前年度（令和６年度）の製造品出荷額 ７３６億円 

③ 従 業 員 数 ４２２名 （令和 ７年 ３月 １日時点） 

④特別管理産業廃棄物

の一連の処理の工程 
「別紙１のとおり」 

(日本産業業規格 Ａ列４番) 



　特別管理産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項

　特別管理産業廃棄物の処理の抑制に関する事項

【前年度（令和６年度）実績】 

　特別管理産業廃棄物の種類廃油（引火性） 合計

　排出量（ｔ） 1,294.5 1,294.5

【目標（令和７年度）】 　

　特別管理産業廃棄物の種類廃油（引火性） 合計

　排出量（ｔ） 1,300 1,300

　特別管理産業廃棄物の分別に関する事項

①現状

②計画

（分別している特別管理産業廃棄物の種類及び分別に関する取組）
　・工場の「廃棄物処理規則・要領」を定め、この中で、分類基準を作成し、廃棄物の性状、処理方法に応じた分類を実施している。
　　これにより、工場内で発生する全ての廃棄物は登録（番号付け）され、リスト化して管理している。
　・全ての特別管理産業廃棄物について、管理体制（分析による分別等）を徹底し、法的に有効な保管場所を定めている。
　・不用物となった高濃度ＰＣＢ機器（安定器）について、専門業者に依頼し、減量化を行っている。

（今後分別する予定の特別管理産業廃棄物の種類及び分別に関する取組）
　・今後もこれまでの取組みを継続する。

（管理体制図）
　「別紙２のとおり」

(第２面)

①現状 （これまでに実施した取組）
　・1997.6.26付でISO14001の認証を取得し、毎年度、「環境管理実施計画」を作成している。
　　また、この中で廃棄物の減量化、排出抑制及び有効利用の推進を行っている。
　・ISO14001の取組みを継続し、「環境管理実施計画」を作成し、確実に実施。
　　取組状況は、実績評価を２回／年実施し、進捗度管理を行ない、次年度計画に反映させている。

（今後実施する予定の取組）
　・今後もこれまでの取組みを継続する。

②計画



　自ら行なう特別管理産業廃棄物の再生利用に関する事項

【前年度（令和６年度）実績】 

　特別管理産業廃棄物の種類廃油（引火性） 合計

0 0

【目標（令和７年度）】 　　

　特別管理産業廃棄物の種類廃油（引火性） 合計

0 0

　自ら行なう特別管理産業廃棄物の中間処理に関する事項

【前年度（令和６年度）実績】 

　特別管理産業廃棄物の種類廃油（引火性） 合計

0 0

0 0

【目標（令和７年度）】 　

廃油（引火性） 合計

0 0

0 0

(第３面)

（今後実施する予定の取組）
　・予定なし。

②計画

①現状

自ら熱回収を行った特別管
理産業廃棄物の量
自ら中間処理により減量した
特別管理産業廃棄物の量
（これまでに実施した取組）
　・実績なし。

特別管理産業廃棄物の種類

自ら熱回収を行う特別管理
産業廃棄物の量
自ら中間処理により減量する
特別管理産業廃棄物の量

①現状

　（これまでに実施した取組）
　・実績なし。

　（今後実施する予定の取組）
　・予定なし。

自ら再生利用を行った特別
管理産業廃棄物の量（ｔ）

自ら再生利用を行った特別
管理産業廃棄物の量（ｔ）②計画



　自ら行なう特別管理産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する事項

【前年度（令和６年度）実績】 

　特別管理産業廃棄物の種類 廃油（引火性） 合計

0 0

【目標（令和７年度）】 　

廃油（引火性） 合計

0 0

　特別管産業廃棄物の処理の委託に関する事項

【前年度（令和６年度）実績】 

　特別管産業廃棄物の種類 廃油（引火性） 合計

　全処理委託量（ｔ） 1,294.5 1,294.5

優良認定処理業者への
処理委託量

123.0 123.0

再生利用業者への
処理委託量

76.6 76.6

認定熱回収業者への
処理委託量

45.4 45.4

認定熱回収業者以外の
熱回収を行う業者への
処理委託量

1.0 1.0

①現状

　　（これまでに実施した取組）
　・引火性廃油の委託は、焼却処理よりも、有効利用の中間処理（最終）業者の比率を高めてきている。
　・全ての特別管理産業廃棄物の処分委託は、埋立て処分ではない、有効利用の中間処理（最終）業者へ委託している。
　・焼却処理については、廃棄物処理法第３条の自己処理責任の精神により、工場構内に設置した焼却炉で処分することを原則とする。
　・既存の契約先への優良認定及び認定熱回収取得の働きかけ。
　・高度の再資源化技術を持つ委託先の開拓。

(第４面)

①現状

（これまでに実施した取組）
　・昭和６２年に設置届を提出し、遮断型最終処分場を保有しているが、平成１２年度以降埋立実績はありません。

（今後実施する予定の取組）
　・予定なし。

自ら埋立処分又は海洋投入処分
を行った特別管理産業廃棄物の

特別管理産業廃棄物の種類

自ら埋立処分又は海洋投入処分
を行う特別管理産業廃棄物の量②計画



　【目標（令和７年度）】

　産業廃棄物の種類 廃油（引火性） 合計

　全処理委託量 1,300 1,300

優良認定処理業者への
処理委託量

160 160

再生利用業者への
処理委託量

80 80

認定熱回収業者への
処理委託量

90 90

認定熱回収業者以外の
熱回収を行う業者への
処理委託量

2 2

※事務処理欄

１，３７５.５ ｔ

（今後実施する予定の取組等）
　・現状、100％電子マニフェスト化している。今後も100％電子マニフェスト化を継続する。

(第５面)

②計画

（今後実施する予定の取組）
　・これまでに実施してきた取組み（優良評価委託先の優先、認定熱回収業者の優先、再利用・再資源化優先、分別徹底、減量化等）の継続。

電子情報処理組織の使用に関する事項

　【前年度（令和６年度）実績】

特別管理産業廃棄物排出量
（ポリ塩化ビフェニル廃棄物を除く。）



 

 

（第６面） 

備考 

１  前年度の特別管理産業廃棄物の発生量が50トン以上の事業場ごとに１枚作成すること。 

２ 当該年度の６月30日までに提出すること。 

３ 「当該事業場において現に行っている事業に関する事項」の欄は、以下に従って記入すること。 

 (1)①欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。 

 (2)②欄には、製造業の場合における製造品出荷額（前年度実績）、建設業の場合における元請完成工

事高（前年度実績）、医療機関の場合における病床数（前年度末時点）等の業種に応じ事業規模が

分かるような前年度の実績を記入すること。 

 (3)④欄には、当該事業場において生ずる特別管理産業廃棄物についての発生から最終処分が終了す

るまでの一連の処理の工程（当該処理を委託する場合は、委託の内容を含む。）を記入すること。 

４ 「自ら行う特別管理産業廃棄物の中間処理に関する事項」の欄には、特別管理産業廃棄物の種類

ごとに、自ら中間処理を行うに際して熱回収を行った場合における熱回収を行った特別管理産業廃

棄物の量と、自ら中間処理を行うことによって減量した量について、前年度の実績、目標及び取組

を記入すること。 

５ 「自ら行う特別管理産業廃棄物の埋立処分に関する事項」の欄には、特別管理産業廃棄物の種類

ごとに、埋立処分した量を記入すること。なお、中間処理を行うことにより特別管理産業廃棄物に

該当しなくなった産業廃棄物を海洋投入処分するときは、その量も含めて記入すること。 

 ６ 「特別管理産業廃棄物の処理の委託に関する事項」の欄には、特別管理産業廃棄物の種類ごと

に、全処理委託量を記入するほか、その内数として、優良認定処理業者（廃棄物の処理及び清掃に

関する法律施行令（以下「令」という。）第６条の14第２号に該当する者）への処理委託量、処理

業者への再生利用委託量、認定熱回収施設設置者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の３

の３第１項の認定を受けた者）である処理業者への焼却処理委託量及び認定熱回収施設設置者以外

の熱回収を行っている処理業者への焼却処理委託量について、前年度実績、目標及び取組を記入す

ること。 

 ７ 「電子情報処理組織の使用に関する事項」の欄には、前年度の特別管理産業廃棄物の全発生量

（ポリ塩化ビフェニル廃棄物（令第２条の４第５号イからハまでに掲げるものをいう。）を除く。）

を記入すること。その量が50トン以上の者にあっては、今後の電子情報処理組織の使用に関する取

組等（情報処理センターへの登録が困難な場合として廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則

第８条の31の４に該当するときは、その旨及び理由を含む。）について記入すること。 

 ８ それぞれの欄に記入すべき事項の全てを記入することができないときは、当該欄に「別紙のとお

り」と記入し、当該欄に記入すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、特別管理産業廃棄

物の種類が３以上あるときは、前年度実績及び目標の欄に「別紙のとおり」と記入し、当該欄に記

入すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、それぞれの欄に記入すべき事項がないとき

は、「―」を記入すること。 

９ ※欄は記入しないこと。 

 



別紙１　　産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物の一連の処理工程（姉崎地区）

※　･･･　特別管理産業廃棄物

建設資材化

燃料化（再生油）

建設資材化

ガス化、建設資材化

資材化（盛土材）

建設資材化

建設資材化

建設資材化

再生化（スクラップ）

ペレット化、燃料化（RPF）

燃料化（再生油）

排水処理

委託処理各所 汚泥

委託処理
混練、固化（最終）

各所 ※ 引火性廃油
委託処理

混合エマルジョン、油水分離（最終）

各所 廃プラ類

委託処理
焼却溶融（最終）

※ 強アルカリ
委託処理

中和、混合エマルジョン、油水分離（最終）

各所 金属くず

2次委託処理
溶融、造粒固化（最終）

委託処理
切断、破砕（中間）

委託処理
破砕、切断（中間）

２次委託処理
焼却、溶融（最終）

２次委託処理
焼却、溶融（最終）

廃油

※ 廃油（有害）

※ 強酸

廃アルカリ

廃酸

各所

混合廃棄物

委託処理
焼却（中間）

２次委託処理
焼却、溶融（最終）

委託処理
焼却（中間）

２次委託処理
焼却、溶融（最終）



別紙２　　　管理体制図　　住友化学㈱千葉工場

※Ｔ＝チーム、ＴＬ＝チームリーダー

統括責任者 工場長

副工場長

工場レスポンシブルケア委員会

環境・安全部 動力用役部 各製造部 工務部 生産管理部 総務部／業務部 研究所

環境Ｔ

廃棄物担当者

（処理計画担当部署）

廃棄物責任者

環境ＴＬ

各Ｔ

廃棄物担当者

廃棄物責任者

各ＴＬ

各Ｔ

廃棄物担当者

廃棄物責任者

各ＴＬ

各Ｔ

廃棄物担当者

廃棄物責任者

各ＴＬ

各Ｔ

廃棄物担当者

廃棄物責任者

各ＴＬ

各課

廃棄物担当者

廃棄物責任者

各課長

各課

廃棄物担当者

廃棄物責任者

各課長



様式第二号の十四（第八条の十七の三関係）

千葉県知事　  熊谷　俊人 殿

　　　　　　　　　　　　提出者

　　　　　　　　　　　　　　　住　所　千葉県市原市姉崎海岸５番地１

　　　　　　　　　　　　　　　            住友化学株式会社 千葉工場（姉崎地区）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 （法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

　　　　　　　　　　　　　　　電話番号 ０４３６－６１－１３１９

　　

項目 目標値 項目 目標値

排 出 量 1500.0 t 全 処 理 委 託 量 1500.0 t

自 ら 再 生 利 用 を 行 う
特別管理産業廃棄物の量

0.0 t
優 良 認 定 処 理 業 者 へ の
処 理 委 託 量

200.0 t

自 ら 熱 回 収 を 行 う
特別管理産業廃棄物の量

0.0 t
再 生 利 用 業 者 へ の
処 理 委 託 量

90.0 t

自ら中間処理により減量する
特 別 管 理 産 業 廃 棄 物 の 量

0.0 t
認 定 熱 回 収 業 者 へ の
処 理 委 託 量

100.0 t

自 ら 埋 立 処 分
を 行 う
特別管理産業廃棄物の量

0.0 t
認 定 熱 回 収 業 者 以 外 の
熱 回 収 を 行 う 業 者 へ の
処 理 委 託 量

2.0 t

前々年度（令和5年度） 1375.5 t

前 年 度（令和6年度） 1294.5 t

事 業 場 の 所 在 地 　千葉県市原市姉崎海岸５番地１

　住友化学株式会社 千葉工場（姉崎地区）

（第1面）

事 業 場 の 名 称

令和 ７年 ６月 １３日

特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書

　産業廃棄物処理計画の実施状況を報告します。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の２第11項の規定に基づき、令和6年度の特別管理

氏  名　常務執行役員千葉工場長　　奥　憲章

事 業 の 種 類 　大分類：製造業　　中分類：化学工業

特別管理産業廃棄物処理計画
に お け る 計 画 期 間

　令和６年４月１日　～　令和７年３月３１日

 (日本産業規格　Ａ列4番）

　特別管理産業廃棄物処理計画における目標値

※事務処理欄

（電子情報処理組織の使用に関して実施した取組）

現状、100％電子マニフェスト化している。

特別管理産業廃棄物排出量

（ポリ塩化ビフェニル廃棄物を除く。）

　電子情報処理組織の使用に関する事項



）

排出量

1294.5 t

実績値
自ら中間処理した

後の残さ量
⑩のうち再生利用

業者への処理委託量

1294.5 t 0.0 t 76.6 t

0.0 t

0.0 t

自ら中間処理に
より減量した量

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

0.0 t 0.0 t 45.4 t

0.0 t

0

1294.5 t
###

123.0 t

76.6 t 1.0 t

45.4 t

1.0 t

③＋⑨自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行った量

⑤自ら熱回収を行った量

（特別管理産業廃棄物の種類：
(第

２
面

）
廃油（引火性）

④のうち熱回収
を行った量

⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量

123.0 t

1294.5 t

⑩のうち優良認定処理
業者への処理委託量

0.0 t

不要物等
発生量

自ら直接
再生利用した量

⑭熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への処理
委託量

⑩全処理委託量

⑪優良認定処理業者への
処理委託量

⑫再生利用業者への
処理委託量

⑬熱回収認定業者への
処理委託量

計画の実施状況

有償物量

直接 及び 自ら
中間処理した後の

処理委託量

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量

0.0 t

自ら中間処理した後
再生利用した量

0.0 t 0.0 t

①排出量

②＋⑧自ら再生利用を
行った量

0.0 t

項目 自ら中間処理した量

0.0 t

自ら直接埋立処分又は
海洋投入処分した量

⑦自ら中間処理により
減量した量

①

②

③

⑪

④

⑩

⑭

⑬

⑫

⑧

⑨⑥

⑦⑤



(第３面)

備考

１　翌年度の６月30日までに提出すること。

２　「事業の種類」の欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。

３　「特別管理産業廃棄物処理計画における目標値」の欄には、項目ごとに、特別管理産業廃
棄物処理計画に記載した目標値を記入すること。

４　第２面には、前年度の特別管理産業廃棄物の処理に関して、①～⑭の欄のそれぞれに、(1)
から(14)に掲げる量を記入すること。

(1) ①欄　当該事業場において生じた特別管理産業廃棄物の量

(2) ②欄　(1)の量のうち、中間処理をせず直接自ら再生利用した量

(3) ③欄　(1)の量のうち、中間処理をせず直接自ら埋立処分した量

(4) ④欄　(1)の量のうち、自ら中間処理をした特別管理産業廃棄物の当該中間処理前の量

(5) ⑤欄　(4)の量のうち、熱回収を行った量

(6) ⑥欄　自ら中間処理をした後の量

(7) ⑦欄　(4)の量から(6)の量を差し引いた量

(8) ⑧欄　(6)の量のうち、自ら利用し、又は他人に売却した量

(9) ⑨欄　(6)の量のうち、自ら埋立処分又は海洋投入処分した量

(10) ⑩欄　中間処理及び最終処分を委託した量

(11) ⑪欄　(10)の量のうち、優良認定処理業者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令
（以下「令」という。）第6条の11第2号に該当する者）への処理委託量

(12) ⑫欄　(10)の量のうち、処理業者への再生利用委託量

(13) ⑬欄  (10)の量のうち、認定熱回収施設設置者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律第
15条の3の3第1項の認定を受けた者）である処理業者への焼却処理委託量

(14) ⑭欄  (10)の量のうち、認定熱回収施設設置者以外の熱回収を行っている処理業者への
焼却処理委託量

５　第２面の左下の表には、項目ごとに、特別管理産業廃棄物処理計画に記載したそれぞれの
実績値を記入すること。

６　特別管理産業廃棄物の種類が２以上あるときは、特別管理産業廃棄物の種類ごとに、第２
面の例により特別管理産業廃棄物処理計画の実施状況を明らかにした書面を作成し、当該書面
を添付すること。

７　「電子情報処理組織の使用に関する事項」の欄には、前々年度及び前年度における特別管
理産業廃棄物の排出量（ポリ塩化ビフェニル廃棄物（令第２条の４第５号イからハまでに掲げ
るものをいう。）を除く。）並びに電子情報処理組織使用義務者にあっては前年度に実施した
電子情報処理組織の使用に関する取組（情報処理センターへの登録が困難な場合として廃棄物
の処理及び清掃に関する法律施行規則第８条の31の４に該当したときは、その旨及び理由を含
む。）について記入すること。

８　※欄は記入しないこと。



 

 

様式第二号の八(第八条の四の五関係) 

(第１面) 

産業廃棄物処理計画書 

   令和 ７年 ６月 １３日 

千葉県知事  熊谷 俊人 様 

 

提出者 

住  所 千葉県袖ケ浦市北袖９番地１ 

住友化学株式会社 千葉工場（袖ケ浦地区） 

氏  名 常務執行役員千葉工場長 奥 憲章 

電話番号 ０４３８－６３－１２１２ 

 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 12条第９項の規定に基づき、産業廃棄物の減量その他 

その処理に関する計画を作成したので、提出します。 

事 業 場 の 名 称  住友化学株式会社 千葉工場（袖ケ浦地区） 

事 業 場 の 所 在 地  千葉県袖ケ浦市北袖９番地１ 

計 画 期 間  令和 ７年 ４月 １日 から 令和 ８年 ３月 ３１日 

当該事業場において現に行っている事業に関する事項 

 
① 事 業 の 種 類 

大分類：製造業  中分類：化学工業 

小分類：有機化学工業製品製造業 

② 事 業 の 規 模 前年度（令和６年度）の製造品出荷額 １，６９８億円 

③ 従 業 員 数 ８１３名 （令和 ７年 ３月 １日時点） 

④産業廃棄物の一連

の処理の工程 
「別紙１のとおり」 

(日本産業規格 Ａ列４番) 



　産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項

　産業廃棄物の処理の抑制に関する事項

【前年度（令和６年度）実績】 

　産業廃棄物の種類 汚泥 廃油 廃酸 廃ｱﾙｶﾘ 廃プラ類 木くず 金属くず ガラ陶屑 混合 水銀製品 石綿含有 廃電池類 燃え殻 合計

　排出量（ｔ） 3,918.9 3,445.3 0.001 0.0 785.2 268.9 0.001 132.3 21.0 1.2 0.0 0.8 0.0 8,573.6

　【目標（令和７年度）】

　産業廃棄物の種類 汚泥 廃油 廃酸 廃ｱﾙｶﾘ 廃プラ類 木くず 金属くず ガラ陶屑 混合 水銀製品 石綿含有 廃電池類 燃え殻 合計

　排出量（ｔ） 3,800 3,300 1 1 600 250 1 130 20 1 10 1 57 8,172

　産業廃棄物の分別に関する事項

①現状

②計画

（分別している産業廃棄物の種類及び分別に関する取組）
　・廃プラスチック類（フレコン、パレット等）、金属屑、ガラ陶など各所で発生する不要物については、直接廃棄ではなく、
　　一度敷地内のリサイクルセンター（集積場）に持込み、再利用品及び有償品と廃棄物に分別（選別）した後、廃棄するようにしている。
　・有償・逆有償問わず、売却にも柔軟に対応し、廃棄物減少に努めている。

（今後分別する予定の産業廃棄物の種類及び分別に関する取組）
　・今後もこれまでの取組みを継続する。

（管理体制図）
　「別紙２のとおり」

(第２面)

①現状

（これまでに実施した取組）
　・汚でい、廃プラ類を焼却処理する場合は、燃えガラ等の残渣をすべて有効利用できる中間処理（最終）業者に委託している（埋立処分はゼロ）。
　・廃プラスチック類の委託は、有効利用に転化する中間処理（最終）業者を優先している。
　・廃油の委託は、焼却処理よりも有効利用（再生油等）に転化する中間処理（最終）業者を優先している。
　・生産調整を目的に一部の工場（製造プラント）を計画停止し、汚泥等の発生量を削減した。
　・ポリエチレン製造工場のグレード変更回数を最小化し、廃プラスチック類の発生量を削減した。
　・老朽化設備の計画更新や保守点検を強化し、設備トラブルに起因する産業廃棄物の発生量を削減した。
　・運転管理の強化や運転技能教育を強化しミスオペに起因する産業廃棄物の発生量を削減した。
　・品質管理に係わる教育や監査を強化し品質トラブルに起因する産業廃棄物の発生量を削減した。
　・樹脂ペレットの輸送方法をフレコンバッグからローリーや専用貨車に振り替え廃フレコンの発生量を削減した。
　・各種産廃：品質、保安、環境のマネジメントシステムを有効活用し産廃削減を推進（ミスオペ、設備トラブル等に起因する産廃発生の抑制）。
　・廃触媒：製造プラントの反応条件やプロセスの安定制御等により、触媒寿命を延長させ産業廃棄物の発生量を削減している。
　・汚泥：洗浄工程の排水再使用を強化し汚染水の排水処理に伴う汚泥発生量を削減している。
　・廃油（一般）：設備の計画的な老朽化更新、及び潤滑油不要の回転機器へ転化等で廃油発生量を削減している。

（今後実施する予定の取組）
　・今後もこれまでの取組みを継続する。
　・廃プラスチック類：ケミカルリサイクルにて、廃プラスチック類発生量を削減する。

②計画



　自ら行なう産業廃棄物の再生利用に関する事項

【前年度（令和６年度）実績】 

　産業廃棄物の種類 汚泥 廃油 廃酸 廃ｱﾙｶﾘ 廃プラ類 木くず 金属くず ガラ陶屑 混合 水銀製品 石綿含有 廃電池類 燃え殻 合計

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

　【目標（令和７年度）】

　産業廃棄物の種類 汚泥 廃油 廃酸 廃ｱﾙｶﾘ 廃プラ類 木くず 金属くず ガラ陶屑 混合 水銀製品 石綿含有 廃電池類 燃え殻 合計

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

　自ら行なう産業廃棄物の中間処理に関する事項

【前年度（令和６年度）実績】 

　産業廃棄物の種類 汚泥 廃油 廃酸 廃ｱﾙｶﾘ 廃プラ類 木くず 金属くず ガラ陶屑 混合 水銀製品 石綿含有 廃電池類 燃え殻 合計

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

　【目標（令和７年度）】

汚泥 廃油 廃酸 廃ｱﾙｶﾘ 廃プラ類 木くず 金属くず ガラ陶屑 混合 水銀製品 石綿含有 廃電池類 燃え殻 合計

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(第３面)

　（今後実施する予定の取組）
　・予定なし

②計画

①現状

自ら熱回収を行った産業廃
棄物の量
自ら中間処理により減量した
産業廃棄物の量
　（これまでに実施した取組）
　・実績なし

　産業廃棄物の種類

自ら熱回収を行う産業廃棄
物の量
自ら中間処理により減量する
産業廃棄物の量

①現状

　（これまでに実施した取組）
　・実績なし

　（今後実施する予定の取組）
　・予定なし

自ら再生利用を行った産業
廃棄物の量（ｔ）

自ら再生利用を行った産業
廃棄物の量（ｔ）②計画



　自ら行なう産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する事項

【前年度（令和６年度）実績】 

　産業廃棄物の種類 汚泥 廃油 廃酸 廃ｱﾙｶﾘ 廃プラ類 木くず 金属くず ガラ陶屑 混合 水銀製品 石綿含有 廃電池類 燃え殻 合計

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

　【目標（令和７年度）】

汚泥 廃油 廃酸 廃ｱﾙｶﾘ 廃プラ類 木くず 金属くず ガラ陶屑 混合 水銀製品 石綿含有 廃電池類 燃え殻 合計

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

　産業廃棄物の処理の委託に関する事項

【前年度（令和６年度）実績】 

　産業廃棄物の種類 汚泥 廃油 廃酸 廃ｱﾙｶﾘ 廃プラ類 木くず 金属くず ガラ陶屑 混合 水銀製品 石綿含有 廃電池類 燃え殻 合計

　全処理委託量（ｔ） 3,918.9 3,445.3 0.001 0.0 785.2 268.9 0.001 132.3 21.0 1.2 0.0 0.8 0.0 8,573.6

優良認定処理業者への
処理委託量

200.3 86.9 0.001 0.0 78.8 0.0 0.001 88.2 16.9 1.2 0.0 0.8 0.0 473.1

再生利用業者への
処理委託量

2.1 85.2 0.0 0.0 339.0 268.9 0.0 77.0 21.0 1.2 0.0 0.8 0.0 795.0

認定熱回収業者への
処理委託量

187.3 1.7 0.0 0.0 33.9 0.0 0.0 52.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 275.3

認定熱回収業者以外の
熱回収を行う業者への
処理委託量

2.4 0.1 0.0 0.0 0.3 0.0 0.001 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.7
①現状

（これまでに実施した取組）
　・産廃を焼却処理する場合は、その燃えガラ等を路盤材料等に転化する中間処理業者を優先。
　・廃プラ類の外部委託先は、固形燃料や再生に転化する中間処理（最終）業者を優先。
　・廃油の外部委託先は、焼却処理より、混合等で有効利用する中間処理（最終）業者を優先。
　・廃保温材やガラ陶の委託先は、埋立てではなく、溶融固化後、路盤材料に転化する中間処理（最終）業者を優先。
　・焼却処理については、廃棄物処理法第３条の自己処理責任の精神により、工場構内に設置した焼却炉で処分することを原則としている。
　・既存の契約先への優良認定及び認定熱回収取得の働きかけ。
　・高度の再資源化技術を持つ委託先の開拓。

(第４面)

①現状

（これまでに実施した取組）
　・実績なし。

（今後実施する予定の取組）
　・予定なし。

②計画

自ら埋立処分又は海洋投入処
分を行った産業廃棄物の量

　産業廃棄物の種類

自ら埋立処分又は海洋投入処
分を行う産業廃棄物の量



　【目標（令和７年度）】

　産業廃棄物の種類 汚泥 廃油 廃酸 廃ｱﾙｶﾘ 廃プラ類 木くず 金属くず ガラ陶屑 混合 水銀製品 石綿含有 廃電池類 燃え殻 合計

　全処理委託量 3,800 3,300 1 1 600 250 1 130 20 1 10 1 57 8,172

優良認定処理業者への
処理委託量

200 80 1 1 70 0 1 90 15 1 0 1 0 460

再生利用業者への
処理委託量

2 80 0 0 300 250 0 70 20 1 10 1 57 791

認定熱回収業者への
処理委託量

200 2 0 0 30 0 0 50 0 0 0 0 0 282

認定熱回収業者以外の
熱回収を行う業者への
処理委託量

2 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6

(第５面)

※事務処理欄

②計画

（今後実施する予定の取組）
　・これまでに実施してきた取組み（優良評価委託先の優先、認定熱回収業者の優先、再資源化優先、分別徹底、減量化等）を継続する。



 

 

（第６面） 

備考 

１  前年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン以上の事業場ごとに１枚作成すること。 

２ 当該年度の６月30日までに提出すること。 

３ 「当該事業場において現に行っている事業に関する事項」の欄は、以下に従って記入する

こと。 

 (1)①欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。 

 (2)②欄には、製造業の場合における製造品出荷額（前年度実績）、建設業の場合における元請

完成工事高（前年度実績）、医療機関の場合における病床数（前年度末時点）等の業種に応じ

事業規模が分かるような前年度の実績を記入すること。 

 (3)④欄には、当該事業場において生ずる産業廃棄物についての発生から最終処分が終了するま

での一連の処理の工程（当該処理を委託する場合は、委託の内容を含む。）を記入すること。 

４ 「自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、自

ら中間処理を行うに際して熱回収を行った場合における熱回収を行った産業廃棄物の量と、

自ら中間処理を行うことによって減量した量について、前年度の実績、目標及び取組を記入

すること。 

 ５ 「産業廃棄物の処理の委託に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、全処理委

託量を記入するほか、その内数として、優良認定処理業者（廃棄物の処理及び清掃に関する

法律施行令第６条の11第２号に該当する者）への処理委託量、処理業者への再生利用委託

量、認定熱回収施設設置者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の３の３第１項の認

定を受けた者）である処理業者への焼却処理委託量及び認定熱回収施設設置者以外の熱回収

を行っている処理業者への焼却処理委託量について、前年度実績、目標及び取組を記入する

こと。 

 ６ それぞれの欄に記入すべき事項の全てを記入することができないときは、当該欄に「別紙

のとおり」と記入し、当該欄に記入すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、産業

廃棄物の種類が３以上あるときは、前年度実績及び目標の欄に「別紙のとおり」と記入し、

当該欄に記入すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、それぞれの欄に記入すべき

事項がないときは、「―」を記入すること。 

７ ※欄は記入しないこと。 

 



別紙１　　産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物の一連の処理工程（袖ケ浦地区）

建設資材化

建設資材化

※　･･･　特別管理産業廃棄物

建設資材化

燃料化（再生油）

建設資材化

資材化（盛土材）

資材化（還元剤）

建設資材化

ガス化、建設資材化

燃料化（ウッドチップ）

リサイクル製品（水銀使用製品）

無害化（ガス、食塩水）

資源化（スクラップ等）

メタル回収、建設資材化

建設資材化

建設資材化

ペレット化、燃料化（RPF）

燃料化（再生油）

排水処理

建設資材化

建設資材化

資源化（スクラップ等）

リサイクル製品（人工砂）

委託処理
焼却（中間）

各所 汚泥

委託処理
混練、固化（最終）

各所 ※ 引火性廃油

各所 廃プラ類

委託処理
焼却、溶融（最終）

※ 強アルカリ

ボイラー 燃え殻
委託処理

粗砕、抽出、不溶化（最終）

ガラス陶磁器くず
委託処理

破砕（最終）

金属くず

リサイクルセンター 木くず

廃ＰＣＢ保管場 ※ＰＣＢ廃棄物
委託処理

分解、他（最終）

各所

２次委託処理
溶融、造粒固化（最終）

委託処理
切断、破砕（中間）

委託処理
破砕、切断（中間）

２次委託処理
焼却、溶融（最終）

２次委託処理
焼却、溶融（最終）

委託処理
破砕、造粒固化（最終）

委託処理
破砕（最終）

リサイクルセンター

（水銀保管場）
※廃水銀等

水銀使用製品産業廃棄物

廃油

廃電池類

委託処理
ばい焼（最終）

※ 廃油（有害）

※ 強酸

廃アルカリ

廃酸

委託処理
焼却（中間）

２次委託処理
焼却、溶融（最終）※ 感染性廃棄物診療所

混合廃棄物

廃石綿保管場 ※廃石綿等
委託処理

溶融（最終）

石綿含有産業廃棄物

各所

各所

委託処理
焼却（中間）

２次委託処理
焼却、溶融（最終）

委託処理
混合エマルジョン、油水分離（最終）

委託処理
中和、混合エマルジョン、油水分離（最終）

委託処理
焼却（中間）

２次委託処理
焼却、溶融（最終）

委託処理
焼却（中間）

２次委託処理
焼却、溶融（最終）

委託処理
焼却（最終）



別紙２　　　管理体制図　　住友化学㈱千葉工場

※Ｔ＝チーム、ＴＬ＝チームリーダー

統括責任者 工場長

副工場長

工場レスポンシブルケア委員会

環境・安全部 動力用役部 各製造部 工務部 生産管理部 総務部／業務部 研究所

環境Ｔ

廃棄物担当者

（処理計画担当部署）

廃棄物責任者

環境ＴＬ

各Ｔ

廃棄物担当者

廃棄物責任者

各ＴＬ

各Ｔ

廃棄物担当者

廃棄物責任者

各ＴＬ

各Ｔ

廃棄物担当者

廃棄物責任者

各ＴＬ

各Ｔ

廃棄物担当者

廃棄物責任者

各ＴＬ

各課

廃棄物担当者

廃棄物責任者

各課長

各課

廃棄物担当者

廃棄物責任者

各課長



様式第二号の九（第八条の四の六関係）

千葉県知事　  熊谷　俊人 殿

　　　　　　　　　　　　提出者

　　　　　　　　　　　　　　　住　所　千葉県袖ケ浦市北袖９番地１

　　　　　　　　　　　　　　　            住友化学株式会社 千葉工場（袖ケ浦地区）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 （法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

　　　　　　　　　　　　　　　電話番号 ０４３８－６３－１２１２

　　廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第10項の規定に基づき、令和６年度の産業廃棄物

　処理計画の実施状況を報告します。

項目 目標値 項目 目標値

排 出 量 3582.0 t 全 処 理 委 託 量 3582.0 t

自 ら 再 生 利 用 を 行 う
産 業 廃 棄 物 の 量

0.0 t
優 良 認 定 処 理 業 者 へ の
処 理 委 託 量

729.0 t

自 ら 熱 回 収 を 行 う
産 業 廃 棄 物 の 量

0.0 t
再 生 利 用 業 者 へ の
処 理 委 託 量

792.0 t

自ら中間処理により減量する
産 業 廃 棄 物 の 量

0.0 t
認 定 熱 回 収 業 者 へ の
処 理 委 託 量

245.0 t

自 ら 埋 立 処 分 又 は
海 洋 投 入 処 分 を 行 う
産 業 廃 棄 物 の 量

0.0 t
認 定 熱 回 収 業 者 以 外 の
熱 回 収 を 行 う 業 者 へ の
処 理 委 託 量

71.0 t

※事務処理欄

事 業 の 種 類
　大分類：製造業　　　　中分類：化学工業
　小分類：有機化学工業製品製造業

産業廃棄物処理計画における
計 画 期 間

　令和６年４月１日　～　令和７年３月３１日

 (日本産業規格　Ａ列4番）

　産業廃棄物処理計画における目標値

事 業 場 の 所 在 地 　千葉県袖ケ浦市北袖９番地１

　住友化学株式会社 千葉工場（袖ケ浦地区）

（第1面）

事 業 場 の 名 称

令和 ７年 ６月１３ 日

産業廃棄物処理計画実施状況報告書

氏  名　常務執行役員千葉工場長　　奥　憲章



）

排出量

3918.9 t

実績値
自ら中間処理した

後の残さ量
⑩のうち再生利用

業者への処理委託量

3918.9 t 0.0 t 2.1 t

0.0 t

0.0 t

自ら中間処理に
より減量した量

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

0.0 t 0.0 t 187.3 t

0.0 t

0

3918.9 t
###

200.3 t

2.1 t 2.4 t

187.3 t

2.4 t

計画の実施状況

有償物量

直接 及び 自ら
中間処理した後の

処理委託量

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量

0.0 t

自ら中間処理した後
再生利用した量

0.0 t 0.0 t

①排出量

②＋⑧自ら再生利用を
行った量

0.0 t

項目 自ら中間処理した量

0.0 t

自ら直接埋立処分又は
海洋投入処分した量

⑦自ら中間処理により
減量した量

⑭熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への処理
委託量

⑩全処理委託量

⑪優良認定処理業者への
処理委託量

⑫再生利用業者への
処理委託量

⑬熱回収認定業者への
処理委託量

③＋⑨自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行った量

⑤自ら熱回収を行った量

（産業廃棄物の種類：
(第

２
面

）
汚泥

④のうち熱回収
を行った量

⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量

200.3 t

3918.9 t

⑩のうち優良認定処理
業者への処理委託量

0.0 t

不要物等
発生量

自ら直接
再生利用した量

①

②

③

⑪

④

⑩

⑭

⑬

⑫

⑧

⑨⑥

⑦⑤



）

排出量

3445.3 t

実績値
自ら中間処理した

後の残さ量
⑩のうち再生利用

業者への処理委託量

3445.3 t 0.0 t 85.2 t

0.0 t

0.0 t

自ら中間処理に
より減量した量

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

0.0 t 0.0 t 1.7 t

0.0 t

0

3445.3 t
###

86.9 t

85.2 t 0.1 t

1.7 t

0.1 t

（産業廃棄物の種類：
(第

２
面

）

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量

自ら直接埋立処分又は
海洋投入処分した量

0.0 t

0.0 t

直接 及び 自ら
中間処理した後の

処理委託量

⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量

86.9 t

⑩のうち優良認定処理
業者への処理委託量

不要物等
発生量

項目

廃油

⑤自ら熱回収を行った量

計画の実施状況

有償物量

自ら直接
再生利用した量

自ら中間処理した後
再生利用した量

0.0 t 0.0 t

③＋⑨自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行った量

3445.3 t

自ら中間処理した量

0.0 t

⑦自ら中間処理により
減量した量

①排出量

②＋⑧自ら再生利用を
行った量

0.0 t

④のうち熱回収
を行った量

⑭熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への処理
委託量

⑩全処理委託量

⑪優良認定処理業者への
処理委託量

⑫再生利用業者への
処理委託量

⑬熱回収認定業者への
処理委託量

①

②

③

⑪

④

⑩

⑭

⑬

⑫

⑧

⑨⑥

⑦⑤



）

排出量

0.001 t

実績値
自ら中間処理した

後の残さ量
⑩のうち再生利用

業者への処理委託量

0.001 t 0.0 t 0.0 t

0.0 t

0.0 t

自ら中間処理に
より減量した量

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

0.0 t 0.0 t 0.0 t

0.0 t

0

0.001 t
0

0.001 t

0.0 t 0.0 t

0.0 t

0.0 t

計画の実施状況

有償物量

直接 及び 自ら
中間処理した後の

処理委託量

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量

0.0 t

自ら中間処理した後
再生利用した量

0.0 t 0.0 t

①排出量

②＋⑧自ら再生利用を
行った量

0.0 t

項目 自ら中間処理した量

0.0 t

自ら直接埋立処分又は
海洋投入処分した量

⑦自ら中間処理により
減量した量

⑭熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への処理
委託量

⑩全処理委託量

⑪優良認定処理業者への
処理委託量

⑫再生利用業者への
処理委託量

⑬熱回収認定業者への
処理委託量

③＋⑨自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行った量

⑤自ら熱回収を行った量

（産業廃棄物の種類：
(第

２
面

）
廃酸

④のうち熱回収
を行った量

⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量

0.001 t

0.001 t

⑩のうち優良認定処理
業者への処理委託量

0.0 t

不要物等
発生量

自ら直接
再生利用した量

①

②

③

⑪

④

⑩

⑭

⑬

⑫

⑧

⑨⑥

⑦⑤



）

排出量

0.0 t

実績値
自ら中間処理した

後の残さ量
⑩のうち再生利用

業者への処理委託量

0.0 t 0.0 t 0.0 t

0.0 t

0.0 t

自ら中間処理に
より減量した量

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

0.0 t 0.0 t 0.0 t

0.0 t

0

0.0 t
0

0.0 t

0.0 t 0.0 t

0.0 t

0.0 t

（産業廃棄物の種類：
(第

２
面

）

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量

自ら直接埋立処分又は
海洋投入処分した量

0.0 t

0.0 t

直接 及び 自ら
中間処理した後の

処理委託量

⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量

0.0 t

⑩のうち優良認定処理
業者への処理委託量

不要物等
発生量

項目

廃アルカリ

⑤自ら熱回収を行った量

計画の実施状況

有償物量

自ら直接
再生利用した量

自ら中間処理した後
再生利用した量

0.0 t 0.0 t

③＋⑨自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行った量

0.0 t

自ら中間処理した量

0.0 t

⑦自ら中間処理により
減量した量

①排出量

②＋⑧自ら再生利用を
行った量

0.0 t

④のうち熱回収
を行った量

⑭熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への処理
委託量

⑩全処理委託量

⑪優良認定処理業者への
処理委託量

⑫再生利用業者への
処理委託量

⑬熱回収認定業者への
処理委託量

①

②

③

⑪

④

⑩

⑭

⑬

⑫

⑧

⑨⑥

⑦⑤



）

排出量

785.2 t

実績値
自ら中間処理した

後の残さ量
⑩のうち再生利用

業者への処理委託量

785.2 t 0.0 t 339.0 t

0.0 t

0.0 t

自ら中間処理に
より減量した量

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

0.0 t 0.0 t 33.9 t

0.0 t

0

785.2 t
###

78.8 t

339.0 t 0.3 t

33.9 t

0.3 t

計画の実施状況

有償物量

直接 及び 自ら
中間処理した後の

処理委託量

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量

0.0 t

自ら中間処理した後
再生利用した量

0.0 t 0.0 t

①排出量

②＋⑧自ら再生利用を
行った量

0.0 t

項目 自ら中間処理した量

0.0 t

自ら直接埋立処分又は
海洋投入処分した量

⑦自ら中間処理により
減量した量

⑭熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への処理
委託量

⑩全処理委託量

⑪優良認定処理業者への
処理委託量

⑫再生利用業者への
処理委託量

⑬熱回収認定業者への
処理委託量

③＋⑨自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行った量

⑤自ら熱回収を行った量

（産業廃棄物の種類：
(第

２
面

）
廃プラスチック類

④のうち熱回収
を行った量

⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量

78.8 t

785.2 t

⑩のうち優良認定処理
業者への処理委託量

0.0 t

不要物等
発生量

自ら直接
再生利用した量

①

②

③

⑪

④

⑩

⑭

⑬

⑫

⑧

⑨⑥

⑦⑤



）

排出量

268.9 t

実績値
自ら中間処理した

後の残さ量
⑩のうち再生利用

業者への処理委託量

268.9 t 0.0 t 268.9 t

0.0 t

0.0 t

自ら中間処理に
より減量した量

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

0.0 t 0.0 t 0.0 t

0.0 t

0

268.9 t
###

0.0 t

268.9 t 0.0 t

0.0 t

0.0 t

（産業廃棄物の種類：
(第

２
面

）

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量

自ら直接埋立処分又は
海洋投入処分した量

0.0 t

0.0 t

直接 及び 自ら
中間処理した後の

処理委託量

⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量

0.0 t

⑩のうち優良認定処理
業者への処理委託量

不要物等
発生量

項目

木くず

⑤自ら熱回収を行った量

計画の実施状況

有償物量

自ら直接
再生利用した量

自ら中間処理した後
再生利用した量

0.0 t 0.0 t

③＋⑨自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行った量

268.9 t

自ら中間処理した量

0.0 t

⑦自ら中間処理により
減量した量

①排出量

②＋⑧自ら再生利用を
行った量

0.0 t

④のうち熱回収
を行った量

⑭熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への処理
委託量

⑩全処理委託量

⑪優良認定処理業者への
処理委託量

⑫再生利用業者への
処理委託量

⑬熱回収認定業者への
処理委託量

①

②

③

⑪

④

⑩

⑭

⑬

⑫

⑧

⑨⑥

⑦⑤



）

排出量

0.001 t

実績値
自ら中間処理した

後の残さ量
⑩のうち再生利用

業者への処理委託量

0.001 t 0.0 t 0.0 t

0.0 t

0.0 t

自ら中間処理に
より減量した量

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

0.0 t 0.0 t 0.0 t

0.0 t

0

0.001 t
0

0.001 t

0.0 t 0.001 t

0.0 t

0.001 t

計画の実施状況

有償物量

直接 及び 自ら
中間処理した後の

処理委託量

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量

0.0 t

自ら中間処理した後
再生利用した量

0.0 t 0.0 t

①排出量

②＋⑧自ら再生利用を
行った量

0.0 t

項目 自ら中間処理した量

0.0 t

自ら直接埋立処分又は
海洋投入処分した量

⑦自ら中間処理により
減量した量

⑭熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への処理
委託量

⑩全処理委託量

⑪優良認定処理業者への
処理委託量

⑫再生利用業者への
処理委託量

⑬熱回収認定業者への
処理委託量

③＋⑨自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行った量

⑤自ら熱回収を行った量

（産業廃棄物の種類：
(第

２
面

）
金属くず

④のうち熱回収
を行った量

⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量

0.001 t

0.001 t

⑩のうち優良認定処理
業者への処理委託量

0.0 t

不要物等
発生量

自ら直接
再生利用した量

①

②

③

⑪

④

⑩

⑭

⑬

⑫

⑧

⑨⑥

⑦⑤



）

排出量

132.3 t

実績値
自ら中間処理した

後の残さ量
⑩のうち再生利用

業者への処理委託量

132.3 t 0.0 t 77.0 t

0.0 t

0.0 t

自ら中間処理に
より減量した量

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

0.0 t 0.0 t 52.3 t

0.0 t

0

132.3 t
###

88.2 t

77.0 t 0.0 t

52.3 t

0.0 t

（産業廃棄物の種類：
(第

２
面

）

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量

自ら直接埋立処分又は
海洋投入処分した量

0.0 t

0.0 t

直接 及び 自ら
中間処理した後の

処理委託量

⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量

88.2 t

⑩のうち優良認定処理
業者への処理委託量

不要物等
発生量

項目

ガラス・コンクリート・陶磁器くず

⑤自ら熱回収を行った量

計画の実施状況

有償物量

自ら直接
再生利用した量

自ら中間処理した後
再生利用した量

0.0 t 0.0 t

③＋⑨自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行った量

132.3 t

自ら中間処理した量

0.0 t

⑦自ら中間処理により
減量した量

①排出量

②＋⑧自ら再生利用を
行った量

0.0 t

④のうち熱回収
を行った量

⑭熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への処理
委託量

⑩全処理委託量

⑪優良認定処理業者への
処理委託量

⑫再生利用業者への
処理委託量

⑬熱回収認定業者への
処理委託量

①

②

③

⑪

④

⑩

⑭

⑬

⑫

⑧

⑨⑥

⑦⑤



）

排出量

21.0 t

実績値
自ら中間処理した

後の残さ量
⑩のうち再生利用

業者への処理委託量

21.0 t 0.0 t 21.0 t

0.0 t

0.0 t

自ら中間処理に
より減量した量

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

0.0 t 0.0 t 0.0 t

0.0 t

0

21.0 t
21

16.9 t

21.0 t 0.0 t

0.0 t

0.0 t

計画の実施状況

有償物量

直接 及び 自ら
中間処理した後の

処理委託量

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量

0.0 t

自ら中間処理した後
再生利用した量

0.0 t 0.0 t

①排出量

②＋⑧自ら再生利用を
行った量

0.0 t

項目 自ら中間処理した量

0.0 t

自ら直接埋立処分又は
海洋投入処分した量

⑦自ら中間処理により
減量した量

⑭熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への処理
委託量

⑩全処理委託量

⑪優良認定処理業者への
処理委託量

⑫再生利用業者への
処理委託量

⑬熱回収認定業者への
処理委託量

③＋⑨自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行った量

⑤自ら熱回収を行った量

（産業廃棄物の種類：
(第

２
面

）
その他混合廃棄物

④のうち熱回収
を行った量

⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量

16.9 t

21.0 t

⑩のうち優良認定処理
業者への処理委託量

0.0 t

不要物等
発生量

自ら直接
再生利用した量

①

②

③

⑪

④

⑩

⑭

⑬

⑫

⑧

⑨⑥

⑦⑤



）

排出量

1.2 t

実績値
自ら中間処理した

後の残さ量
⑩のうち再生利用

業者への処理委託量

1.2 t 0.0 t 1.2 t

0.0 t

0.0 t

自ら中間処理に
より減量した量

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

0.0 t 0.0 t 0.0 t

0.0 t

0

1.2 t
1

1.2 t

1.2 t 0.0 t

0.0 t

0.0 t

（産業廃棄物の種類：
(第

２
面

）

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量

自ら直接埋立処分又は
海洋投入処分した量

0.0 t

0.0 t

直接 及び 自ら
中間処理した後の

処理委託量

⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量

1.2 t

⑩のうち優良認定処理
業者への処理委託量

不要物等
発生量

項目

水銀使用製品産業廃棄物

⑤自ら熱回収を行った量

計画の実施状況

有償物量

自ら直接
再生利用した量

自ら中間処理した後
再生利用した量

0.0 t 0.0 t

③＋⑨自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行った量

1.2 t

自ら中間処理した量

0.0 t

⑦自ら中間処理により
減量した量

①排出量

②＋⑧自ら再生利用を
行った量

0.0 t

④のうち熱回収
を行った量

⑭熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への処理
委託量

⑩全処理委託量

⑪優良認定処理業者への
処理委託量

⑫再生利用業者への
処理委託量

⑬熱回収認定業者への
処理委託量

①

②

③

⑪

④

⑩

⑭

⑬

⑫

⑧

⑨⑥

⑦⑤



）

排出量

0.0 t

実績値
自ら中間処理した

後の残さ量
⑩のうち再生利用

業者への処理委託量

0.0 t 0.0 t 0.0 t

0.0 t

0.0 t

自ら中間処理に
より減量した量

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

0.0 t 0.0 t 0.0 t

0.0 t

0

0.0 t
0

0.0 t

0.0 t 0.0 t

0.0 t

0.0 t

有償物量

不要物等
発生量

自ら直接
再生利用した量

自ら中間処理した後
再生利用した量

項目 自ら中間処理した量

(第
２

面
）

計画の実施状況 （産業廃棄物の種類： 石綿含有産業廃棄物

0.0 t 0.0 t

自ら直接埋立処分又は
海洋投入処分した量

0.0 t

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量

⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量

⑪優良認定処理業者への
処理委託量

⑫再生利用業者への
処理委託量

⑩のうち優良認定処理
業者への処理委託量

①排出量
0.0 t 0.0 t

②＋⑧自ら再生利用を
行った量

⑤自ら熱回収を行った量
④のうち熱回収

を行った量 直接 及び 自ら
中間処理した後の

処理委託量⑦自ら中間処理により
減量した量 0.0 t

⑬熱回収認定業者への
処理委託量 0.0 t
⑭熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への処理
委託量

③＋⑨自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行った量

0.0 t
⑩全処理委託量



）

排出量

0.8 t

実績値
自ら中間処理した

後の残さ量
⑩のうち再生利用

業者への処理委託量

0.8 t 0.0 t 0.8 t

0.0 t

0.0 t

自ら中間処理に
より減量した量

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

0.0 t 0.0 t 0.0 t

0.0 t

0

0.8 t
1

0.8 t

0.8 t 0.0 t

0.0 t

0.0 t

有償物量

不要物等
発生量

自ら直接
再生利用した量

自ら中間処理した後
再生利用した量

項目 自ら中間処理した量

(第
２

面
）

計画の実施状況 （産業廃棄物の種類： 廃電池類

0.0 t 0.0 t

自ら直接埋立処分又は
海洋投入処分した量

0.0 t

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量

⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量

⑪優良認定処理業者への
処理委託量

⑫再生利用業者への
処理委託量

⑩のうち優良認定処理
業者への処理委託量

①排出量
0.0 t 0.0 t

②＋⑧自ら再生利用を
行った量

⑤自ら熱回収を行った量
④のうち熱回収

を行った量 直接 及び 自ら
中間処理した後の

処理委託量⑦自ら中間処理により
減量した量 0.0 t

⑬熱回収認定業者への
処理委託量 0.8 t
⑭熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への処理
委託量

③＋⑨自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行った量

0.8 t
⑩全処理委託量



）

排出量

0.0 t

実績値
自ら中間処理した

後の残さ量
⑩のうち再生利用

業者への処理委託量

0.0 t 0.0 t 0.0 t

0.0 t

0.0 t

自ら中間処理に
より減量した量

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

0.0 t 0.0 t 0.0 t

0.0 t

0

0.0 t
0

0.0 t

0.0 t 0.0 t

0.0 t

0.0 t

有償物量

不要物等
発生量

自ら直接
再生利用した量

自ら中間処理した後
再生利用した量

項目 自ら中間処理した量

(第
２

面
）

計画の実施状況 （産業廃棄物の種類： 燃え殻

0.0 t 0.0 t

自ら直接埋立処分又は
海洋投入処分した量

0.0 t

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量

⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量

⑪優良認定処理業者への
処理委託量

⑫再生利用業者への
処理委託量

⑩のうち優良認定処理
業者への処理委託量

①排出量
0.0 t 0.0 t

②＋⑧自ら再生利用を
行った量

⑤自ら熱回収を行った量
④のうち熱回収

を行った量 直接 及び 自ら
中間処理した後の

処理委託量⑦自ら中間処理により
減量した量 0.0 t

⑬熱回収認定業者への
処理委託量 0.0 t
⑭熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への処理
委託量

③＋⑨自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行った量

0.0 t
⑩全処理委託量



(第3面）

備考

1 　翌年度の6月30日までに提出すること。

2 　「事業の種類」の欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。

3 　「産業廃棄物処理計画における目標値」の欄には、項目ごとに、産業廃棄物処理計画に記載

した目標値を記入すること。

4 　第2面には、前年度の産業廃棄物処理に関して、①～⑭の欄のそれぞれに、(1)から(14)

に掲げる量を記入すること。

(1)　①欄　当該事業場において生じた産業廃棄物の量

(2)  ②欄　(1)の量のうち、中間処理をせず直接自ら再生利用した量

(3)  ③欄　(1)の量のうち、中間処理をせず直接自ら埋立処分又は海洋投入処分した量

(4)　④欄　(1)の量のうち、自ら中間処理をした産業廃棄物の当該中間処理前の量

(5)　⑤欄　(4)の量のうち、熱回収を行った量

(6)　⑥欄　自ら中間処理をした後の量

(７)　⑦欄　(4)の量から(6)の量を差し引いた量

(8)　⑧欄　(6)の量のうち、自ら利用し、又は他人に売却した量

(9)  ⑨欄　(6)の量のうち、自ら埋立処分及び海洋投入処分した量

(10) ⑩欄　中間処理及び最終処分を委託した量

(11) ⑪欄　(10)の量のうち、優良認定処理業者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令

第６条の11第２号に該当する者）への処理委託量

(12) ⑫欄　(10)の量のうち、処理業者への再生利用委託量

(13) ⑬欄  (10)の量のうち、認定熱回収施設設置者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律

第15条の３の３第１項の認定を受けた者）である処理業者への焼却処理委託量

(14) ⑭欄  (10)の量のうち、認定熱回収施設設置者以外の熱回収を行っている処理業者への

焼却処理委託量

5 　第２面の左下の表には、項目ごとに、産業廃棄物処理計画に記載したそれぞれの実績値を記

入すること。

6 　産業廃棄物の種類が２以上あるときは、産業廃棄物の種類ごとに、第２面の例により産業廃

棄物処理計画の実施状況を明らかにした書面を作成し、当該書面を添付すること。

7 　※欄は記入しないこと。



 

 

様式第二号の十三(第八条の十七の二関係) 

(第１面) 

特別管理産業廃棄物処理計画書 

  令和 ７年 ６月 １３日 

千葉県知事  熊谷 俊人  様 

 

提出者 

住 所 千葉県袖ケ浦市北袖９番地１ 

住友化学株式会社 千葉工場（袖ケ浦地区） 

氏 名 常務執行役員千葉工場長 奥 憲章 

(法人にあっては、名称及び代表者の氏名) 

電話番号 ０４３８－６３－１２１２ 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 12条の２第 10項の規定に基づき、特別管理産業廃棄物の

減量その他その処理に関する計画を作成したので、提出します。 

事 業 場 の 名 称  住友化学株式会社 千葉工場（袖ケ浦地区） 

事 業 場 の 所 在 地  千葉県袖ケ浦市北袖９番地１ 

計 画 期 間  令和 ７年 ４月 １日 から 令和 ８年 ３月 ３１日 

当該事業場において現に行っている事業に関する事項 

 
① 事 業 の 種 類 

大分類：製造業  中分類：化学工業 

小分類：有機化学工業製品製造業 

② 事 業 の 規 模 前年度（令和６年度）の製造品出荷額  １，６９８億円 

③ 従 業 員 数  ８１３名 （令和 ７年 ３月 １日時点） 

④特別管理産業廃棄物

の一連の処理の工程 
「別紙１のとおり」 

(日本産業業規格 Ａ列４番) 



　特別管理産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項

　特別管理産業廃棄物の処理の抑制に関する事項

【前年度（令和６年度）実績】 

　特別管理産業廃棄物の種類廃油（引火性） 強アルカリ 強酸 PCB廃棄物 感染性廃棄物 汚泥（有害） 廃油（有害） 廃水銀等 合計

　排出量（ｔ） 278.5 145.0 0.004 36.0 0.005 0.004 0.003 0.0002 459.5

【目標（令和７年度）】 　

　特別管理産業廃棄物の種類廃油（引火性） 強アルカリ 強酸 PCB廃棄物 感染性廃棄物 汚泥（有害） 廃油（有害） 廃水銀等 合計

　排出量（ｔ） 260 100 0.1 10 0.1 0.1 0.1 0.1 370.5

　特別管理産業廃棄物の分別に関する事項

①現状

②計画

（分別している特別管理産業廃棄物の種類及び分別に関する取組）
　・工場の「廃棄物処理規則・要領」を定め、この中で、分類基準を作成し、廃棄物の性状、処理方法に応じた分類を実施している。
　　これにより、工場内で発生する全ての廃棄物は登録（番号付け）され、リスト化して管理している。
　・全ての特別管理産業廃棄物について、管理体制（分析による分別等）を徹底し、法的に有効な保管場所を定めている。
　・不用物となった高濃度ＰＣＢ機器（安定器）について、専門業者に依頼し、減量化を行っている。

（今後分別する予定の特別管理産業廃棄物の種類及び分別に関する取組）
　・今後もこれまでの取組みを継続する。

（管理体制図）
　「別紙２のとおり」

(第２面)

①現状 （これまでに実施した取組）
　・1997.6.26付でISO14001の認証を取得し、毎年度、「環境管理実施計画」を作成している。
　　また、この中で廃棄物の減量化、排出抑制及び有効利用の推進を行っている。
　・ISO14001の取組みを継続し、「環境管理実施計画」を作成し、確実に実施。
　　取組状況は、実績評価を２回／年実施し、進捗度管理を行ない、次年度計画に反映させている。

（今後実施する予定の取組）
　・今後もこれまでの取組みを継続する。

②計画



　自ら行なう特別管理産業廃棄物の再生利用に関する事項

【前年度（令和６年度）実績】 

　特別管理産業廃棄物の種類廃油（引火性） 強アルカリ 強酸 PCB廃棄物 感染性廃棄物汚泥（有害） 廃油（有害） 廃水銀等 合計

0 0 0 0 0 0 0 0 0

【目標（令和７年度）】 　

　特別管理産業廃棄物の種類廃油（引火性） 強アルカリ 強酸 PCB廃棄物 感染性廃棄物汚泥（有害） 廃油（有害） 廃水銀等 合計

0 0 0 0 0 0 0 0 0

　自ら行なう特別管理産業廃棄物の中間処理に関する事項

【前年度（令和６年度）実績】 

　特別管理産業廃棄物の種類廃油（引火性） 強アルカリ 強酸 PCB廃棄物 感染性廃棄物汚泥（有害） 廃油（有害） 廃水銀等 合計

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

【目標（令和７年度）】 　

廃油（引火性） 強アルカリ 強酸 PCB廃棄物 感染性廃棄物汚泥（有害） 廃油（有害） 廃水銀等 合計

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

(第３面)

（今後実施する予定の取組）
　・予定なし。

②計画

①現状

自ら熱回収を行った特別管
理産業廃棄物の量
自ら中間処理により減量した
特別管理産業廃棄物の量
（これまでに実施した取組）
　・実績なし。

特別管理産業廃棄物の種類

自ら熱回収を行う特別管理
産業廃棄物の量
自ら中間処理により減量する
特別管理産業廃棄物の量

①現状

　（これまでに実施した取組）
　・実績なし。

　（今後実施する予定の取組）
　・予定なし。

自ら再生利用を行った特別
管理産業廃棄物の量（ｔ）

自ら再生利用を行った特別
管理産業廃棄物の量（ｔ）②計画



　自ら行なう特別管理産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する事項

【前年度（令和６年度）実績】 

　特別管理産業廃棄物の種類 廃油（引火性） 強アルカリ 強酸 PCB廃棄物 感染性廃棄物汚泥（有害） 廃油（有害） 廃水銀等 合計

0 0 0 0 0 0 0 0 0

【目標（令和７年度）】 　

廃油（引火性） 強アルカリ 強酸 PCB廃棄物 感染性廃棄物汚泥（有害） 廃油（有害） 廃水銀等 合計

0 0 0 0 0 0 0 0 0

　特別管産業廃棄物の処理の委託に関する事項

【前年度（令和６年度）実績】 

　特別管産業廃棄物の種類 廃油（引火性） 強アルカリ 強酸 PCB廃棄物 感染性廃棄物汚泥（有害） 廃油（有害） 廃水銀等 合計

　全処理委託量（ｔ） 278.5 145.0 0.004 36.0 0.005 0.004 0.003 0.0002 459.5

優良認定処理業者への
処理委託量

0.6 145.0 0.004 26.9 0.005 0.004 0.003 0.0002 172.4

再生利用業者への
処理委託量

0.0 0 0 30.4 0 0 0 0.0002 30.4

認定熱回収業者への
処理委託量

0.4 0 0 0 0 0 0 0 0.4

認定熱回収業者以外の
熱回収を行う業者への
処理委託量

0.2 0 0 0 0.005 0.002 0.003 0 0.2

①現状

　　（これまでに実施した取組）
　・引火性廃油の委託は、焼却処理よりも、有効利用の中間処理（最終）業者の比率を高めてきている。
　・全ての特別管理産業廃棄物の処分委託は、埋立て処分ではない、有効利用の中間処理（最終）業者へ委託している。
　・焼却処理については、廃棄物処理法第３条の自己処理責任の精神により、工場構内に設置した焼却炉で処分することを原則とする。
　・既存の契約先への優良認定及び認定熱回収取得の働きかけ。
　・高度の再資源化技術を持つ委託先の開拓。

(第４面)

①現状

（これまでに実施した取組）
　・昭和６２年に設置届を提出し、遮断型最終処分場を保有しているが、平成１２年度以降埋立実績はありません。

（今後実施する予定の取組）
　・予定なし。

自ら埋立処分又は海洋投入処分
を行った特別管理産業廃棄物の

特別管理産業廃棄物の種類

自ら埋立処分又は海洋投入処分
を行う特別管理産業廃棄物の量②計画



【目標（令和７年度）】 　

　産業廃棄物の種類 廃油（引火性） 強アルカリ 強酸 PCB廃棄物 感染性廃棄物汚泥（有害） 廃油（有害） 廃水銀等 合計

　全処理委託量 260 100 0.1 10 0.1 0.1 0.1 0.1 371

優良認定処理業者への
処理委託量

200 80 0.1 10 0.1 0.1 0.1 0.1 291

再生利用業者への
処理委託量

0 0 0 0 0 0 0 0.1 0

認定熱回収業者への
処理委託量

10 0 0 0 0 0 0 0 10

認定熱回収業者以外の
熱回収を行う業者への
処理委託量

50 0 0.1 0 0.1 0.1 0.1 0 50

※事務処理欄

４２３．５ ｔ

（今後実施する予定の取組等）
　・現状、100％電子マニフェスト化している。今後も100％電子マニフェスト化を継続する。

(第５面)

②計画

（今後実施する予定の取組）
　・これまでに実施してきた取組み（優良評価委託先の優先、認定熱回収業者の優先、再利用・再資源化優先、分別徹底および減量化等）の継続。

電子情報処理組織の使用に関する事項

　【前年度（令和６年度）実績】

特別管理産業廃棄物排出量
（ポリ塩化ビフェニル廃棄物を除く。）



 

 

（第６面） 

備考 

１  前年度の特別管理産業廃棄物の発生量が50トン以上の事業場ごとに１枚作成すること。 

２ 当該年度の６月30日までに提出すること。 

３ 「当該事業場において現に行っている事業に関する事項」の欄は、以下に従って記入すること。 

 (1)①欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。 

 (2)②欄には、製造業の場合における製造品出荷額（前年度実績）、建設業の場合における元請完成工

事高（前年度実績）、医療機関の場合における病床数（前年度末時点）等の業種に応じ事業規模が

分かるような前年度の実績を記入すること。 

 (3)④欄には、当該事業場において生ずる特別管理産業廃棄物についての発生から最終処分が終了す

るまでの一連の処理の工程（当該処理を委託する場合は、委託の内容を含む。）を記入すること。 

４ 「自ら行う特別管理産業廃棄物の中間処理に関する事項」の欄には、特別管理産業廃棄物の種類

ごとに、自ら中間処理を行うに際して熱回収を行った場合における熱回収を行った特別管理産業廃

棄物の量と、自ら中間処理を行うことによって減量した量について、前年度の実績、目標及び取組

を記入すること。 

５ 「自ら行う特別管理産業廃棄物の埋立処分に関する事項」の欄には、特別管理産業廃棄物の種類

ごとに、埋立処分した量を記入すること。なお、中間処理を行うことにより特別管理産業廃棄物に

該当しなくなった産業廃棄物を海洋投入処分するときは、その量も含めて記入すること。 

 ６ 「特別管理産業廃棄物の処理の委託に関する事項」の欄には、特別管理産業廃棄物の種類ごと

に、全処理委託量を記入するほか、その内数として、優良認定処理業者（廃棄物の処理及び清掃に

関する法律施行令（以下「令」という。）第６条の14第２号に該当する者）への処理委託量、処理

業者への再生利用委託量、認定熱回収施設設置者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の３

の３第１項の認定を受けた者）である処理業者への焼却処理委託量及び認定熱回収施設設置者以外

の熱回収を行っている処理業者への焼却処理委託量について、前年度実績、目標及び取組を記入す

ること。 

 ７ 「電子情報処理組織の使用に関する事項」の欄には、前年度の特別管理産業廃棄物の全発生量

（ポリ塩化ビフェニル廃棄物（令第２条の４第５号イからハまでに掲げるものをいう。）を除く。）

を記入すること。その量が50トン以上の者にあっては、今後の電子情報処理組織の使用に関する取

組等（情報処理センターへの登録が困難な場合として廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則

第８条の31の４に該当するときは、その旨及び理由を含む。）について記入すること。 

 ８ それぞれの欄に記入すべき事項の全てを記入することができないときは、当該欄に「別紙のとお

り」と記入し、当該欄に記入すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、特別管理産業廃棄

物の種類が３以上あるときは、前年度実績及び目標の欄に「別紙のとおり」と記入し、当該欄に記

入すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、それぞれの欄に記入すべき事項がないとき

は、「―」を記入すること。 

９ ※欄は記入しないこと。 

 



別紙１　　産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物の一連の処理工程（袖ケ浦地区）

建設資材化

資材化（盛土材）

ガス化、建設資材化

燃料化（ウッドチップ）

リサイクル製品（水銀使用製品）

無害化（ガス、食塩水）

資源化（スクラップ等）

メタル回収、建設資材化

建設資材化

建設資材化

ペレット化、燃料化（RPF）

燃料化（再生油）

排水処理

建設資材化

建設資材化

資源化（スクラップ等）

リサイクル製品（人工砂）

建設資材化

建設資材化

※　･･･　特別管理産業廃棄物

建設資材化

燃料化（再生油）

建設資材化

資材化（還元剤）

委託処理
焼却（中間）

各所 汚泥

委託処理
混練、固化（最終）

各所 ※ 引火性廃油

各所 廃プラ類

委託処理
焼却、溶融（最終）

※ 強アルカリ

ボイラー 燃え殻
委託処理

粗砕、抽出、不溶化（最終）

ガラス陶磁器くず
委託処理

破砕（最終）

金属くず

リサイクルセンター 木くず

廃ＰＣＢ保管場 ※ＰＣＢ廃棄物
委託処理

分解、他（最終）

各所

２次委託処理
溶融、造粒固化（最終）

委託処理
切断、破砕（中間）

委託処理
破砕、切断（中間）

２次委託処理
焼却、溶融（最終）

２次委託処理
焼却、溶融（最終）

委託処理
破砕、造粒固化（最終）

委託処理
破砕（最終）

リサイクルセンター

（水銀保管場）
※廃水銀等

水銀使用製品産業廃棄物

廃油

廃電池類

委託処理
ばい焼（最終）

※ 廃油（有害）

※ 強酸

廃アルカリ

廃酸

委託処理
焼却（中間）

２次委託処理
焼却、溶融（最終）※ 感染性廃棄物診療所

混合廃棄物

廃石綿保管場 ※廃石綿等
委託処理

溶融（最終）

石綿含有産業廃棄物

各所

各所

委託処理
焼却（中間）

２次委託処理
焼却、溶融（最終）

委託処理
混合エマルジョン、油水分離（最終）

委託処理
中和、混合エマルジョン、油水分離（最終）

委託処理
焼却（中間）

２次委託処理
焼却、溶融（最終）

委託処理
焼却（中間）

２次委託処理
焼却、溶融（最終）

委託処理
焼却（最終）



別紙２　　　管理体制図　　住友化学㈱千葉工場

※Ｔ＝チーム、ＴＬ＝チームリーダー

統括責任者 工場長

副工場長

工場レスポンシブルケア委員会

環境・安全部 動力用役部 各製造部 工務部 生産管理部 総務部／業務部 研究所

環境Ｔ

廃棄物担当者

（処理計画担当部署）

廃棄物責任者

環境ＴＬ

各Ｔ

廃棄物担当者

廃棄物責任者

各ＴＬ

各Ｔ

廃棄物担当者

廃棄物責任者

各ＴＬ

各Ｔ

廃棄物担当者

廃棄物責任者

各ＴＬ

各Ｔ

廃棄物担当者

廃棄物責任者

各ＴＬ

各課

廃棄物担当者

廃棄物責任者

各課長

各課

廃棄物担当者

廃棄物責任者

各課長



様式第二号の十四（第八条の十七の三関係）

千葉県知事　  熊谷　俊人 殿

　　　　　　　　　　　　提出者

　　　　　　　　　　　　　　　住　所　千葉県袖ケ浦市北袖９番地１

　　　　　　　　　　　　　　　            住友化学株式会社 千葉工場（袖ケ浦地区）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 （法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

　　　　　　　　　　　　　　　電話番号 ０４３８－６３－１２１２

　　

項目 目標値 項目 目標値

排 出 量 605.0 t 全 処 理 委 託 量 605.0 t

自 ら 再 生 利 用 を 行 う
特別管理産業廃棄物の量

0.0 t
優 良 認 定 処 理 業 者 へ の
処 理 委 託 量

335.0 t

自 ら 熱 回 収 を 行 う
特別管理産業廃棄物の量

0.0 t
再 生 利 用 業 者 へ の
処 理 委 託 量

0.0 t

自ら中間処理により減量する
特 別 管 理 産 業 廃 棄 物 の 量

0.0 t
認 定 熱 回 収 業 者 へ の
処 理 委 託 量

15.0 t

自 ら 埋 立 処 分
を 行 う
特別管理産業廃棄物の量

0.0 t
認 定 熱 回 収 業 者 以 外 の
熱 回 収 を 行 う 業 者 へ の
処 理 委 託 量

60.0 t

前々年度（令和５年度） 676.3 t

前 年 度（令和６年度） 423.5 t

事 業 場 の 所 在 地 　千葉県袖ケ浦市北袖９番地１

　住友化学株式会社 千葉工場（袖ケ浦地区）

（第1面）

事 業 場 の 名 称

令和 ７年 ６月 １３日

特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書

　産業廃棄物処理計画の実施状況を報告します。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の２第11項の規定に基づき、令和６年度の特別管理

氏  名　常務執行役員千葉工場長　　奥　憲章

事 業 の 種 類
　大分類：製造業　　　　中分類：化学工業
　小分類：有機化学工業製品製造業

特別管理産業廃棄物処理計画
に お け る 計 画 期 間

　令和６年４月１日　～　令和７年３月３１日

 (日本産業規格　Ａ列4番）

　特別管理産業廃棄物処理計画における目標値

※事務処理欄

（電子情報処理組織の使用に関して実施した取組）

現状、100％電子マニフェスト化している。

特別管理産業廃棄物排出量

（ポリ塩化ビフェニル廃棄物を除く。）

　電子情報処理組織の使用に関する事項



）

排出量

278.5 t

実績値
自ら中間処理した

後の残さ量
⑩のうち再生利用

業者への処理委託量

278.5 t 0.0 t 0.0 t

0.0 t

0.0 t

自ら中間処理に
より減量した量

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

0.0 t 0.0 t 0.4 t

0.0 t

0

278.5 t
###

0.6 t

0.0 t 0.2 t

0.4 t

0.2 t

③＋⑨自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行った量

⑤自ら熱回収を行った量

（特別管理産業廃棄物の種類：
(第

２
面

）
廃油（引火性）

④のうち熱回収
を行った量

⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量

0.6 t

278.5 t

⑩のうち優良認定処理
業者への処理委託量

0.0 t

不要物等
発生量

自ら直接
再生利用した量

⑭熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への処理
委託量

⑩全処理委託量

⑪優良認定処理業者への
処理委託量

⑫再生利用業者への
処理委託量

⑬熱回収認定業者への
処理委託量

計画の実施状況

有償物量

直接 及び 自ら
中間処理した後の

処理委託量

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量

0.0 t

自ら中間処理した後
再生利用した量

0.0 t 0.0 t

①排出量

②＋⑧自ら再生利用を
行った量

0.0 t

項目 自ら中間処理した量

0.0 t

自ら直接埋立処分又は
海洋投入処分した量

⑦自ら中間処理により
減量した量

①

②

③

⑪

④

⑩

⑭

⑬

⑫

⑧

⑨⑥

⑦⑤



）

排出量

145.0 t

実績値
自ら中間処理した

後の残さ量
⑩のうち再生利用

業者への処理委託量

145.0 t 0.0 t 0.0 t

0.0 t

0.0 t

自ら中間処理に
より減量した量

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

0.0 t 0.0 t 0.0 t

0.0 t

0

145.0 t
###

145.0 t

0.0 t 0.0 t

0.0 t

0.0 t

⑭熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への処理
委託量

⑩全処理委託量

⑪優良認定処理業者への
処理委託量

⑫再生利用業者への
処理委託量

⑬熱回収認定業者への
処理委託量

③＋⑨自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行った量

145.0 t

自ら中間処理した量

0.0 t

⑦自ら中間処理により
減量した量

①排出量

②＋⑧自ら再生利用を
行った量

0.0 t

④のうち熱回収
を行った量

不要物等
発生量

項目

廃アルカリ（強アルカリ）

⑤自ら熱回収を行った量

計画の実施状況

有償物量

自ら直接
再生利用した量

自ら中間処理した後
再生利用した量

0.0 t 0.0 t

（特別管理産業廃棄物の種類：
(第

２
面

）

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量

自ら直接埋立処分又は
海洋投入処分した量

0.0 t

0.0 t

直接 及び 自ら
中間処理した後の

処理委託量

⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量

145.0 t

⑩のうち優良認定処理
業者への処理委託量

①

②

③

⑪

④

⑩

⑭

⑬

⑫

⑧

⑨⑥

⑦⑤



）

排出量

0.004 t

実績値
自ら中間処理した

後の残さ量
⑩のうち再生利用

業者への処理委託量

0.004 t 0.0 t 0.0 t

0.0 t

0.0 t

自ら中間処理に
より減量した量

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

0.0 t 0.0 t 0.0 t

0.0 t

0

0.004 t
0

0.004 t

0.0 t 0.0 t

0.0 t

0.0 t

③＋⑨自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行った量

⑤自ら熱回収を行った量

（特別管理産業廃棄物の種類：
(第

２
面

）
廃酸（強酸）

④のうち熱回収
を行った量

⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量

0.004 t

0.004 t

⑩のうち優良認定処理
業者への処理委託量

0.0 t

不要物等
発生量

自ら直接
再生利用した量

⑭熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への処理
委託量

⑩全処理委託量

⑪優良認定処理業者への
処理委託量

⑫再生利用業者への
処理委託量

⑬熱回収認定業者への
処理委託量

計画の実施状況

有償物量

直接 及び 自ら
中間処理した後の

処理委託量

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量

0.0 t

自ら中間処理した後
再生利用した量

0.0 t 0.0 t

①排出量

②＋⑧自ら再生利用を
行った量

0.0 t

項目 自ら中間処理した量

0.0 t

自ら直接埋立処分又は
海洋投入処分した量

⑦自ら中間処理により
減量した量

①

②

③

⑪

④

⑩

⑭

⑬

⑫

⑧

⑨⑥

⑦⑤



）

排出量

36.0 t

実績値
自ら中間処理した

後の残さ量
⑩のうち再生利用

業者への処理委託量

36.0 t 0.0 t 30.4 t

0.0 t

0.0 t

自ら中間処理に
より減量した量

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

0.0 t 0.0 t 0.0 t

0.0 t

0

36.0 t
36

26.9 t

30.4 t 0.0 t

0.0 t

0.0 t

⑭熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への処理
委託量

⑩全処理委託量

⑪優良認定処理業者への
処理委託量

⑫再生利用業者への
処理委託量

⑬熱回収認定業者への
処理委託量

③＋⑨自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行った量

36.0 t

自ら中間処理した量

0.0 t

⑦自ら中間処理により
減量した量

①排出量

②＋⑧自ら再生利用を
行った量

0.0 t

④のうち熱回収
を行った量

不要物等
発生量

項目

PCB廃棄物

⑤自ら熱回収を行った量

計画の実施状況

有償物量

自ら直接
再生利用した量

自ら中間処理した後
再生利用した量

0.0 t 0.0 t

（特別管理産業廃棄物の種類：
(第

２
面

）

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量

自ら直接埋立処分又は
海洋投入処分した量

0.0 t

0.0 t

直接 及び 自ら
中間処理した後の

処理委託量

⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量

26.9 t

⑩のうち優良認定処理
業者への処理委託量

①

②

③

⑪

④

⑩

⑭

⑬

⑫

⑧

⑨⑥

⑦⑤



）

排出量

0.005 t

実績値
自ら中間処理した

後の残さ量
⑩のうち再生利用

業者への処理委託量

0.005 t 0.0 t 0.0 t

0.0 t

0.0 t

自ら中間処理に
より減量した量

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

0.0 t 0.0 t 0.0 t

0.0 t

0

0.005 t
0

0.005 t

0.0 t 0.005 t

0.0 t

0.005 t

③＋⑨自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行った量

⑤自ら熱回収を行った量

（特別管理産業廃棄物の種類：
(第

２
面

）
感染性廃棄物

④のうち熱回収
を行った量

⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量

0.005 t

0.005 t

⑩のうち優良認定処理
業者への処理委託量

0.0 t

不要物等
発生量

自ら直接
再生利用した量

⑭熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への処理
委託量

⑩全処理委託量

⑪優良認定処理業者への
処理委託量

⑫再生利用業者への
処理委託量

⑬熱回収認定業者への
処理委託量

計画の実施状況

有償物量

直接 及び 自ら
中間処理した後の

処理委託量

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量

0.0 t

自ら中間処理した後
再生利用した量

0.0 t 0.0 t

①排出量

②＋⑧自ら再生利用を
行った量

0.0 t

項目 自ら中間処理した量

0.0 t

自ら直接埋立処分又は
海洋投入処分した量

⑦自ら中間処理により
減量した量

①

②

③

⑪

④

⑩

⑭

⑬

⑫

⑧

⑨⑥

⑦⑤



）

排出量

0.004 t

実績値
自ら中間処理した

後の残さ量
⑩のうち再生利用

業者への処理委託量

0.004 t 0.0 t 0.0 t

0.0 t

0.0 t

自ら中間処理に
より減量した量

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

0.0 t 0.0 t 0.0 t

0.0 t

0

0.004 t
0

0.004 t

0.0 t 0.002 t

0.0 t

0.002 t

⑭熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への処理
委託量

⑩全処理委託量

⑪優良認定処理業者への
処理委託量

⑫再生利用業者への
処理委託量

⑬熱回収認定業者への
処理委託量

③＋⑨自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行った量

0.004 t

自ら中間処理した量

0.0 t

⑦自ら中間処理により
減量した量

①排出量

②＋⑧自ら再生利用を
行った量

0.0 t

④のうち熱回収
を行った量

不要物等
発生量

項目

汚泥（有害）

⑤自ら熱回収を行った量

計画の実施状況

有償物量

自ら直接
再生利用した量

自ら中間処理した後
再生利用した量

0.0 t 0.0 t

（特別管理産業廃棄物の種類：
(第

２
面

）

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量

自ら直接埋立処分又は
海洋投入処分した量

0.0 t

0.0 t

直接 及び 自ら
中間処理した後の

処理委託量

⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量

0.004 t

⑩のうち優良認定処理
業者への処理委託量

①

②

③

⑪

④

⑩

⑭

⑬

⑫

⑧

⑨⑥

⑦⑤



）

排出量

0.003 t

実績値
自ら中間処理した

後の残さ量
⑩のうち再生利用

業者への処理委託量

0.003 t 0.0 t 0.0 t

0.0 t

0.0 t

自ら中間処理に
より減量した量

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

0.0 t 0.0 t 0.0 t

0.0 t

0

0.003 t
0

0.003 t

0.0 t 0.003 t

0.0 t

0.003 t

③＋⑨自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行った量

⑤自ら熱回収を行った量

（特別管理産業廃棄物の種類：
(第

２
面

）
廃油（有害）

④のうち熱回収
を行った量

⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量

0.003 t

0.003 t

⑩のうち優良認定処理
業者への処理委託量

0.0 t

不要物等
発生量

自ら直接
再生利用した量

⑭熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への処理
委託量

⑩全処理委託量

⑪優良認定処理業者への
処理委託量

⑫再生利用業者への
処理委託量

⑬熱回収認定業者への
処理委託量

計画の実施状況

有償物量

直接 及び 自ら
中間処理した後の

処理委託量

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量

0.0 t

自ら中間処理した後
再生利用した量

0.0 t 0.0 t

①排出量

②＋⑧自ら再生利用を
行った量

0.0 t

項目 自ら中間処理した量

0.0 t

自ら直接埋立処分又は
海洋投入処分した量

⑦自ら中間処理により
減量した量

①

②

③

⑪

④

⑩

⑭

⑬

⑫

⑧

⑨⑥

⑦⑤



）

排出量

0.0002 t

実績値
自ら中間処理した

後の残さ量
⑩のうち再生利用

業者への処理委託量

0.0002 t 0.0 t 0.0002 t

0.0 t

0.0 t

自ら中間処理に
より減量した量

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

0.0 t 0.0 t 0.0 t

0.0 t

0

0.0002 t
0

0.0002 t

0.0002 t 0.0 t

0.0 t

0.0 t

⑭熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への処理
委託量

⑩全処理委託量

⑪優良認定処理業者への
処理委託量

⑫再生利用業者への
処理委託量

⑬熱回収認定業者への
処理委託量

③＋⑨自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行った量

0.0002 t

自ら中間処理した量

0.0 t

⑦自ら中間処理により
減量した量

①排出量

②＋⑧自ら再生利用を
行った量

0.0 t

④のうち熱回収
を行った量

不要物等
発生量

項目

廃水銀等

⑤自ら熱回収を行った量

計画の実施状況

有償物量

自ら直接
再生利用した量

自ら中間処理した後
再生利用した量

0.0 t 0.0 t

（特別管理産業廃棄物の種類：
(第

２
面

）

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量

自ら直接埋立処分又は
海洋投入処分した量

0.0 t

0.0 t

直接 及び 自ら
中間処理した後の

処理委託量

⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量

0.0002 t

⑩のうち優良認定処理
業者への処理委託量

①

②

③

⑪

④

⑩

⑭

⑬

⑫

⑧

⑨⑥

⑦⑤



(第３面)

備考

１　翌年度の６月30日までに提出すること。

２　「事業の種類」の欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。

３　「特別管理産業廃棄物処理計画における目標値」の欄には、項目ごとに、特別管理産業廃
棄物処理計画に記載した目標値を記入すること。

４　第２面には、前年度の特別管理産業廃棄物の処理に関して、①～⑭の欄のそれぞれに、(1)
から(14)に掲げる量を記入すること。

(1) ①欄　当該事業場において生じた特別管理産業廃棄物の量

(2) ②欄　(1)の量のうち、中間処理をせず直接自ら再生利用した量

(3) ③欄　(1)の量のうち、中間処理をせず直接自ら埋立処分した量

(4) ④欄　(1)の量のうち、自ら中間処理をした特別管理産業廃棄物の当該中間処理前の量

(5) ⑤欄　(4)の量のうち、熱回収を行った量

(6) ⑥欄　自ら中間処理をした後の量

(7) ⑦欄　(4)の量から(6)の量を差し引いた量

(8) ⑧欄　(6)の量のうち、自ら利用し、又は他人に売却した量

(9) ⑨欄　(6)の量のうち、自ら埋立処分又は海洋投入処分した量

(10) ⑩欄　中間処理及び最終処分を委託した量

(11) ⑪欄　(10)の量のうち、優良認定処理業者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令
（以下「令」という。）第6条の11第2号に該当する者）への処理委託量

(12) ⑫欄　(10)の量のうち、処理業者への再生利用委託量

(13) ⑬欄  (10)の量のうち、認定熱回収施設設置者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律第
15条の3の3第1項の認定を受けた者）である処理業者への焼却処理委託量

(14) ⑭欄  (10)の量のうち、認定熱回収施設設置者以外の熱回収を行っている処理業者への
焼却処理委託量

５　第２面の左下の表には、項目ごとに、特別管理産業廃棄物処理計画に記載したそれぞれの
実績値を記入すること。

６　特別管理産業廃棄物の種類が２以上あるときは、特別管理産業廃棄物の種類ごとに、第２
面の例により特別管理産業廃棄物処理計画の実施状況を明らかにした書面を作成し、当該書面
を添付すること。

７　「電子情報処理組織の使用に関する事項」の欄には、前々年度及び前年度における特別管
理産業廃棄物の排出量（ポリ塩化ビフェニル廃棄物（令第２条の４第５号イからハまでに掲げ
るものをいう。）を除く。）並びに電子情報処理組織使用義務者にあっては前年度に実施した
電子情報処理組織の使用に関する取組（情報処理センターへの登録が困難な場合として廃棄物
の処理及び清掃に関する法律施行規則第８条の31の４に該当したときは、その旨及び理由を含
む。）について記入すること。

８　※欄は記入しないこと。





















































































（第１面）

産業廃棄物処理計画書

千葉県知事

　熊谷　俊人 殿

　提出者 289-1727

住　所

法人名 ゼンミ食品株式会社

代表者 宗 哲治

電話番号 0479-85-0627

事業場の名称 ゼンミ食品株式会社

事業場の所在地

計画期間 から

当該事業場において現に行っている事業に関する事項

①事業の種類 大分類： 製造業 中分類： 食料品製造業

②事業の規模

③従業員数

（日本産業規格　Ａ列４番）　　　

 様式第二号の八（第八条の四の五関係）

令和7年6月12日

千葉県山武郡横芝光町宮川6058-5

　(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)

　廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第９項の規定に基づき、産業廃棄物の減量その他その処
理に関する計画を作成したので、提出します。

千葉県山武郡横芝光町宮川6058-5

令和7年4月1日 令和8年3月31日

前年度の製造品出荷額　970百万円

44名（正社員40名、派遣4名）

④産業廃棄物の
　一連の処理の工程

廃水→廃水処理。加圧浮上処理。活性汚泥法→脱水→排水→河川放流
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↓
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　汚泥→発酵→肥料　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　植物残渣↑　　

動物残渣→焼却→背マント用Ca　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



（第２面）

産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項

（管理体制図）

産業廃棄物の排出の抑制に関する事項

①現状

産業廃棄物の種類 動植物残渣 汚泥

排出量 1320.2ｔ 146.5ｔ

（これまでに実施した取組）

②計画

【目標】

産業廃棄物の種類 動植物残渣 汚泥

排出量 1320.2ｔ 146.5 ｔ

（今後実施する予定の取組）

上記取り組みを継続して実施する

産業廃棄物の分別に関する事項

①現状

（分別している産業廃棄物の種類及び分別に関する取組）

動物性残渣、植物性残渣、汚泥に分別を実施

②計画
動物性残渣、植物性残渣、汚泥に分別を実施

社長　総括責任者ーーーー生産管理ーーーーーー工務課　　処理計画作成部/署廃棄物担当部署
　　　　　　　　　↓
　　　　　　　　　→　　製造部ーーー1課　廃棄物担当部署（動植物残渣）
　　　　　　　　　　　　　　　ーーー2課

【前年度（令和6年度）実績】　

植物残渣を産廃として排出し、肥料原料としている
汚泥を産廃として排出し、肥料原料としている

(今後分別する予定の産業廃棄物の種類及び分別に関する取組)



（第３面）

自ら行う産業廃棄物の再生利用に関する事項

①現状

産業廃棄物の種類 動植物残渣 汚泥

ｔ ｔ

（これまでに実施した取組）

②計画

【目標】

産業廃棄物の種類 動植物残渣 汚泥

ｔ ｔ

（今後実施する予定の取組）

自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項

①現状

産業廃棄物の種類 動植物残渣 汚泥

ｔ ｔ

ｔ ｔ

（これまでに実施した取組）

②計画

【目標】

産業廃棄物の種類 動植物残渣 汚泥

ｔ ｔ

ｔ ｔ

（今後実施する予定の取組）

【前年度（令和6年度）実績】　

自ら再生利用を行った産業廃棄
物の量

自ら再生利用を行う産業廃棄物
の量

【前年度（令和6年度）実績】　

自ら熱回収を行った産業廃棄物
の量

自ら中間処理により減量した産
業廃棄物の量

自ら熱回収を行う産業廃棄物の
量

自ら中間処理により減量する産
業廃棄物の量



（第４面）

自ら行う産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する事項

①現状

産業廃棄物の種類 動植物残渣 汚泥

ｔ ｔ

（これまでに実施した取組）

②計画

【目標】

産業廃棄物の種類 動植物残渣 汚泥

ｔ ｔ

（今後実施する予定の取組）

産業廃棄物の処理の委託に関する事項

①現状

産業廃棄物の種類 動植物残渣 汚泥

全 処 理 委 託 量 1320.2ｔ 146.5ｔ

ｔ 9ｔ

1320.2ｔ 137.5ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

（これまでに実施した取組）

【前年度（令和6年度）実績】　

自ら埋立処分又は海洋投入処分
を行った産業廃棄物の量

自ら埋立処分又は海洋投入処分
を行う産業廃棄物の量

【前年度（令和6年度）実績】　

優良認定処理業者への処理
委託量

再生利用業者への処理委託
量

認定熱回収業者への処理委
託量

認定熱回収業者以外の熱回
収を行う業者への処理委託
量

汚泥：「産廃として排出し肥料原料」を継続し、今後も継続予定
植物性残渣：　同上
動物性残渣：BSE関連規制で飼料化が不可能な為、産廃として排出
　　　　　　セメント用Caとして活用



（第５面）

②計画

【目標】

産業廃棄物の種類 動植物残渣 汚泥

全 処 理 委 託 量 1320.2ｔ 146.5ｔ

ｔ 9ｔ

1320.2ｔ 137.5ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

（今後実施する予定の取組）

※事務処理欄

優良認定処理業者への処理
委託量

再生利用業者への処理委託
量

認定熱回収業者への処理委
託量

認定熱回収業者以外の熱回
収を行う業者への処理委託
量

汚泥：「産廃として排出し肥料原料」を継続し、今後も継続予定
植物性残渣：　同上
動物性残渣：BSE関連規制で飼料化が不可能な為、産廃として排出
　　　　　　セメント用Caとして活用



（第６面）

備考
１　前年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン以上の事業場ごとに１枚作成すること。　
２　当該年度の６月30日までに提出すること。
３　「当該事業場において現に行っている事業に関する事項」の欄は、以下に従って記入すること。
(1)①欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。
(2)②欄には、製造業の場合における製造品出荷額（前年度実績）、建設業の場合における元請完成工事高（前
年度実績）、医療機関の場合における病床数（前年度末時点）等の業種に応じ事業規模が分かるような前年度の
実績を記入すること。
(3)④欄には、当該事業場において生ずる産業廃棄物についての発生から最終処分が終了するまでの一連の処理
の工程（当該処理を委託する場合は、委託の内容を含む。）を記入すること。
４　「自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、自ら中間処理を行う
に際して熱回収を行った場合における熱回収を行った産業廃棄物の量と、自ら中間処理を行うことによって減量
した量について、前年度の実績、目標及び取組を記入すること。
５　「産業廃棄物の処理の委託に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、全処理委託量を記入するほ
か、その内数として、優良認定処理業者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第６条の11第２号に該当す
る者）への処理委託量、処理業者への再生利用委託量、認定熱回収施設設置者（廃棄物の処理及び清掃に関する
法律第15条の３の３第１項の認定を受けた者）である処理業者への焼却処理委託量及び認定熱回収施設設置者以
外の熱回収を行っている処理業者への焼却処理委託量について、前年度実績、目標及び取組を記入すること。
６　それぞれの欄に記入すべき事項の全てを記入することができないときは、当該欄に「別紙のとおり」と記入
し、当該欄に記入すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、産業廃棄物の種類が３以上あるときは、前
年度実績及び目標の欄に「別紙のとおり」と記入し、当該欄に記入すべき内容を記入した別紙を添付すること。
また、それぞれの欄に記入すべき事項がないときは、「―」を記入すること。
７　※欄は記入しないこと。



様式第二号の九（第八条の四の六関係）

産業廃棄物処理計画実施状況報告書

千葉県知事　  熊谷　俊人　殿

提出者 289-1727

住所

法人名 ゼンミ食品株式会社

代表者 宗 哲治

 （法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

電話番号 0479-85-0627

事  業  場  の  名  称 ゼンミ食品株式会社

事 業 場 の 所 在 地

事   業   の   種   類 大分類 製造業 中分類 食料品製造業

から

　産業廃棄物処理計画における目標値

項目 目標値 項目 目標値

排出量 1335 t 全処理委託量 1335 t

t 8 t

t 1327 t

t t

t t

（第1面）

令和7年6月12日

千葉県山武郡横芝光町宮川6058-5

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第10項の規定に基づき、令和 6 年度の産業廃棄
物処理計画の実施状況を報告します。

千葉県山武郡横芝光町宮川6058-5

産業廃棄物処理計画にお
ける計画期間

令和6年4月1日 令和7年3月31日

自ら再生利用を行う
産業廃棄物の量

優良認定処理業者
への処理委託量

自ら熱回収を行う
産業廃棄物の量

再生利用業者への
処理委託量

自ら中間処理により減
量する産業廃棄物の
量

認定熱回収業者へ
の処理委託量

自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行う
産業廃棄物の量

認定熱回収業者以
外の熱回収を行う業
者への処理委託量

 (日本産業規格　Ａ列4番）



N0.1

計画の実施状況 （産業廃棄物の種類： 動植物性残渣 ）

※単位はｔです。半角数字のみ入力してください。

有償物量

①排出量

1320.2t

項目 実績値

①排出量 1320.2 t

0.0 t

0.0 t

0.0 t 0.0 t

0.0 t

1320.2 t

⑩全処理委託量 1320.2 t

0.0 t

0.0 t

0.0 t

0.0 t

（第2面）　　　　　　　　　　　

不
要
物
等
発
生
量

②自ら直接再生利
用した量

⑧自ら中間処理した後再生
利用した量

③自ら直接埋立処
分又は海洋投入処

分した量

⑥自ら中間処理
した後の残さ量

⑨自ら中間処理した後自ら
埋立処分又は

海洋投入処分した量

⑫ ⑩のうち再生
利用業者への処

理委託量
④自ら中間処理した

量

②＋⑧自ら再生利用
を行った量

⑤自ら熱回収を行っ
た量

⑤ ④のうち熱回収を
行った量

⑦自ら中間処理
により減量した量

⑬ ⑩のうち熱回
収認定業者への

処理委託量

⑦自ら中間処理により
減量した量

⑩直接及び自ら中間処理し
た後の処理委託量

③＋⑨自ら埋立処分
又は海洋投入処分を
行った量

⑭ ⑩のうち熱回
収認定業者以外
の熱回収を行う
業者への処理委

託量
⑪優良認定処理業者
への処理委託量

⑫再生利用業者への
処理委託量

⑪ ⑩のうち優良認定処理業
者への処理委託量

⑬熱回収認定業者へ
の処理委託量

⑭熱回収認定業者以
外の熱回収を行う業
者への処理委託量



N0.2

計画の実施状況 （産業廃棄物の種類： 汚泥 ）

※単位はｔです。半角数字のみ入力してください。

有償物量

①排出量

146.5t

項目 実績値

①排出量 146.5 t 137.5 t

0.0 t

0.0 t

0.0 t 0.0 t

0.0 t

146.5 t

⑩全処理委託量 146.5 t

9.0 t

137.5 t

0.0 t 9.0 t

0.0 t

（第2面）　　　　　　　　　　　

不
要
物
等
発
生
量

②自ら直接再生利
用した量

⑧自ら中間処理した後再生
利用した量

③自ら直接埋立処
分又は海洋投入処

分した量

⑥自ら中間処理
した後の残さ量

⑨自ら中間処理した後自ら
埋立処分又は

海洋投入処分した量

⑫ ⑩のうち再生
利用業者への処

理委託量
④自ら中間処理した

量

②＋⑧自ら再生利用
を行った量

⑤自ら熱回収を行っ
た量

⑤ ④のうち熱回収を
行った量

⑦自ら中間処理
により減量した量

⑬ ⑩のうち熱回
収認定業者への

処理委託量

⑦自ら中間処理により
減量した量

⑩直接及び自ら中間処理し
た後の処理委託量

③＋⑨自ら埋立処分
又は海洋投入処分を
行った量

⑭ ⑩のうち熱回
収認定業者以外
の熱回収を行う
業者への処理委

託量
⑪優良認定処理業者
への処理委託量

⑫再生利用業者への
処理委託量

⑪ ⑩のうち優良認定処理業
者への処理委託量

⑬熱回収認定業者へ
の処理委託量

⑭熱回収認定業者以
外の熱回収を行う業
者への処理委託量



 

(第3面）
備考
１　翌年度の6月30日までに提出すること。
２　「事業の種類」の欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。　
３　「産業廃棄物処理計画における目標値」の欄には、項目ごとに、産業廃棄物処理計画に記載した目標値を記入
すること。
４　第2面には、前年度の産業廃棄物処理に関して、①～⑭の欄のそれぞれに、(1)から(14)に掲げる量を記入する
こと。
(1)　①欄　当該事業場において生じた産業廃棄物の量
(2)　②欄　(1)の量のうち、中間処理をせず直接自ら再生利用した量
(3)　③欄　(1)の量のうち、中間処理をせず直接自ら埋立処分又は海洋投入処分した量
(4)　④欄　(1)の量のうち、自ら中間処理をした産業廃棄物の当該中間処理前の量
(5)　⑤欄　(4)の量のうち、熱回収を行った量
(6)　⑥欄　自ら中間処理をした後の量
(7)　⑦欄　(4)の量から(6)の量を差し引いた量
(8)　⑧欄　(6)の量のうち、自ら利用し、又は他人に売却した量
(9)　⑨欄　(6)の量のうち、自ら埋立処分及び海洋投入処分した量
(10) ⑩欄　中間処理及び最終処分を委託した量
(11) ⑪欄　(10)の量のうち、優良認定処理業者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第６条の１１第２号に
該当する者）への処理委託量
(12) ⑫欄　(10)の量のうち、処理業者への再生利用委託量
(13) ⑬欄  (10)の量のうち、認定熱回収施設設置者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の３の３第１項の
認定を受けた者）である処理業者への焼却処理委託量
(14) ⑭欄  (10)の量のうち、認定熱回収施設設置者以外の熱回収を行っている処理業者への焼却処理委託量　
５　第２面の左下の表には、項目ごとに、産業廃棄物処理計画に記載したそれぞれの実績値を記入すること。
６　産業廃棄物の種類が２以上あるときは、産業廃棄物の種類ごとに、第２面の例により産業廃棄物処理計画の実
施状況を明らかにした書面を作成し、当該書面を添付すること。
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